
 

 

令 和 ２ 年 

 

 

 

 

決算特別委員会会議録 

 
 
 
 

開会 令和２年１０月６日 

閉会 令和２年１０月８日 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

上 富 良 野 町 議 会 
 

 



― 1 ―

 

令和２年上富良野町決算特別委員会会議録（第１号） 

 

令和２年１０月６日（火曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 ８号 平成３１年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第 ９号 平成３１年度上富良野町企業会計決算の認定について 

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会日程 

１ 正・副委員長選出 

委員長挨拶 

開会宣告・開議宣告 

２ 議案審査 

  (1) 付議事件名〔令和２年第３回定例会付託〕 

    議案第 ８号 平成３１年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

    議案第 ９号 平成３１年度上富良野町企業会計決算の認定について 

  (2) 日程 

    書類審査〔消防大会議室へ移動し、二つの分科会による全体審査〕 

散会宣告 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１１名） 

   委 員 長  岡 本 康 裕 君   副 委 員 長       中 瀬   実 君 

   委   員  元 井 晴 奈 君   委   員  髙 松 克 年 君 

   委   員  金 子 益 三 君   委   員  中 澤 良 隆 君 

   委   員  米 沢 義 英 君   委   員  荒 生 博 一 君 

   委   員  佐 藤 大 輔 君   委   員  小 林 啓 太 君 

   委   員  小田島 久 尚 君 

   （議長 村上和子君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町     長  向 山 富 夫 君     副 町 長         石 田 昭 彦 君 

 教 育 長         服 部 久 和 君     代表監査委員         中 田 繁 利 君 

 会 計 管 理 者         及 川 光 一 君     監 査 委 員         今 村 辰 義 君 

 総 務 課 長         宮 下 正 美 君     企画商工観光課長         佐 藤 雅 喜 君 

 町民生活課長         星 野 耕 司 君     保健福祉課長         鈴 木 真 弓 君 

 農業振興課長兼農業委員会事務局長   大 谷 隆 樹 君     建設水道課長         狩 野 寿 志 君   

 教育振興課長         林   敬 永 君     ラベンダーハイツ所長         谷 口 裕 二 君 

 町立病院事務長  北 川 徳 幸 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         深 山   悟 君     次 長         飯 村 明 史 君          

 主 事         真 鍋 莉 奈 君 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １１名） 

─────────────────── 

○事務局長（深山 悟君） おはようございます。 

 決算特別委員会に先立ち、議長と町長から御挨拶

をいただきます。 

 初めに、議長から御挨拶をいただきます。 

○議長（村上和子君） 皆さん、改めましておはよ

うございます。 

 決算特別委員会に当たりまして一言御挨拶を申し

上げます。 

 今日から３日間にわたりまして、コロナ対策も

しっかりしながら、決算特別委員会が行われるわけ

でございますが、既に使われてしまったお金だと捉

えず、予算執行に対して適切に使用されたか、そう

いう使用されたものであるのかどうか、また、予算

審議の趣旨が十分生かされていたのかどうか、慎重

な審議をしていただきますようお願い申し上げまし

て、簡単ではございますが御挨拶に代えさせていた

だきます。 

 ３日間、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局長（深山 悟君） ありがとうございま

す。 

 続きまして、町長から御挨拶をお願いいたしま

す。 

○町長（向山富夫君） 皆さん、おはようございま

す。 

 本日から３日間にわたりまして、平成３１年度の

決算につきまして御審査を賜るわけでございます

が、冒頭、議長から御挨拶ございましたように、私

どもといたしましては、お認めいただきました予算

の執行につきまして最大限の効果を生み出し、それ

によって住民サービスの向上が図られるよう取り組

んできたところでございます。 

 これから３日間にわたりまして、十分に審査をい

ただきまして御認定賜りますよう心からお願い申し

上げまして、御挨拶にさせていただきたいと思いま

す。 

 何とぞ３日間よろしくどうぞお願い申し上げま

す。 

○事務局長（深山 悟君） ありがとうございま

す。 

 正副委員長の選出でございますが、令和２年第３

回定例会で、議長及び議会選出の監査委員を除く１

２名をもって決算特別委員会を構成しております。

それ以降、９月３０日付で議員１名が辞職しており

ますので、１１名ということで現在に至っていると

ころでございます。 

 正副委員長の選出については、議長からお諮りを

お願いいたします。 

────────────────── 

◎正 ・ 副 委 員 長 選 出             

○議長（村上和子君） 正副委員長の選出につい

て、お諮りいたします。 

 議会運営に関する先例により、委員長に副議長、

副委員長に総務産建常任委員長を選出することで御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、決算特別委員会の委員長に岡本康裕君、

副委員長に中瀬実君と決定いたしました。 

○事務局長（深山 悟君） 岡本委員長は、委員長

席に御移動お願いします。あと、今村監査委員につ

きましては、説明員席のほうに御移動願います。 

（村上議長、議長席を退席） 

（岡本委員長、委員長席へ移動） 

（今村議員、説明員席へ移動） 

○事務局長（深山 悟君） それでは、岡本委員長

から御挨拶をいただきます。 

○委員長（岡本康裕君） 改めまして、おはようご

ざいます。 

 第３回定例会に上程されました平成３１年度の各

会計及び各企業会計決算認定の件が、さらなる十分

な審議が必要と決算特別委員会が設置され、先例に

よって委員長に就任いたしました。 

 御案内のとおり、本委員会は議会が議決した平成

３１年度予算が適正に執行されたか、また住民の福

祉の向上に十分に寄与されたかを審査し、その効果

を評価する重要な委員会であります。二元代表制の

片方の車輪として住民の負託に応え、責任と義務を

果たすため闊達な質疑をしていただきたいと思いま

す。 

 また、理事者、説明員においては、質疑の内容を

十分に把握して、明確な答弁をお願いいたします。

３日間に及ぶ委員会ですが、委員各位、理事者の皆

さんの特段の協力をお願いして、就任の挨拶といた

します。 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告             

○委員長（岡本康裕君） ただいまの出席委員は１

１名であり、定足数に達しておりますので、これよ

り決算特別委員会を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本委員会の委員会日程等について、事務局長から

説明をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（深山 悟君） 御説明申し上げます。 

 本委員会の案件は、令和２年第３回定例会におい
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て付託されました議案第８号平成３１年度上富良野

町各会計歳入歳出決算の認定について及び議案第９

号平成３１年度上富良野町企業会計決算の認定につ

いての２件であります。 

 本委員会の委員会日程につきましては、お手元に

配付いたしました委員会日程のとおり、会期は１０

月６日、７日、８日の３日間とし、本日は、これよ

り会場を消防大会議室に移し、２分科会に分かれ、

各分科会において分科長を選出し、会計の書類審査

をお願いいたします。 

 ２日目の７日は、議事堂において、一般会計の質

疑を決算書により行います。 

 なお、歳出につきましては、款ごとに質疑を進め

ます。 

 ３日目の８日は、議場において、特別会計及び企

業会計決算の質疑を決算書により行います。その

後、分科会ごとに審査意見書案の作成、全体で審議

をして成案を決定、理事者に審査意見書を提出し、

理事者の所信表明、討論、表決という順序で進めま

す。 

 なお、分科会の構成は、１３番岡本委員長を除

き、第１分科会は議席番号１番から６番までの５名

の委員、第２分科会は議会選出の１０番今村監査委

員を除く議席番号７番から１２番までの５名の委員

となります。 

 本委員会の説明員は、町長をはじめ、議案審議に

関係する課長、主幹並びに担当職員となっておりま

す。 

 以上であります。 

○委員長（岡本康裕君） お諮りいたします。 

 本委員会の委員会日程については、ただいまの説

明のとおりにしたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の委員会日程は、ただいまの説

明のとおりと決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱いは委員長

の許可としたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱い

は委員長の許可とすることに決定いたしました。 

 これより、本委員会に付託されました議案第８号

平成３１年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定

について及び議案第９号平成３１年度上富良野町企

業会計決算の認定についてを議題といたします。 

 本件は、さきに説明が終了しておりますので、直

ちに分科会を開催し、各分科長を選出の上、地方自

治法第９８条第１項の規定により書類審査を行いま

す。 

 なお、本委員会の書類審査は、各会計歳入歳出決

算及び企業会計決算の審査といたします。 

 事前の資料要求がありましたので、さきに配付の

とおりですので、審査の参考に願います。 

 念のため申し上げます。 

 書類審査により知り得た事項の中には、秘密に属

する事項があるかと思いますが、これについては外

部に漏らすことのないよう十分に注意願います。 

 また、審査に当たって、所定の書類以外に必要な

資料等がございましたら、各分科会で協議し、決算

特別委員会審査資料要求書に必要事項を記入の上、

委員長に申し出てください。 

 なお、資料要求は本日の書類審査までとし、明日

以降の質疑応答中は要求することができませんの

で、御注意願います。 

 これより、会場を消防大会議室に移しますので、

その間、暫時休憩といたします。 

○事務局長（深山 悟君） ９時２０分から書類審

査を行いますので、委員及び説明員におかれまして

は、消防大会議室に移動し、御参集願います。 

─────────────── 

午前 ９時１０分 休憩 

午前 ９時２０分 再開 

─────────────── 

以下消防大会議室にて 

─────────────── 

◎書 類 審 査        

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 ただいまから、分科会ごとの書類審査を始めま

す。直ちに、分科長の選出をお願いいたします。 

（各分科会で協議） 

○委員長（岡本康裕君） 各分科長選出の報告を求

めます。 

 (第１分科会から「金子君」と報告あり) 

 (第２分科会から「小田島君」と報告あり) 

○委員長（岡本康裕君） 各分科長については、た

だいまの報告のとおりであります。 

 それでは、書類審査を始めてください。 

(書類審査) 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩いたします。 

 再開時間は１０時３０分からです。 

─────────────── 

午前１０時１０分 休憩 

午前１０時３０分 再開 



― 4 ―

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

（書類審査） 

○委員長（岡本康裕君） お諮りいたします。 

 書類審査について、以上で終了することで御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 以上で、全体の書類審査を終了いたします。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○委員長（岡本康裕君） 本日の日程は、全部終了

いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 

午前１１時４０分 散会 
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令和２年上富良野町決算特別委員会会議録（第２号） 

 

令和２年１０月７日（水曜日） 午前９時００分開議  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 ８号 平成３１年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会日程 

開議宣告 

１ 議案審査 

  議案第 ８号 平成３１年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定についての質疑 

   (1) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入） 

     １款（町税）～２１款（町債） 

   (2) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出） 

     ①１款（議会費）～２款（総務費） 

     ②３款（民生費） 

     ③４款（衛生費） 

     ④５款（労働費）～７款（商工費） 

     ⑤８款（土木費） 

     ⑥９款（教育費） 

     ⑦１０款（公債費）～１２款（予備費） 

散会宣告 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１１名） 

   委 員 長  岡 本 康 裕 君   副 委 員 長       中 瀬   実 君 

   委   員  元 井 晴 奈 君   委   員  髙 松 克 年 君 

   委   員  金 子 益 三 君   委   員  中 澤 良 隆 君 

   委   員  米 沢 義 英 君   委   員  荒 生 博 一 君 

   委   員  佐 藤 大 輔 君   委   員  小 林 啓 太 君 

   委   員  小田島 久 尚 君 

   （議長 村上和子君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町     長  向 山 富 夫 君     副 町 長         石 田 昭 彦 君 

 教 育 長         服 部 久 和 君     代表監査委員         中 田 繁 利 君 

 会 計 管 理 者         及 川 光 一 君     監 査 委 員         今 村 辰 義 君 

 総 務 課 長         宮 下 正 美 君     企画商工観光課長         佐 藤 雅 喜 君 

 町民生活課長         星 野 耕 司 君     保健福祉課長         鈴 木 真 弓 君 

 農業振興課長兼農業委員会事務局長   大 谷 隆 樹 君     建設水道課長         狩 野 寿 志 君 

 教育振興課長         林   敬 永 君     ラベンダーハイツ所長         谷 口 裕 二 君 

 町立病院事務長  北 川 徳 幸 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         深 山   悟 君     次 長         飯 村 明 史 君          

 主 事         真 鍋 莉 奈 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １１名） 

─────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） おはようございます。出

席、御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１１名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会２日目

を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の委員会日程については、さきにお配りした

とおりの日程でございます。 

 これより、平成３１年度上富良野町各会計歳入歳

出決算の認定に関し、質疑を行います。 

 初めに、各会計決算の一般会計より質疑を行いま

す。 

 一般会計の歳出については、款ごとに調書及び資

料と併せて質疑を行います。 

 委員及び説明員にお願い申し上げます。 

 審議中の質疑、答弁につきましては、要点を明確

にし、簡潔に御発言されるようお願い申し上げま

す。 

 なお、質疑の方法は一問一答で、１項目ごとに質

疑を行いますので、質疑のある場合は挙手の上、議

席番号を告げ、委員長の許可を得てから自席で起立

し、ページ数と質疑の件名を申し出て発言願いま

す。 

 また、説明員は、挙手の上、職名を告げ、委員長

の許可を得てから自席で起立し、答弁願います。 

 それでは、質疑に入ります。 

 最初に、歳入、１款町税の２２ページから、２１

款町債の６３ページまで、一括して質疑を行いま

す。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 委員長、ちょっとお許しを

いただきたいことがありまして、最初にまず、どこ

で、誰に質問したらいいかちょっと分からない部分

があるのでお聞きしたいことがあります。 

 実は、今年度の会計歳入歳出決算書は、昨年から

見ますと３６ページ少なくなっております。という

ことは、非常に字が小さくなっているということが

いわゆる原因だと思います。この３６ページ減らす

ことでどれだけ費用が減っているのか。我々が審査

をするときにめり張りがない。昨年までの、いわゆ

る決算書については、各項目ごとに題字が大きく

なっています。今回の歳出決算書は、だらだらと同

じような文字で書かれています。非常に私たちとし

ては分かりづらい、見にくい。 

 そのことは、どういう効果があることを狙って

やったのかをお聞きしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 会計管理者、答弁。 

○会計管理者（及川光一君） ４番中瀬委員の平成

３１年度の決算書の対応といいますか状況ですが、

今回この決算書を作成するに当たって、システムに

よって作成しております。今回、平成３１年度の予

算から新しいシステムに変わった関係で、このよう

な対応になったわけでございますが、字体その他、

システムの状況によってこのような形になったとこ

ろで、字体につきましては一回り小さい形になって

しまいましたが、何とか御理解をいただきたいと思

います。 

 なお、前回のシステムと同様の対応にできるだけ

近づけた形では工夫した形にはしておりますが、ど

うぞ御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 結果的には、システムが変

わったからこういうような字体になって、こういう

ふうな作り方になったということは理解できますけ

れども、いわゆるこのことによって非常に見づらく

なるとか、例えばこのことによって費用が浮くとか

ということは、それはどうなのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 会計管理者、答弁。 

○会計管理者（及川光一君） ４番中瀬委員の今回

の決算書の作成に係っての経費の面でございます

が、直接の作成に係る経費については、直接庁舎の

プリンターで印刷をしまして、製本のみ去年と同じ

部数、５０部でございますが、製本のみ発注してご

ざいます。直接の経費でいくと、３６ページ少なく

なっているということで、用紙代が若干少なくなっ

たということではございますが、以上のようなこと

でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 時代に逆行しているような

形だと私は思っていますよ。基本的には、新聞等

の、いわゆる字でさえ、少しずつ大きくなってた時

代ですよ。我々もこういったものを審査するとき

に、分かりやすい字体、眼鏡をかければ見えるだろ

うと言われたらそれまでですけれども、そうではな

くて、やっぱり昨年までのものが本当に悪かったの

であれば、それは変えてもいいかと思いますけれど

も、それはシステムを変えることだから町の考え方

だから、それも仕方ないかもしれません。ですけれ

ども、我々が１年間かけてやってきたことに対して

いろいろなものを見るときに非常に見づらいという

点は、これは本当にまずいと私は思いますよ。 

 そこら辺をきちっと考えた上でこういうものに転

換をしたのか。これを今この方法でやらなければで

きなくなってきている状況だったのか。その辺のと

ころはどうなのですか。 
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○委員長（岡本康裕君） 会計管理者、答弁。 

○会計管理者（及川光一君） ４番中瀬委員の今回

このような形で一回り字が小さくなったということ

でございますが、この点、見やすい形で今後検討し

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ４番中瀬委員からあり

ました決算書の字が小さくなったその理由は何だと

いう部分の御質問でございますが、まず変わったこ

とにつきましては、先ほど会計管理者のほうから説

明をいたしましたが、平成３１年度予算から今まで

使っていました財務会計システムが制度的に老朽化

をしていたということと、あと、昨今の流れの中か

ら新たなシステムに変えたというところでございま

して、それに関しましては、これまでといわゆる予

算書と決算書の様式が平成３１年度分から変わりま

すよということで、平成３１年度予算の審議のとき

に御説明をしていたのかなというふうに思います。 

 その中で、予算書につきましては、平成３１年

度、今年、令和２年度と既に２回の予算書を見てい

ただいて慣れていただいたのかなと。ただ決算書に

つきましては、今回新しいシステムで出した決算書

ということで、比較をするとちょっと字が見づらく

なっているという分でございます。 

 あと、これにつきましては、うちの考え方としま

しては、基本、うちの町に合わせたカスタマイズは

しないで、極力それぞれの業者が示している統一の

もの、統一のものはうちだけではなくて、そのシス

テムを使っている町が全部同じ状態なのですけれど

も、独自のカスタマイズをしないで極力共通的なも

のを、いわゆるシステムにかかる経費を削減しま

しょうということで想定をしていますので、基本は

システムで用意されたフォーマットそのままで出し

ているという形になってございますので、あえて何

かうちが見づらくするために字を小さくしたとかと

いうことではなくて、システムの標準で出力をして

いるという状況になってございます。 

 こちらを今までのように字を大きくしようとする

と、うち独自のカスタマイズをお願いしなければな

らないので、それに対して一定数の経費をかけなけ

ればならないですので、そこについては、今の時点

で要望はしてまいります。見づらいので、ぜひそう

いうふうな標準仕様としてそういうふうにください

というふうな要望はしていきますが、うちの町だけ

のバージョンで何百万円払うので改修してくれとい

うようなことについては想定をしていないというこ

とで御理解をいただければなと思ってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございませんか。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） ２４ページと２５ページに

係る部分で、１款の２項地方譲与税の地方揮発油譲

与税に関して質問させていただきます。 

 一応予算現額より収入済額が３００万円ほど減額

しております。減額要因に関してどのように分析し

ているのかお伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ８番荒生委員からあり

ました地方揮発油税の前年対比で減額しているとい

うことの御質問でございます。 

 こちらの理由につきまして、うちのほうでも

ちょっと調べさせていただきました。結果としまし

ては、制度的にはこれまでと変わっていないという

ことで、基本は国の税収として、いわゆるガソリン

税として入ってきたもの自体が減額になっていて、

昨年度のいわゆる剰余金として交付した累計が国の

出されている数字が前年対比で１２％弱総体が減っ

ているということで、うちに関しましても見合いの

分が減っているのだなということで理解していると

ころでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） その背景というのは、例え

ばハイブリットカーの普及であるとか電気自動車と

かというような理由づけ等々が、国から３月、６

月、１１月と年３回いただける譲与税ということ

で、例えば総務省から１２％減の要因等々の通知と

いうのはありましたか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ８番荒生委員からあり

ました、それに関しましての国の通知というところ

でございますが、基本、譲与税関係につきましては

数字のみの通知となっておりまして、増減の要因と

いうものにつきまして正式な通知はございません。 

 ただ、インターネットの中で地方財政審議会の議

事録がございましたので、それを見させていただき

ましたら、減額の要因ということで、いわゆる原油

価格の高騰等が背景だというようなことで記録がさ

れていたところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） また来年度以降、予算を考

えるに当たり、今後どんどんどんどんと減っていく

ように感じられるのですけれども、そういったとこ

ろも十分検討はなされていますか。 

○委員長（岡本康裕君） 荒生委員、平成３１年度

……。 
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○８番（荒生博一君） 決算を受けてということ

で。 

○委員長（岡本康裕君） わかりました。 

 今後の話になってしまいますが……。 

 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ８番荒生委員からあり

ました、揮発油税等の、いわゆる国の交付金の部分

をどう反映して次に展開をするのかという部分でご

ざいますが、基本、交付税ですとか、あるいは譲与

税関係につきましては、国から一定程度の地方財政

計画というのが示されてまいりますので、基本、予

算を立てる段階におきましては、国から示しており

ます地方財政計画の内容を参酌しながら、町の歳入

を見込んで、結果どの程度の事業ができるのかとい

うことで予算を編成しておりますので、この結果に

つきましては、令和２年度、今年度の予算をつくる

ときに、その時点での国の財政計画に基づいて今年

度の予算はつくっておりますし、来年度以降につき

ましては同じような形で進めてまいりたいと思って

おります。 

 以上のとおりです。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ２３ページの町税について

お伺いいたします。 

 不納欠損額がそれぞれ出ておりますが、恐らく居

所不明等々かなというふうに思いますが、その要因

等についてお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（高橋慎也君） ７番米沢委員の御質

問にお答えします。 

 町民税なのですが、居所不明が１件と生活困窮者

が１件、固定資産税につきましては無財産が１件、

軽自動車税につきましては居所不明が１件というこ

とになっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） お伺いしたいのは、正確な

情報ではありませんが、近年、差押え等滞納されて

いる場合があるかというふうに思います。そういう

場合、年金については生活を維持するためにも、国

においても強制差押えは駄目だというふうになって

おりますが、そういった部分、きちんと履行されさ

れているのかどうなのか、ちょっと疑問な点があり

まして、一部そうやって言われたと。脅かしのよう

なというふうに取ったのかもしれませんけれども、

こちらからはそういったことではなくて、きちっと

年金を頂いているのだから納めてくださいというよ

うなことを言ったのだと思うのですが、行き違いが

あると思いますが、そこら辺どうでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（高橋慎也君） ７番米沢委員の御質

問にお答えします。 

 年金の差押えもありますが、差押えする前には督

促状ですとか催告書をお出ししまして、何も音沙汰

のないときとかに差押えをすることもありますが、

基本的には生活を脅かすような額を差押えするよう

なことはしておりません。預金の残高ですとかも、

過去３か月とかを拝見しまして、その中で差押えす

る形にしておりますので、いきなり全額ですとか、

そういうことはしておりません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 恐らく、町のほうではそう

いうことも含めて適正な納税をお願いしたいという

ことで実施されているのかなというふうに思います

ので、その部分は、ぜひこれからも促すような継続

という点でお願いしたいというふうに思います。 

 町税の中で、固定資産税の未収が４６０万円ぐら

いあるかというふうに思いますが、これは過年度に

おいても恐らく納入されている部分があるのかなと

いうふうに思いますが、非常に貴重な税収でありま

すが、恐らく景気が悪くなってなかなかということ

もあるのかもしれませんが、現状についてお伺いい

たします。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（高橋慎也君） ７番米沢委員の御質

問にお答えします。 

 固定資産税の未収分の関係ですが、大きなものと

しましては、不動産賃貸業者が不動産を譲渡したこ

とによって財産がなくなり、それで４１０万円ほど

未収となっているものがあります。あとそのほかに

つきましては、随時入ってきているものもあります

が、鋭意調査中ということであります。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 関連なのですけれども、今

の町税のいわゆる未収入の部分で、こちらの資料の

中の８３ページにも、平成３０年度以前、また平成

３１年度分ということで、それぞれ未収分が出てお

ります。 

 特に住民税などは、うちの町は非常に収納率が高

いことは高いのですけれども、現在４９名の未収入

がございます。先ほどの不納欠損とも併せてになる

のですけれども、これらの４９名の方の推移といい

ましょうか、今後不納欠損に至らないような対応と

いうのはどのように図っているのか。 
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 例えば、分納誓約書を書いていただいていると

か、常に伺いながら徴収をしているとか、そういっ

た対応というのはどのような方策を取っているのか

教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（高橋慎也君） ５番金子委員の御質

問にお答えします。 

 町民税につきましては、まず分納中の者が今現在

７人おります。財産等ない者が２６人となっており

まして、固定資産税につきましても、分納中が２

人、財産ない者が６人、軽自動車税につきまして

も、財産ない者が４人、居所不明１名ということ

で、分納中の者につきましては随時履行どおり入っ

てくるものと考えておりますが、滞納処分する財産

等ない者というのは鋭意調査しておりますので、そ

の者については財産調査、居所不明の者につきまし

ては住民票なり戸籍を追って随時調査をかけており

まして、その都度見つかり次第接触するような形を

取っております。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） これもまた、どこに入って

いるのかちょっと分からないので、申し訳ありませ

んけれども、私どもの元江幌小学校は、いわゆるプ

ラスコですか、そこに貸しているということですけ

れども、そこの収入の部分の金額がどこに入ってい

るのか、金額等々確認させていただきたいと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ４番中瀬委員からあり

ました、旧江幌教員住宅の貸付けの使用料の関係で

ございますが、こちらにつきましては、決算書でい

きますと５０ページ、５１ページの備考欄の中でい

きますと一番上のところに、その他町有建物貸付料

（定住移住）、その下にその他町有建物貸付料（そ

の他）というふうになってございますが、こちらの

中に旧江幌小学校の今貸している部分の費用につき

まして計上しているところでございます。 

 以上です。（発言する者あり） 

 申し訳ございません。それに関します金額でござ

いますが、こちらのほうにつきましては、総額では

１８４万８１８円というふうに書いてございます。

このうち、いわゆる旧江幌小学校に関する部分につ

きましては１８３万６,８５６円が貸付料という形

になってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） ２８ページの国有提供施設

所在市町村助成交付金というのがあるのですけれど

も、これが毎年少しずつ下がってきているような気

配にあったのですけれども、この年度については補

正がかかっていて金額が増えているのですね。これ

についてお伺いしたいと思うのですけれども。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ３番髙松委員からあり

ました、国有提供施設等所在市町村助成交付金の関

係でございます。 

 こちらにつきましては、いわゆる基地交付金と言

われているものになりますが、最近につきましては

対前年比マイナスという形で推移をしていたところ

でございますが、平成３１年度につきましては増加

になったというところでございます。 

 内容の詳細でございますが、基本これの対象と

なっておりますものにつきましては、物件数につい

てはほぼ横ばい、あと評価額につきましては経年と

いうことでマイナスになっておりますが、いわゆる

評価額に対しての金額の交付率が平成３１年度が前

年対比で上がっているという形でございまして、結

果として、前年対比で９５０万円程度増加している

という形になっております。 

 なお、交付率の増加要因につきましては、私ども

の段階では通知等がございませんので、あくまでも

出された数字ということで、なぜ増えているかとい

う部分の要因につきましては町としても把握してい

ないところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） 過去にもそういうこととい

うのはあったのでしょうか。ちょっとお伺いしたい

のですけれども。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ３番髙松委員からあり

ました過去の部分ですが、大変申し訳ないのですけ

れども、かなり昔の分は分からないですが、私が財

政を担当して今のところでいくと、このように大き

く対前年比で増えたということは記憶してございま

せん。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） ３２ページ、１３款３目の

衛生使用料、墓地使用料に関してお尋ねいたしま

す。 

 成果報告書では、平成２７年度造成分ということ

で２区画２０万円という収入がなされております。
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当町のホームページでは、墓地に関しては中央共同

墓地が１区画１０万円、それから東中の共同墓地が

１区画３万円ということになっていますが、現在の

平成２７年造成分区画が６３区画ありますけれど

も、今回の２区画の購入がありまして、その購入を

受け、現在６３区画中、何区画ぐらい売れているの

か確認させてください。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（北山雅幸君） ８番荒生委員の

御質問にお答えします。 

 中央共同墓地の造成地の現在の戸数であります

が、平成２７年造成分については６３区画でござい

まして、平成３１年度２件使用の許可をしてござい

ます。今年度、令和２年度の使っている数は今現在

６区画でございます。残り分については５７区画

残ってございます。東中共同墓地については１０区

画中、１件の使用があり、残りが９区画ございま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 現状のほうの報告をありが

とうございます。 

 ところで、この中央共同墓地は、平成４年、それ

から８年、１０年、そして２７年にそれぞれ造成の

区画がなされていますけれども、今、平成４年とい

うのも、そのまま１０万円なのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（北山雅幸君） ８番荒生委員の

平成４年造成地の部分については、６万円の使用料

のままでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ４９ページの財産収入のと

ころで、福祉施設の賃貸料８５万円掲載されており

ますが、これはどこの施設なのか確認したいと思い

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ７番米沢委員からあり

ました、福祉施設用地貸付料の貸付先というところ

でございますが、こちらにつきましては、今、委員

おっしゃられたように、あさひ郷の部分とふくしん

の部分と、あともう一つ、緑町にできましたグルー

プホームおおぞらの３か所の貸付料という形になっ

てございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） これは、将来的には土地の

購入というふうに動くということは、現状ではない

のでしょうか。確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ７番米沢委員からあり

ました、貸付け用地の取得という部分でございま

す。こちらにつきましては、いわゆる地方財政の遊

休地ということで、緑町等々につきましては貸付け

をするというような形になってございまして、基本

は取得をしていただきたいのは前提でございます

が、ただ、いろいろな部分もございますので、現状

ではおおむね１０年間程度は貸付けと。それ以降、

ぜひ買ってくださいということで、協議はしており

ますが、今時点で取得という部分ではございません

が、方向性としては将来的にはそれぞれ移管したい

というふうに考えてございます。 

 以上のとおりです。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） ３４ページ、３５ページ、

６目の土木使用料の中の一番右の備考欄、３５ペー

ジになりますが、祭典占用はお祭りでの出店者から

頂く収入というのは理解できるのですが、その下の

一般占用、こちら当初予算では１万６,０００円と

いう額の計上でしたけれども、決算は１０万９,４

４４円ということで、これは一般的に何に使われて

このような収入がなされたのか、すみません確認さ

せていただきます。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ８番荒生委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 こちらにあります一般占用につきましては、主に

建築工事を実施する際に仮設工作物、足場とか、あ

と敷き鉄板とか、そういうもので道路を占用してい

る場合につきまして、仮設工作物に対しまして道路

占用料として納めていただいているものでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 金子委員。 

○５番（金子益三君） ６３ページの町債に関わる

ところなのですが、農林業費で、いわゆる畜産系で

道営草地畜産基盤整備事業費ということで町債を組

んでおります。これは恐らく串内の草地更新だと思

うのですけれども、一般的に他のいわゆる構成自治

体は、過疎債等有利な債務を組んだ中でやっている

というふうにも聞いておりますが、上富良野はそう

いったものがないので、これも仕方ないとは思いま

すが、これらの返済に対する、例えば受益者等の考

えというのはないのかお聞かせください。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 
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○総務課長（宮下正美君） ５番金子委員からあり

ました、道営草地に関する部分の起債の関係でござ

います。 

 こちらにつきましては、基本、今事業所を建て上

げました部分の資金の手当を各自治体が一時的にす

るということで、当町につきましては、起債を借り

てお金を用意して、これが将来的に串内からお金が

戻ってくるという形になりますので、一時的に町が

お金を貸すといいますか、用立てて、それを将来的

には戻していただくというような形で進めるという

ことになってございますので、基本、将来的には借

金分は全部なくなるということで押さえておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで歳入の

質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員説明員が交代しますので、少々お

待ちください。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 次に、歳出の質疑を行い

ます。 

 歳出につきましては、先ほど申し上げた款ごとに

質疑を行います。 

 最初に、１款議会費の６４ページから２款総務費

の９５ページまで、一括して質疑を行います。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） ８１ページ、２款１項９目

ふるさと応援寄附モニター事業についてお伺いしま

す。 

 このふるさと応援寄附モニター事業ですけれど

も、委託業者ふるさとチョイスなど４者あるとお聞

きしましたが、各業者の利用件数といいますか、平

成３１年度は合計で１万５,７０５件の寄附があっ

たと思いますけれども、何件がふるさとチョイスか

らとか、そういった寄付の委託業者の利用実績をお

伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） １番元井委員

の御質問にお答えいたします。 

 平成３１年度は４者ございまして、さとふるが

６,４５９件、チョイスが２,８６５件、ふるまるが

２９件、楽天が６,３４７件、その他が５件という

内訳になってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） そういった今の利用実績を

基に、業者の選定とか見直し等の検討はなされてい

るのかお伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） 本年度も新た

な委託先等検討して、若干増やすということになる

かと思います。それから、先ほども申し上げました

けれども、少ない部分についてはやめて、できるだ

け多いところということで都度検討をしていってい

るところであります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ７９ページの２款１項９目

の協働のまちづくり推進補助に関わるところで

ちょっとお伺いしたいのですが、たしか私、前に予

算のときも同じことを聞いたと思うのですけれど

も、いわゆる資料の中でも、それぞれの内訳等が出

ておりましたが、補助率が年々傾斜的に下がってい

く仕組みになっておりますが、いわゆる収益性のな

い事業等について年々規模が大きくなっていったと

きに、補助率等の考え方ではなかなか運営が厳しく

なっているという現状がありますが、これらについ

ての見直し等というのはなかったのかお伺いをいた

します。 

○委員長（岡本康裕君） 自治推進班主幹、答弁。 

○自治推進班主幹（新井 晶君） ５番金子委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 協働のまちづくり推進補助金ですが、今年度も協

働のまちづくり推進委員会のほうで検討をしており

まして、来年度以降につきまして補助金の見直しに

つきましても検討しているところでございますが、

昨年等につきましては補助率の変更がございません

でした。 

 もともとがこちらの補助金につきましては、町か

らの補助金で事業を進めていただくのをずっと続け

ていただくという形ではなく、ある一定程度の町の

補助金の後は、それぞれの自主団体で独立して採算

運営をしていただけることが目的で補助しておりま

すので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ということは、まず結論か

ら言うと、次年度以降には見直しがかかっていると

いうことで判断してよろしいのですよね。 

○委員長（岡本康裕君） 自治推進班主幹、答弁。 

○自治推進班主幹（新井 晶君） 検討を進めてい

るところです。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 検討を進めているというこ
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とは、まだ具体的に補助率が、例えば継承的に９０

から７０、７０から５０になっていましたよという

ところが、場合によっては７０なのか８０なのか分

からないですけれども、それで推移していくことが

あるということが決まっているわけではなく、検討

しているということなのですね。わかりました。 

 理解していただきたいのですけれども、例えば会

館等の備品を一回こっきりで買うとかという事業に

もこれは使われておりますが、そういったものとい

うのは出し切り予算で構わないと思うのですけれど

も、特に町の振興を盛り上げようとしている様々な

団体の中で、現状できていないというところをしっ

かりと鑑みていただきながら本当は進めていただけ

ればいいと思いますので、ぜひ検討ということが現

実化していくことを望むところでございますが、ど

の程度までの進捗なのか、もし分かれば、これらを

踏まえた中でそういった声がなかったのか教えてい

ただきたいというふうに思います。 

○委員長（岡本康裕君） 自治推進班主幹、答弁。 

○自治推進班主幹（新井 晶君） 補助金を使われ

ている団体もしくは使いたいという団体から具体的

に補助率のお話等をいただいているものはございま

せん。ということで、その辺も踏まえてどのように

していくべきかということで、協働まちづくり推進

委員会のほうとの検討を進めているところでござい

ます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ６７ページなのですが、こ

こで渉外経費という形で旅費が設定されておりま

す。ここでちょっと正しいかどうか分からないので

すが、いわゆる町ではいろいろと要望、陳情に出か

けているかというふうに思います。 

 それで近年、人口が減るという状況の中で、過疎

債が今多くの地方で問題になってきております。担

当課長に聞きましたら、上富良野町においては人口

が決められた率より減少率が少ないという形だけれ

どもぎりぎり、今見ても分かるように人口が減って

いるという形になっておりますが、こういった部分

のどういう陳情要望をされてきたのか、まずこの点

確認しておきたいというふうに思います。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ７番米沢委員からあり

ました、いわゆる過疎法に関します要望という部分

でどういうことをしてきたのだということの御質問

でございますが、基本、当町のような町村につきま

しては、いわゆる町村会を中心としながらいろいろ

国に対しての要望を行うというのがこれまでも原則

でございますので、通常の各町が統一的に取り組む

ものにつきましては町村会を中心にしながら上富良

野町長が参加をしてやっているというところでござ

います。 

 ただ、この過疎の問題に関しましては、基本、先

ほど委員御発言のように、いわゆる町は過疎ではな

い町で、道内ではほとんどの市町村が過疎であっ

て、うちのような町はいわゆる少ないという中で

は、この過疎の部分につきまして、その部分でやる

というのは大変難しいという部分が実際にはござい

ますので、現状としましては、いわゆる全国でつ

くっております小規模自治体、全国で過疎ではない

町の小さい町が集まりまして協議会をつくっており

まして、そちらのほうに参加しながら、そちらを通

して国のほうに対して、あるいは国会議員の先生で

すとか道議会の先生ですとか、そういう部分に対し

て、過疎にしてくださいということではないのです

けれども、ぜひ見直しをしていただきたいという部

分がありますが、なかなか難しい問題ですので、も

しならなくても、それに準じたものがぜひ制度化し

てほしいということで、これまでも要望を続けてき

ているところでございます。 

 以上のとおりです。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 過疎になって喜ぶ町はあり

ませんから、総務課長おっしゃるように、少しでも

人口が増えていただいて、税収も上がるような経済

産業のスキームをつくらなければならないのです

が、ただ現状でいえば、多くの自治体が、日本全体

でも人口が減少傾向にあるという形になります。 

 例えばなのですが、２億円の事業を何かしようと

した場合、過疎になって法が適応されたとき、され

なかったときの借入れだとかは、どんな状況になる

か、仮定の話で大変申し訳ありませんがお願いいた

します。何割交付税で戻るかも含めて。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ７番米沢委員からあり

ました、いわゆる過疎債制度の概要という部分の御

質問かなというふうに思ってございます。 

 まず、単純にいきますと、過疎債というのはいわ

ゆる借金なのですけれども、内容的にはいわゆる地

方に対する財政支援というふうになっておりまし

て、事業をやるときに、借りる限度は実際あります

けれども、今言われたように、例えば仮に事業費が

２億円かかります。過疎債２億円貸してもらいます

というふうに許可が出た場合、あるいは配分が出た

場合につきましては、丸々２億円過疎債を借りて、

後年度その２億円を返すのですけれども、そのとき

はいわゆる交付税で、そのうちの７割は交付税措置

をしてくれるという形になりますので、実際には３



― 15 ―

割は自分たちの財源でするという形になりますの

で、２億円の事業をやったときにつきましては、実

質３割なので６,０００万円は自分の財布からお金

を出して、残りは国が面倒を見てくれるという形に

なります。 

 これが、いわゆる過疎ではないうちの町が同じこ

とをやろうとすると、２億円は丸々自分の財布から

返していかなければならないということの差でござ

いますので、本当に単純なのですけれども、そこで

１億４,０００万円の持ち出しの差が出るというの

が、いわゆる過疎債制度というものの現実でござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 議員立法ということがあり

まして、国がなかなか渋っているという点があるか

というふうに思います。やっぱり税収が落ち込む、

あるいは人口減少するという状況の中で、過疎の法

に準じた形の中で地方自治体にそういった税の交付

がなされるということは、非常に上富良野町にとっ

てもいいことだというふうに思いますが、町長、改

めてお伺いいたしますが、この間、国等あるいは関

係機関にも働きかけてきたというふうに思います

が、この点どのような、感触として国とかなかなか

思うように進まないのか、その点確認しておきたい

と思います。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番米沢委員の過疎に関し

ます御質問にお答えさせていただきます。 

 制度については、総務課長のほうからお答えさせ

ていただいたとおりでございますが、私も、年に何

度も北海道、あるいは国に対しまして非過疎の小規

模自治体に対する支援を求めて要望活動をさせてい

ただいております。 

 しかし現実に、自民党の過疎議連会長の先生なん

かもお尋ねして、総務省の担当者も同席して要望い

たしますけれども、まず現実は、皆さん方の要望の

現状は分かると。だけれども、これは各全国の先生

方が集票に一番効果がある事業なので、これを拡大

するというか卒業、自治体を出さないということが

大前提だということで、皆さんの気持ちは分かるけ

れども選挙を考えたら、これは手放さないというふ

うに言われます。総務省の担当者も、制度矛盾は感

じているけれども、これには我々は一言も口出せな

いと、それが実態ですということを何度行っても繰

り返すのみで、これはもう人口が減るしか、減らす

しか、基準を満たすしか、最善の方法はないみたい

なジョークを言われて帰ってきているという、非常

につらさを感じているのが実態でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 成果報告書の１７ページ

の定住・移住促進に関してですが、平成３１年度の

取組で有効であった施策、または効果が薄かった企

画など、具体的な成果に関してはどのような振り返

りをしているのかお聞かせください。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） １１番小林委

員の御質問にお答えいたします。 

 定住・移住対策として、町のほうでは移住準備住

宅等の住宅、それからお試し暮らし住宅等の住宅を

準備しまして、町外の方に上富良野に住むための準

備、または上富良野と北海道がどのような生活なの

かということの体験ということで機会を提供してま

いったところです。 

 基本的に準備住宅というのは、ここに移住するこ

とを見通せている方、それから体験お試し暮らしと

いうのは本当に体験ということですけれども、お試

し暮らしという施策が全道的に大変高級化とかホテ

ル化という傾向がありまして、やはりお試し暮らし

の達人みたいな方が結構いらっしゃるのも事実で

す。前年度のうちからラベンダーのきれいなこの時

期のはぜひとも富良野地方に住みたいという方がい

らっしゃいまして、そういった方が北海道内ぐるぐ

るぐるぐる回っているというのも実態でありますの

で、必ずしも直接的にこの住宅を利用したからすぐ

翌年から上富良野町に住むという効果だけを狙って

いるということではないのかなと思います。 

 これまで移住・定住でもって、さんざん失敗して

いるのは、やっぱり冬になってみんないなくなって

しまうと、冬のつらさでいなくなってしまうという

ことですから、少しでも本州のほうからいらっしゃ

る方々には１年間を通じて、いいところだけ見るの

ではなくて、冬の厳しさも見てもらうということ

で、これらの住宅の機会の提供というのは大変重要

なものかなと。上富良野に住んでいただけば一番い

いことですけれども、これが北海道、それから上

川、それから富良野地域、それで上富良野というよ

うに広い目で見て、好みといいますか上富良野に惚

れ込んでもらうことが目的ですので、提供していく

ことができるのかなと思います。 

 直接の効果というのはなかなか見られていません

けれども、皆さん御存じのように、住宅から今お店

をやっている方とか、そういう方もいますので、短

期的に今年度はこれだけだということよりも、長い

目で見て、生活という人生を支える取組ですから、
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長い目で見て評価をしていくことかなというふうに

理解しています。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） この資料を見ていますと、

準備住宅等の実績がゼロという形になっておりま

す。これは相手次第でありますが、この移住・定住

促進計画を見ますと、体験してもらっていろいろと

環境づくりも必要だという形になっております。平

成３１年度は、そういった移住してもらうために、

住んでもらうための体験型のそういった企画等とい

うのは組まれたのかどうなのか、この点お伺いして

おきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） 平成３１年度

は、きちんとプログラムを組んで、例えばここの住

宅に入った方は必ずみこし担ぎなさいよとか、イベ

ントに出て、こんなこと一緒にやりましょうという

ようなプログラムはないですけれども、担当の職員

のほうでまめに相談に乗るなど、そういった対応で

少しでも地域の方に接するといいますか、上富良野

はこんな人間が住んでいるのだよというような、景

色だけでなくて、いろいろな体験もしてもらえるよ

うに、お声かけ等はしていますけれども、具体的に

そういった必ずこのプログラムにのっとってやりな

さいというような縛りをつけて入居をしていただく

というようなことは、平成３１年度についてはして

いないところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうしますと、なかなか相

手次第ですから、こういった状況というのは。た

だ、やはりそういった方向で体験してもらうという

ような、企画だとかをつくりながら努力するという

のも職員の皆さん人数少ない中で大変だと思うので

すけれども、そういったものもやっぱり活用しなが

ら将来的に上富良野に移住してもらうというのが必

要ではないかなと思うのですが、そういった課題、

問題というのは、今答弁の中であるのかなと思って

聞いていたのですけれども、確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） 特にお試し住

宅などは皆さん、目的とか好みとかがかなりいろい

ろ多様でございますので、今、米沢委員からお話

あったように、とはいえ、相手のことだけではなく

て、こちらからも求めるもの、知ってもらいたいも

のというのがありますので、そういったものについ

ては、今年度はいわゆるコロナの関係などで大変低

調な利用になってしまっていますけれども、相手の

ニーズをきちんと聞き取ったような形でどういう体

験を提案していくのかということは、今後もしっか

りと入居相談をする際にニーズなどの掘り起こしを

して、取り組んでいく予定でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 全体を見ていますと、住宅

の老朽化というのが進んでいるかというふうに思い

ます。今の世代というのは、また年齢が高くなって

も一定の住む環境がよくなければ駄目だという形も

あると思います。 

 将来的に上富良野町は、移住準備住宅もお試し準

備住宅もですが、どのような方向性に持っていきた

いと考えているのですか。確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） ７番米沢委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 おっしゃるとおり、大変ぼろっちい住宅でして、

やはり他の町の準備住宅、それから体験住宅等につ

いても、新築だったりホテル並みだったりというこ

とで、かなりグレードは高くなっております。 

 そういったことから、我々としてはあれを建て替

えて立派なコテージふうのものを建てるということ

ではなくて、皆さんも御存じのとおり、大変うちの

町は空きアパートというのですか、民間のアパート

が空き室になってしまって、大家も大変困っている

というような状況もありますので、そういった民間

のマンション、アパートを提供していただける方を

募集して、そういった形で、町が直接やるというよ

りはそういった眠っている部屋を有効活用できるよ

うな方向で考えていくべきかなというふうに考えて

おりますので、これからもその予算とニーズに見

合った戸数を何とか御協力いただけるようにお話を

続けていくようなことで進めていきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） ８１ページ、２款１項９目

企画商工観光課、ジオパーク推進事業について。 

 ジオパーク推進用図書とありますけれども、これ

は図書館ふれんどのジオコーナーに置く図書なの

か、または専門員などが何か勉強するための図書な

のか、どういった目的のものなのか、ちょっとお聞
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きします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） １番元井委員

の御質問にお答えいたします。 

 こちらの備品費のほうで計上されているものにつ

きましては、図書館ふれんどで、お子さんですとか

一般の町民の方が見れるための図書の購入となって

おります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） その図書がジオパークの推

進にどれほど効果があるのかなどを推察するために

も、図書館ふれんどのジオコーナーに設置している

のであれば、そういったジオ図書が、年に何回、何

人に貸出しがあったとか、平成３１年度の利用実績

は把握しているのかをお尋ねします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） 大変申し訳あ

りません。教育委員会のほうからそのような資料を

いただくよう求めたことはございません。 

 ちょっとあれなのですけれども、基本的にジオ図

書という考え方で狭義にとらわれると困るのですけ

れども、やっぱりジオパークという取組は、科学的

な自然を持つような人を育てるということでござい

ますので、広く、石とか岩とか火山とかだけでなく

て、科学に対してしっかりと、いわゆる理系が少な

くなっている今の日本の中で理系の人間を増やすと

いう壮大な目的も持っていまして、そういった意味

でやっております。 

 それから、本の中にはジオパーク的なものをテー

マにした漫画ですとか、お子さんが取っつきやすい

ものとか、それに加えて、今度はちょっとマニアッ

クなオタク系の本まで、各種そろえて、できるだけ

町民の皆さんの目に触れるようにしたいと。 

 それから、あと大事なことは、小さいお子さんに

向けた絵本ですね。そういった地球のことを考える

ような絵本というのは結構、国内、海外を問わず発

行されておりますので、そういったものについては

ぜひジオコーナーに置くのではなくて、小上がりに

なっていてお子さんがくつろいで読める絵本コー

ナーなど、そういったところにも配置して活用した

いと思います。 

 貸出しの実績については、現在ちょっと手元に資

料がございませんので、今のところお答えはできな

状況でございます。申し訳ございません。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） ８３ページの防災対策につ

いてお伺いをいたします。 

 防災会議の予定をしていたのですが、平成３１年

度はコロナだとかいろいろなことがあって開催はさ

れなかったのか、まずはお聞きしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ６番中澤委員からあり

ました、防災会議の開催の関係でございますが、平

成３１年度につきましては予定をしておりました

が、結果としては開催はしておりません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 避難行動の要支援者名簿と

か個別支援計画を、随時平成２７年度からでした

か、継続しながら更新していくということだったの

ですが、避難行動要支援者名簿のほうなのですが、

これらについては各住民会でどれぐらいの達成率に

なっているかをまずお伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ６番中澤委員からあり

ました、いわゆる各自主防で作っていただいており

ます個別支援計画等の御質問かなと思いますが、こ

ちらにつきましては、平成３０年度まで……。

（「個別支援計画の前に要支援者……」と発言する

者あり）要支援者名簿のほうにつきましては、全自

主防のほうで更新が随時行われているという形に

なってございます。 

 以上です。（発言する者あり） 

 失礼しました。 

 それに基づきます個別支援計画につきましては、

平成３０年度までは１地区ちょっと間に合っていな

かったのですけれども、平成３１年度中に一応全地

区出来上がったということで、それに基づいて、ま

た随時更新をお願いしているという形になってござ

います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 個別支援計画については、

当然１年間の中で体なんかの変化が非常にあるとい

うことで、相当地域住民の方々は見直しているのか

なと思うのですが、それは全ての住民会が個別支援

計画の更新をきちんとされているというふうに把握

しているかどうかをお伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ６番中澤委員からあり

ました、個別支援計画の管理の関係でございます

が、基本、まず個別支援計画につきましては、うち

の基地調整室の方とそれぞれの地域の防災士とのや

り取りの中で更新をしていってございます。ただ、
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更新をタイミングは本当にリアルなのかと言われる

と、そこにつきましては一定程度の時間的な差はあ

るのかなというふうに思っておりますが、基本まず

全員の分が出来上がったというところから今はス

タートしておりますので、その中で随時定期的に確

認しながら極力最新の状況になるよう、町のほうと

しても防災士のほうに声かけをしていきたいと思っ

ています。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） すごく安心しました。 

 ほとんどが盤石の体制でやっているということで

承知をいたしましたが、一番心配されるのは個人情

報が満載のところなので、そこら辺についてはこれ

からどのような指導をしているのか、またしようと

しているのかを確認したいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ６番中澤委員からあり

ました、いわゆる防災の計画上の部分と個人情報の

部分でございます。 

 個人情報の部分につきましては、これまでも各地

域の中で、こういう情報なのでほかのことに使うよ

うなことはできませんよということでお願いといい

ますか、確認をしながらやっていただいているつも

りでございますので、各地域でそれに携わっていた

だいている方については、その趣旨を理解の上で取

り組んでいただいているのかなというふうに思って

ございます。 

 これまでも数年たってきておりますが、今の時点

ではそれに基づいて何か個人情報が地域で漏れてし

まったとか、変なことに使われたとかというような

話はまだ聞いてございませんので、ただ、これにつ

いては、引き続き地域の方とも注意喚起をするよう

な形で、適切に扱うように図ってまいりたいと思っ

てございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 関連なのですけれども、８

５ページにもあります自主防の組織育成補助という

ことで４８万７,０００円拠出されております。こ

れは資機材を買われたり、様々な活動であったりと

かというところの活動費も含まれていると思います

が、自主防ができて１０年近くたつのですが、この

間それぞれの住民会において複数名の配置がなされ

ておりますが、経年に伴って防災士の方が御高齢に

なられてきている住民会もあると聞いておりますの

が、今年度においては更新等は何件かあったので

しょうかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ５番金子委員からあり

ました、防災士の育成の関係かなというふうに思い

ますが、平成３１年度決算の中では新たに３名の方

が取ったということでなってございます。 

 以上のとおりです。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） すみません、私の聞き方が

中途半端で申し訳なかったです。 

 そのときの更新の費用に関しても、一番最初に

取ったときの補助と同様の町の補助があったのか、

それとも住民会での負担になったのか教えてくださ

い。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） 申し訳ございません。

防災士の取得に関します補助でございます。当初は

全額町で見るということでやってございましたが、

今の自主防災組織の補助制度をつくったときに全自

主防には最低１人以上配置できましたので、それ以

降については、上限を５万円まで町として補助しま

すという形になっていますので、実質、札幌に取り

に行く場合につきましては、いわゆる１泊２日にな

りますので、宿泊交通費等々も入れると、おおむね

８万円前後はかかるのかなということを想定してお

りますので、５万円は町から補助しまして、申し訳

ございませんが、３万円につきましては各自主防の

ほうで御負担をいただいているという結果になって

ございます。 

 以上のとおりです。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） これからの課題になってく

るとは思いますが、恐らく同時期ぐらいにわっと広

がりを見せた防災士だと思うのですよね。それで

今、課長がおっしゃられたように、複数名の配置と

いうことで、１人の防災士の方が３６５日２４時間

では大変なので、戸数の多い場合だったりとか広い

エリアの場合だったりする場合には追っかけで人数

を増やしたという経過があったというふうに記憶し

ておりますが、やはり本来、町としてしっかり自助

公助の考えもあったとすれば、これらの例えば年齢

による更新とかというところについては、町でしっ

かりと手当するのが本来ではないかなというふうに

考えますが、その辺はいかがでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ５番金子委員からあり

ました、いわゆる防災士の変な話、交代といいます

か新たな方、あるいは定年制ではないですけれど

も、そういう部分をどう考えているかという部分で

ございます。 
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 委員からありましたように、当初から取られた方

で引き続きやっている方も多々いらっしゃいまし

て、年齢的にはかなり高齢化をしているのかなとい

うふうに思います。ただ一方では、最近では若い

方、中堅の方ということで、一番若い方では３７歳

の方もいらっしゃる、あるいは女性の方もいらっ

しゃるというような構成になっております。 

 一番上は、参考までに８５歳という形で第一線で

頑張っていただいておりますが、いろいろ活動は大

変ですので、いわゆる一定程度の年齢で区切ったら

どうかというようなことかなというふうに思います

が、ただ、意思といいますか、やる気を持ってやっ

ていただいているという部分もありますので、そこ

にはありませんが、そこら辺の更新については今後

の検討課題かなというふうに思ってございますの

で、高齢の方の更新の部分につきましては、今後防

災士と情報交換も行っておりますので、そういう中

で新たな方ができれば、そういう自分の地域で次に

譲れるかなというような部分がありまして、お金に

関しましては、基本、今の自己負担といいますか、

全部町が抱えるということの想定はしておりませ

ん。自主防災組織なので一定程度地域の中で、た

だ、そこには町もきっちり応援しますよというのを

継続していくというのが今の基本的な考え方でござ

います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） ８２ページ、８３ページ

の２款１項１１目バス運行費に関してですが、予約

型乗合タクシー運行事業に関し、さきに行われた議

会懇談会において、こちらの事業はとても有益な事

業であるというふうに確認した上で、ただ運用のシ

ステムや委託業者に対しては皆様様々な意見を持た

れているというのを確認いたしました。 

 そこでまずお伺いしたいのが、そのような利用者

の方々の意見に対して、意見交換や意見を吸い上げ

るような方策は取られていたのかどうかお伺いした

いと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １１番小林委員からあ

りました、予約型乗合タクシーの御質問かなという

ふうに思います。 

 今質問のありましたような、利用者の方の意見の

吸い上げはどうだったのだというところでございま

すが、平成３１年度につきましては、申し訳ござい

ませんが行っておりません。現状では２０１７年で

すので、平成２９年に最後のアンケートを取って、

これ以降は利用者の方の直接なアンケートは取って

いないというところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） では、アンケートは取っ

ていなくて、恐らくそれ以外に意見交換の場も持た

れていなかったということなのかと思うのですが、

そうすると、利用者の方のそういった、例えば希望

だったり意見というのは、今、町ではちゃんと把握

できているという認識でいてよろしいのでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １１番小林委員からあ

りました、いわゆる利用者の方の意向という部分で

町はどういうふうに把握しているのだというような

御質問かなというふうに思います。 

 昨年度におきましては、これに関しまして利用者

の意向を直接伺ったものというのはございません

が、ただ、ふだんの情報の中で、あるいは住民会長

の皆さんですとか、あるいは事業者の皆さんですと

か、ふだんの会話の中でするという部分もあります

し、あと、これ以降でいきますと、６次総計の個別

アンケートをしたときにも、この予約型の意見等々

もいただいておりますので、基本は、これまで寄せ

られた要望、意見というのがまだ町民の方にあると

いいますか意向なのかな、いわゆる回数の関係、時

間帯の関係、費用の関係というのが意見としてはあ

るのかなというふうに思ってございます。それが今

の時点で、過去のそういう町民の方の考え方が変

わっているというふうには押さえていませんので、

昔から要望されている部分についての希望はあるの

かなというふうに思ってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 話を伺っていると、本当

に様々な意見というか課題を抱えていらっしゃるの

だなというのがとても印象的でした。例えば委託業

者の方の対応であったり、ここはどこまで町が関与

できるかは非常に大きな問題だとは思うのですが、

であれば、平成３１年度においてはどのような改善

を加えて、またどのような成果が現れたのか等、も

しあればお伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １１番小林委員からあ

りました、予約型乗合タクシーの見直しという部分

でございますが、まず平成３１年度につきまして

は、いわゆる利用者が利用する側からの見直しとい

うのは行っておりません。大変申し訳ございません

が利用者が利用するという部分での見直しは行って

おりません。 
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 平成３１年度で事業の内容で見直したのは運行す

る側、いわゆるタクシー会社のほうの部分でござい

ます。 

 これは、予算のときにも御説明をしたのですけれ

ども、いわゆる運転手確保がなかなかきついという

中で町からの予約のタクシーも運行しなければなら

ない、運転手がいない。そういう中では、一定程度

コストをかけないと予約型自体を受けれないという

ような状況もありまして、それ以外に、いわゆるバ

ス運行もお願いしておりますので、バスの運行にも

支障が出るという形もありましたので、結果、当時

としましては、福祉バスの委託をやめて直営に戻し

て少し負担軽減を図った。 

 直接的な予約型のほうでいきますと、いわゆる単

価の見直しをしております。キロ当たり単価等々に

つきまして、昨今の最低賃金の引上げ等、あるいは

消費税が上がるということで、そういう部分の距離

換算の見直しを行って、いわゆる運営事業者に少し

経費をかけるだけの収入を確保しようということ

で、その部分の引き上げの見直しは行ってございま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 以前からこの点を質問しま

して、なかなか改善されない。確かに業者の方の人

の確保という点で大変な状況があるかというふうに

思います。 

 そうしますと、恐らく免許を取るための行政が支

援をしなければならないという問題であるかという

ふうに思いますが、単価の見直しもされております

ので、そういったことも町として努力されていると

いうのは非常に評価しております。 

 そこで伺いたいのですが、やはり住民の方の要望

として、今、担当課長がおっしゃったように、時間

帯の問題だとか便数の問題、ここが非常に要望が多

いです。そうしますと、そういう部分に対する緩和

策として行政が一定部分の雇用者を確保して支援す

るというのも一つの在り方なのかなというふうに考

えておりますが、そこら辺の検討等については、平

成３１年度は考えられたのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ７番米沢委員からあり

ました、いわゆる予約型乗合タクシーの見直しの部

分でございます。 

 これに関しましては、これまでもいろいろ御意見

をいただきながら進めているところでございます

が、結果として平成３１年度につきましては大きな

見直しは行っていないというところでございます。 

 こちらにつきましては、予算のときにも回答させ

ていただきましたが、今のやり方がベストだと、こ

れをずっとやっていけるというふうには町としても

思ってございません。高齢者はどんどん増えていき

ますし、町内の事業者もどうなるのか分からないと

いう中では、そう遠くない中では、今のやり方では

もうできないような状況が想定されますので、次の

違う展開というのも検討していかなければならない

なということで、その部分については、まだ具体的

にこうしますというのはありませんけれども、今と

はまた違うやり方、あるいは地域にコミュニティ

コースということで完全に地域にお任せしてしまっ

て、それに対して町が応援をするのか、あるいは変

な話、町が直営で昔のように戻すのかどうかという

のは、いわゆる人口の関係、人の関係、あと予算の

関係もございますので、どれがベターなのかをこれ

からも研究しながらやっていきたいというふうに

思ってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 次に、要望として多いの

は、免許の返納というのがあります。免許の返納を

された方は、なるべく自らタクシーを利用する方と

予約型タクシーを利用する方の二通りの話が聞かれ

ます。 

 他の自治体のことを言って大変申し訳ないのです

が、他の自治体では、免許証を返納された場合に対

して１年、あるいは限定的に、返納したということ

で、従来のタクシー券を配付するだとか、いろいろ

なそういったものを促すというような条件も整えな

がらやっている自治体があります。 

 上富良野町は、この点は従来も引き続きしません

ということなのですが、そういった返納された方に

対してはきちっとした対策を取りながら予約タク

シーにも乗ってもらえるような、つなげるような、

そういった手法というのが必要なのだというふうに

思いますが、その点、改善の余地はこの平成３１年

度は検討されなかったのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ７番米沢委員の御質問に

お答えいたします。 

 高齢になって、免許の例えば運転にだんだん自信

がなくなってきたり事故の心配等もあって、免許を

返納というような仕組みもしっかりと整ってまいっ

ておりますので、そうした人たちの足の確保という

ことも一つこれは重要な課題になってくるのだなと

いうふうに理解をしているところであります。 

 あわせまして、乗合タクシーにつきましては、
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今、総務課長が説明しましたように、利用者側の思

いと、あと実際に委託をして運営をしていただいて

いる事業者側のキャパといいますか、物理的な能力

もありますので、そういうところを合致して整えて

いかなければなりません。 

 そういうことも想定しながら、先ほど総務課長が

お答えしましたように、今のこの仕組みが永遠に続

けていけるのかというふうになると、それはいろい

ろと課題もあるでしょうし、足に不自由を来す人口

が増えてくることも想定できますので、ボランティ

アのような仕組みで移動を確保するようなことがで

きるのか、あるいはまた昔のように町が町内バスを

回すようなことができるのか、それはどういうよう

な形がいいのかというのは、いろいろなことが想定

されますので、そういうことはしっかりと検討して

いかなければならないなというふうに理解をしてい

るところであります。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 総務以外のところも、もし

かしたら入ってしまうかもしれないのですけれど

も、全般的に、課長がたくさんいらっしゃるのでお

伺いいたします。 

 いわゆる１９節に関わるところになるのですけれ

ども、町としてそれぞれ各課で持っていらっしゃる

補助金団体、外部団体等がありますが、それが性質

上、例えば出し切り補助、出し切り負担金というよ

うな性質の団体もございます。また一方において

は、その団体の中でしっかりと収支が取られて、監

査を置いて、それらの報告をなさっている団体もあ

る中でお聞きしたいのですが、町がこれらに対して

関与している補助団体のいわゆる監査制について、

町として平成３１年度はどのような取組を行ったの

かをお伺いいたします。（「町が監査に関わった…

…」と発言する者あり）町が出した補助金のいわゆ

る最終のチェック機能については、どういうふうに

総務として取り扱ったかということですね。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ５番金子委員からあり

ました、いわゆる町が補助をしているものに対して

の実績に伴う内容の確認はどうしているのだという

ような御質問かなというふうに思います。 

 まず、基本は補助金でございますので、特定の目

的に対して町は応援しますよというのが補助制度に

なっています。 

 それについては、計画を出して、交付決定をした

ら、最後は終わったら実績を出してくださいという

ことで出していただいて、補助金を交付しますとい

う流れの中でなっておりますので、まず、そこで出

されている実績につきましては、基本、正しいもの

が出されているというのを信用して受けて、補助金

を出しているところでございます。 

 ただ、補助先というのはいろいろな部分がありま

すし、あと民間の本当の事業所等もありますので、

法律に基づいて、いわゆる町が補助者として監査を

行わなければならないようなものにつきましては、

法律に基づいてそれぞれ定期的に監査が行われてい

て、特に保健福祉サイドはいろいろありますので、

そういうところにつきましては法律に基づいて行わ

れているのかなというふうに思います。 

 あと個別の、いわゆる地域の団体等の部分につき

ましては、基本、町としてそれぞれの、例えば住民

課の補助金に、それは監査が入りますよとかという

ような指示といいますか取組等はこれまで行ってき

ておりませんので、町が直接そういう事業ではない

地域の者に対して実績報告以上の調査を行っている

状況にはございません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 今、総務課長からおっ

しゃった御答弁は非常に分かりやすくて、物によっ

ては当然定期監査の対象になる団体もありますし、

今、住民会等は年度当初に実績報告書を出した上で

またそれぞれの補助金等の申請などということも承

知しているところでありますが、いわゆる今年度ぐ

らいからだと思うのですが、監査基準というのを設

けることができまして、その方向性というのは、大

きい中でいうとそれぞれの内部統制を図ることがや

はり一番の目的であり、全てを監査の人が目を光ら

せてやるということでは難しい世の中になってきて

いるということなので、平成３１年度の中で何が

あったかということではなくて、そういったガバナ

ンスを図る意味での内部統制がきちんと取れるよう

な方策を補助団体等について指導があったのかとい

うことを今お伺いさせていただきます。 

 内部監査で、しっかり補助金に対しての要項でき

ちっとやるという指導はされてきたかということな

のです。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ５番金子委員からあり

ました、いわゆる監査基準の部分の話でございます

が、そちらにつきましては、総務課といいますか、

実は監査のほうが、町としての監査がやるというこ

とで、今まだ正式なものまではいっていませんけれ

ども、町の中でうちと監査事務局と監査委員のほう

で意見交換をしながら時代に合ったそういうものに

しようということで、今準備を進めている……。
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（「平成３１年度はしていないということ……」と

発言する者あり）ということで、今準備を進めてい

る段階であるということで御理解いただきたいと思

います。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、この款まだありま

すね。 

 では、暫時休憩といたします。再開は１０時５０

分といたします。 

────────────────── 

午前１０時３４分 休憩 

午前１０時５０分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ７９ページの委託料で、複

合拠点施設の基本計画策定費がこの当時９５０万円

で計上されておりました。しかし、結局出てきたの

が予算委員会が終わった後という形になっておりま

す。この内容を見ましたら、非常に立派なもので、

詳細に書かれているアンケートも含めて載っており

ます。 

 そこでお伺いしたいのですが、こういうものの契

約というのは、いわゆる３月いっぱいまで提出すれ

ばいいというような条件の中で委託業者と契約され

たのかどうなのか、その点お伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） ７番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 複合拠点施設整備に係る基本計画につきまして

は、平成３１年度において契約上２月いっぱいを納

入期限として契約を結びました。その計画の成果品

をもって、こちらで内容を精査して、計画として認

めて発表するというような、それが３月中旬のスケ

ジュールになっていたのですけれども、そういった

経過でやっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうしますと、委託業者か

らは２月末に既に成果品として出てきて、扱いとし

て、町が議会に提出するのが遅くなったと、単純に

そういうことなのですか。 

 予算委員会に間に合わなかったのですが、そこは

どうなのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） ７番米沢委

員の質問にお答えいたします。 

 業者から出てくるものは計画そのものというより

は、その計画を立てるためにいろいろ調査したもの

の報告書という形でいただくことになっておりまし

て、そちらの納品期限が２月末ということでござい

ます。そちらをそのまま計画として採用するかどう

かということではもちろんありませんで、その内容

を精査して、しっかりとしたものを上富良野町が策

定する基本計画として調整したものが３月中旬の完

成になったということでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 本来でしたら、予算委員会

に間に合うように当然出てこなければなりません

し、関連する予算が計上されているわけですよ。そ

うしますと、しっかりとした議論ができないわけで

すよね。 

 そうしますと、こういったものは町がやはりき

ちっとした対応することなく、こういった文書を議

会に間に合わす、失礼な言い方なのですが、力量が

なかったというふうに私は見ているのですが、本来

やはり予算と併せて同時に議会にこういった資料を

開催時に提出すべきだというふうに思いますが、ど

うしてそこまできちっと突き詰めた議論、あるいは

報告書を作成されなかったのか、もう一度確認いた

します。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ７番米沢委員の御質問に

お答えします。 

 計画書をつくるのに、今、担当の主幹のほうから

お答えさせていただきましたように、２月末めどに

一定程度のものを上げていただきたいというような

委託契約の内容で事業が進められてきたというふう

に思います。 

 これらの計画に限らず全てのものがそうでありま

すけれども、例えば、物によっては３月末に上げて

いただきたいとか１２月末に上げていただきたいと

か、意向の状況に応じて、それらスケジュール立て

て行っておりますけれども、契約のスタート時点か

らも調査するための一定程度の期間が必要になりま

すので、そういうものを含めてしたものでありまし

て、当然所管の委員会、それから予算委員会等に間

に合うような形でまとめることが可能であれば、そ

ういうことがベターだったのかなということで反省

もいたしますけれども、基本的にはそれらの経過状

況の概要については、資料としてまとめたものを審

議の参考にさせていただいたのかなというふうに理

解をしております。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 
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○７番（米沢義英君） 概要版は出ましたよ。だけ

れども、基本はやはりこういったきちっとした計画

書を出していただいて、それに基づいて議論すべき

で、やはりそういったための期限があって、それに

基づいて各事業所や、あるいは行政においてもしっ

かりとした拠点整備基本計画が提出されなければな

らない。だけれども概要だけは出てきたということ

で、それで十分だという形で出てきたのだというふ

うに思いますが、それは違うと思うのですけれど

も、どうなのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） 米沢委員の御質問であり

ますけれども、我々も議会の皆さんに説明しなけれ

ばならない内容のもので、十分な議論に耐え得るよ

うなものを準備するために努力していくことは必要

なのかなということでありますので、今回のことも

一つの反省材料としながら、必要なものは必要なと

きに間に合わせられるようなスケジュール立ても検

討していく課題かなというふうに思いますけれど

も、間に合わないものはどうしても概要で資料を提

出することになると思いますので、そこはぜひ御理

解をいただければというふうに思います。  

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） これは、いわゆる失敗とい

うか、そういった類いの内容ですよね。いわゆる議

会に提出されないと、あくまでも上っ面の概要だけ

提出すれば、それで議会も納得するだろうというよ

うな判断に立ったということですね。私はそういう

ふうにしか思えないのです。 

 やはり議会に提出する以上は、お金もきちっと計

上して、策定してほしいということで議会のほうも

認めているわけですから。それに応えられないとい

うのは、町自体の体質に僕は問題があるというふう

に思います。そういった意味では議会軽視だという

ふうに思うのですが、町長どうですか、この点。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢委員の御質問にお答え

させていただきます。 

 私どもといたしましては、都度必要な情報、ある

いは必要な協議というのは重ねてきたというふうに

認識しております。最終的に本としてまとめた形の

ものの提出については予算委員会の時期には出来上

がっておりませんが、一つの本という形ではなく、

冊子としてまとめたものは提出させていただいてお

りませんが、中身については都度私どもは情報提供

も、あるいは審議もしていただいたというふうな理

解の下で進んできているところでございます。 

 また、今回のものについては、あくまでも基本計

画ということでございまして、それらをベースに新

年度に入りましてから、さらにしっかりとした実施

計画に結ぶ議論が新年度の中で十分行えるという想

定の下でそういう進め方の計画をもって取り組んで

きておりますので、私どもが何か他意を持ってそう

いった時期に委員からお尋ねのような解釈に結んで

いくような意図を持ったものではございませんで、

私どもとしては必要な情報、必要な議論は審議では

都度されてきたものという理解の下に立って進めて

きたところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 何回聞いても同じ答えしか

返ってこないのだろうというふうに思いますが、私

としたら、基本計画もこれに基づいた実施計画も、

一連の流れの中でつながっているものだというふう

に思っております。 

 この間の議会の中でも、恐らくこれだけ遅れて出

てくるということはなかったのかなというふうに

思っています。そういう意味では、私はこういった

作成ができないということであれば、議会軽視とい

うことを言いましたけれども、非常に議会をないが

しろにしていると言わざるを得ません。と同時に、

やはり役場の中でこういったものをしっかりつくれ

るようなことに基づいて体得できる職員の方がいな

いのかなというふうに思うのですが、そういうもの

も含めて、町長の答弁のように概算の説明があった

から大丈夫だということなのですが、決してこれは

そういう問題ではないのですよ。大丈夫ではないの

ですよ。一体のものなのですよ。しっかりとして、

やっぱりもう少し改善する余地があると思います。

お願いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 私も同じことの繰り返しに

なって恐縮ですが、今回議論されております事案に

つきましては、平成３１年度内に達成する目標につ

いては達成したと。さらに、その先の部分について

は新年度に委ねていくというような性格を持ったも

のでございまして、担当している部署、担当してい

る職員についても、そういう前提の下に、繰り返し

ますが、情報提供、あるいは議会との審議というも

のは十分なされてきているというふうに思っており

ますし、報告書を御覧になっていただければ、一目

御理解いただけると思いますが、何らそれにプラス

アルファとか、あるいは新たに出してきたもの、あ

るいはお出ししていたものが割愛されたりというよ

うなことは一切されていないというふうに理解して

おりまして、しっかりと役割として職員は果たして

いただいたというふうに理解をしているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 
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○委員長（岡本康裕君） ほか、ございませんか。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） ８３ページ、１０目の職員

福利厚生費、ストレスチェックに関してお伺いいた

します。 

 平成２６年の法改正により、その後に厚労省の指

導の下、５７設問程度のストレスチェックを５０人

以上の事業者に対して年に１回を義務づけていると

いうことで、そのチェック開始後、約６年、７年た

つわけですけれども、この間いろいろな民間企業

等々でも、５７問の設問では十分なヒアリングがで

きなということで、現在８０問まで設問数を増やし

たストレスチェック等々も主流になってきておりま

す。 

 まずそこで、平成３１年度の状況等々をお聞きし

ますが、ストレスチェックはあくまでもセルフ

チェックということで、診断結果を自己でその後ど

う反映するかということで、十分その流れというの

は承知していますけれども、平成３１年度に過度な

ストレスを感じた対象者等々は、しっかりとその後

必要な措置がなされているのか確認させていただき

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ８番荒生委員からあり

ました、平成３１年度におけますストレスチェック

の状況という御質問かなというふうに思いますが、

まずストレスチェックにつきましては、平成２８年

度から当町は取り組んできておりまして、４回目の

取組というのが平成３１年の結果になってございま

す。 

 こちらにつきましては、町の職員、あと臨時、非

常勤の方も含めまして全体で３００名の方を対象に

行いまして、そのうち２９０名のほとんどの方から

回答があったというところでございます。 

 なお、当町のストレスチェックにつきましては、

いわゆる簡易調査方式ということで、厚労省が出し

ております５３項目の調査という形になっておりま

す。 

 また、契約等につきましては、町単独ということ

ではなくて、開始当初から町村会が一括契約で行う

というものに当町も参加をして、極力、変な話です

が、経費を抑えるような形でストレスチェックをし

ているというところでございます。 

 結果でございますが、基本、ストレスチェックに

つきましては、委員から御発言のように、いわゆる

事業所としてその結果に基づいて対象者に何かをす

るというものではなくて、あくまでも御本人しか結

果が分からない、いわゆるセルフチェックに結びつ

けるものということになっておりますので、内容の

詳細につきましては、公表はちょっとあれですが、

ただ概数としましては、その中で高ストレス判定と

いうことで判定を受けた方は３２名いらっしゃると

いうことで、おおむね１１％ぐらいの方がそういう

ような判定になっているというところでございま

す。 

 それに対します対応というところでございます

が、町としましては、そういう方につきましては個

別通知ということで、それぞれ相談窓口の御案内を

しているところでございます。町の相談窓口の対応

としましては、まず産業医として町立病院の白田院

長に委託としてお願いをしている部分、それと単純

な相談窓口ということで当町の衛生管理者に指定を

しております保健師の健康推進班の主幹の方とか、

あと、うちの職員担当の部分、それと町村会の一括

契約でございますので、町村会が委託をしている、

前医大にいた杉岡先生という方が、今は道内にいな

いのですけれども、上川管内のそういう職員の御相

談にもメール等では乗れますよということで、そち

らのほうを御案内して、もし気になることがあれば

ぜひ相談をしてくださいというような御案内をして

いるというところでございます。 

 それに基づいて、相談があったかないか等につき

ましては、申し訳ございませんがこの場での回答は

控えさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 丁寧な説明をいただきまし

たけれども、その５３問の設問というのは、毎年

様々な形で内容は変化しているとは思うのですけれ

ども、実際４年間同じようなストレスチェックの回

答をしている職員の方で、飽きがくるといったら変

ですけれども、例えば回答率が下がるような要因が

あるような設問の不十分さとかというのは、実際に

平成３１年度までを経てなかったかどうか確認させ

ていただきます。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） 内容の回答の飽きとい

う部分でございますが、まずどういう傾向にあるか

という部分につきましては、ちょっとこれはお答え

は差し控えさせていただきたいのですが、ただ結果

としまして、毎年回答率は上がってきているという

のは間違いございません。当初は９５％弱の回答率

だったのですけれども、それが年々上がってきまし

て、平成３１年度では、先ほどの数字ですが９６.

６７％、今年の部分でいきますと、ちょっとあれで

すけれども９７.７％ということで、回答率自体は

上がってきているということですので、飽きがきて

いるとか、またとかという部分でしないというよう
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な状況にはないというふうに思ってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 回答率が上がっているとい

うことで、そのようなことがないことを祈っており

ます。 

 最後に、町村会で負担をされているということ

で、その間多分団体割引とかという適用で幾分安く

チェックが出されていると思いますけれども、加盟

町村会の中で、設問数を増やした新しいアンケート

等々、ストレスチェック等々に取り組もうというよ

うな声が平成３１年度はなかったのか確認させてい

ただきます。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） 荒生委員からの、いわ

ゆる町村会の一括契約の中の契約の内容というとこ

ろでございますが、こちらにつきましては、毎年定

期的に管内の総務課長関係課長会議、副町村長会

議、あと町村会の総会という中で、次年の契約等々

についてどうするかという議論がありまして、その

中ではスタートが総務担当課長会議になりますの

で、これまでの中では今の５７項目を新しいものに

というのは現状ではありませんが、今後の中ではい

ろいろな部分がありますので、いろいろな検討がさ

れていくのかなというふうに思ってございますが、

平成３１年度では増やすべきという意見については

ないというふうに押さえております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ７１ページの企画政策一般

管理費で１９節のＪＲの交付金、負担金の問題につ

いてお伺いいたします。 

 恐らく協議を何回かされたのかなというふうに思

いますが、それに向けて進展した状況というか、そ

ういった状況があるのかどうなのか確認しておきた

いと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（濱村篤司君） ７番米沢委員か

ら御質問のありましたＪＲ北海道への負担金の関係

について回答をさせていただきます。 

 ＪＲ富良野線連絡会への負担金につきましては、

これまでのＪＲの利用促進等に関わってのものと

なっております。 

 また、米沢委員のほうで多分聞かれたいのは、７

３ページにあります北海道鉄道利用促進推進環境整

備の１３０万円の特別負担のほうなのかなと思いま

すので、そちらについても併せて回答させていただ

きます。 

 富良野線の連絡会議等において、こちらアクショ

ンプランというものを富良野線の沿線の市町村等で

構成をしておりまして、作業部会、また会議等を行

いまして利用促進等に関する取組を行っておりま

す。平成３１年度におきましては、絵画コンクール

の実施であります。あと、ご当地キャライベントと

しまして、各駅でご当地キャラクターがお出迎えと

いうことで、ＪＲ富良野線の開設１２０年の記念に

合わせた紫水号の発着に合わせてイベントのほうを

開催してきたといった取組がなされているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで１款の

議会費及び２款総務費までの質疑を終了いたしま

す。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 次に、３款民生費の９２

ページから１０９ページまでの質疑を行います。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） ９７ページ、３款１項３目

保健福祉総合センター管理運営費委託で、地中熱設

備導入調査を補正して９７７万９,０００円で行っ

ておりますけれども、その調査結果といいますか実

績をお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １番元井委員からあり

ました、かみんの地中熱導入調査結果という部分の

御質問につきまして、総務課のほうからお答えをし

ます。 

 かみんにつきましては、基本、保健福祉課のほう

で施設管理をしておりますが、この調査事業につき

ましては総務課の財政管理班のほうで所管をしてお

りましたので、私のほうから説明をさせていただき

たいと思いますが、今回のこの調査につきまして

は、かみんのボイラーの更新の一つの手法というこ

とで、いわゆる化石エネルギーを使わないものを

やった場合にどのぐらいコストがかかるのだという

ものを検討するために行ったところでございます。 

 内容につきましては、国の補助金１００％でやれ

るということで、年度途中で補正をさせていただき

ました。その経過につきましては、そのときに御説

明をさせていただいたのかなと思います。 

 内容でございますが、基本は地中熱用の１か所の

試験ボーリングと、あと井水、いわゆる地下水のく
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み上げのボーリングをするという二つのボーリング

をしてどのぐらい地下に地熱と、あと井水の用水量

が取れるのだという調査になりました。 

 結果としましては、地中熱につきましては、利用

水につきましては、１分に１トン以上の水がまず出

てくるぞというのが分かったというところでござい

ます。あと、地中熱につきましても１００メーター

掘れば一定数の熱量が取れますねという結果になっ

ているところでございます。 

 簡単ですが、調査結果について……。（発言する

者あり）その結果につきまして、そういう地中熱と

井水を活用したものが整備できるような調査結果に

なったというところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） それで、今のはどういうふ

うに、実際に試堀したボーリングというか、パイプ

は抜いてしまって回収してしまうという方法でやっ

たのか、それとも、今言われたように水が上がって

くることと、もう少し掘れば、例えば地中熱の熱交

換ができるような状況になったのかというのは、ど

うなのでしょう。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ３番髙松委員からあり

ました、調査後の結果というところでございます

が、このうち２か所掘りまして、いわゆる地中熱用

のほうにつきましては埋め戻しをしておりますが、

いわゆる井水のほうにつきましては、そのままの状

態で今置いてあるという状況でございます。 

 あと、この後の展開というところでございます

が、先ほど元井委員のときに説明させていただきま

したが、かみんのボイラーをそういう地中熱を使っ

たものに更新をしようとしたときに、使えるだけの

エネルギー量はあるということがわかりましたの

で、もしかみんの石油ボイラーを地中熱、あるいは

ヒートポンプ等を使ったもので更新しようとする

と、それに応じました、いわゆる地中熱用のボーリ

ングと、あと井水につきましても、今回は上げるほ

うの水と、あと井水につきましては戻しますので、

流さないで、上げて戻すということをしますので、

戻すほうのボーリング等も必要になりますが、そう

いうことが可能性としてはできるということになっ

ております。 

 ただ、それでやった場合の費用額というのがすご

い費用額がかかりますので、やろうとすると、一定

程度かなり有利な補助金等がなければ経費的なメ

リットがちょっとないかなと。 

 ただ、幾ら実際に今回の調査結果に基づいて、か

みんの今のボイラーの分の一部になるのですけれど

も、更新をする際にどのぐらいの費用がかかります

というのが今度はっきりしましたので、それも検討

しながら今後どういうふうにするかというのを検討

してまいりたいと思います。 

 ただ、やる可能性としてはやれるというような可

能性の結果になっているということです。ただ、や

るというふうに決めたわけではございませんので、

よろしくお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 今、地中熱を利用してとい

うことで、国の補助を受けてやった１００メー

ター。今後いわゆる１００メーターを掘ることに

よって一定程度の温度が確保できるということに

なったということでしょうけれども、問題は、地中

熱を利用するときにどれぐらいの熱量があったら、

いわゆる採用できるというのか、その目安が我々は

分からないので、その基準というか、そういうもの

があるのであれば教えていただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ４番中瀬委員からあり

ました部分の、いわゆる基準の数値というところで

ございますが、実際設計をしてございませんので、

こうこうこうですということではないのですが、一

応更新する際の概要といいますか、こういうぐらい

の熱量を確保するためにはこの程度の本数が必要で

すよという分についての資料として事業者のほうか

らいただいているところでございますが、それでい

きますと、かみんのボイラーの一部を取替えようと

するときに必要な熱量というのが１,１５２キロ

ワット分確保する必要がありますよということであ

りまして、それを確保するためには、いわゆる地中

熱用のボーリングするところがおおむね９９本、そ

れと井水の井戸水のほうにつきましてはくみ上げる

ほうが今回掘りましたので１本と、それを戻すため

に２本程度必要ですよというような結果になってい

るということでございますので、熱量につきまして

は施設の今あるボイラーの熱量に見合うだけの熱量

を取るためにはどのぐらいに、変な話ですけれど

も、地中熱のこれを刺さなければならないのか。熱

量が少なければ刺す本数がすごい増えていきます

し、取れれば本数は少なくなりますので、コストは

ぎゅっと圧縮しますけれども、あまり取れない場合

はいっぱいピンを打ちますので、総額の費用もかな

り上がるというような形になってございます。 

 以上です。 
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○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 私が聞きたかったのは、結

局今回いわゆる試験的にボーリングをしたわけです

よね。そうしたら、そのときのデータがきちんと出

てきているわけでしょう。ということは、今、課長

が答弁してくれたように、かみんのボイラーを取り

替えるときには、何本掘ればその熱量の交換ができ

るだけのあれができるということを言いましたよ

ね。だったら、今回いわゆる１００メーターを掘っ

た時点で水温が何度程度のものがあったというデー

タは出ているわけでしょう。それを私は聞きたかっ

たのですよ。そうすれば、結局何本掘ればという、

そういう計算が単純にできるわけですよ。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） 申し訳ございません。

４番中瀬委員からありました部分でございますが、

調査結果の詳細な結果を今手元に持ってきておりま

せんので、調査結果の内容をちょっとお答えするこ

とができないというところでございます。 

 もし調査結果の内容につきまして御覧になりたけ

れば、厚いファイルがございますので、それを一緒

に見ながら、こういう推移ですということでお答え

できるかなというふうに思ってございます。 

○委員長（岡本康裕君） 中瀬委員、個別で参照さ

せていただくということで。みんなに配るような資

料ではないということで。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 私が今言ったとおり、今回

１００メーターを掘りました。１００メーターを

掘った時点での地下水のいわゆる熱量、温度、それ

が幾らだったかということだけでいいのですよ。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ４番中瀬委員の井水の

ほうの温度ということでよろしいですか。１００

メーター掘ったのは、いわゆる地中熱のほうのやつ

を１００メーター掘っているので、６０メーター

掘っているのが井水のほうですけれども。掘った井

戸水の温度を知りたいということでよろしいです

か。（「１００メートルのほうは……」と発言する

者あり）１００メートルのボアホールは地中熱なの

で、水ではないのです。地下の熱を取っているもの

なので。（「地中熱のほう……」と発言する者あ

り）地中熱のほうについては１００メーター掘りま

して、メーター当たり４０ワットの採熱量が出ると

いうことで調査結果は出てきております。 

○委員長（岡本康裕君） どれぐらいの熱量を取れ

るかということを調査したと。井水は６０メートル

掘った。 

○総務課長（宮下正美君） 井水は、水がどのぐら

い地下水があるかで、１分間に１トン以上の水を吹

き出す能力がありますよという結果だということ

で、井水の温度が何度だということではないのです

よね。よろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午前１１時２６分 休憩 

午前１１時３２分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

 中瀬委員、大丈夫でしょうか。 

 ほか、ございませんか。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 成果報告書３１ページの上

部なのですが、マタニティ教室の開催やにこにこ赤

ちゃんに関連して、まず当町の平成３１年度の出生

数を確認させていただきます。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ８番荒生委員の平

成３１年度の出生数につきましてお答えさせていた

だきます。 

 出生数は７３名となったところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 妊娠が発覚しましたら、母

胎は必ず母子健康手帳の交付を所定の手続をもって

行いますけれども、聞いた話ですみませんが、今回

妊娠をした方がいました。母子手帳交付事務に際し

て、ウエブ上でまず保健福祉課を検索いたしました

ら、それぞれの班の事業カテゴリーの中に母子手帳

という文字は見当たらなかった。また、ホームペー

ジですと、お問い合わせの欄においても、それぞれ

の班は電話番号として書いていますけれども、一体

どこにかけたらいいのか分からなかったということ

を聞きました。 

 やはり妊娠期からしっかりと成長までをサポート

する上富良野町において、あまりにもちょっと不親

切な事項だと思うのですが、その辺はどう分析して

いますか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ８番荒生委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 委員御発言のとおり、上富良野町においては子育

て支援については全職員において支援体制について

は整えているところでございますが、今御発言の上

富良野町のホームページにおける母子手帳並びに子

育て支援並びに各施設の利用につきましては、各班

ごとの中に事務所掌が行われており、ホームページ

から生活情報というところに、まず子育て支援に関

わることが一括して情報提供されるべきであったと
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私も認識したところでございます。 

 今後においては、他の町でも取り組んでいるよう

にトップページから暮らし、生活、情報に関わると

ころに子育て支援に関わるものをきちっと表示し

て、皆様にウェブ上で情報ができるように早急に改

善したいと考えておりますのでよろしくお願いいた

します。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 早急に改善いただけるとい

うことで、もちろんそれを期待しますけれども、他

の自治体を見ますと、やはり母子手帳交付事務に必

要な持ち物、平成２８年以降はマイナンバーカー

ド、もしくはそれに代わるマイナンバー入りの住民

票であるとか、あと写真つきの身分証明書、あとは

必ずしも妊婦が申請に携わるということではありま

せんので、代理人が行う場合に何が必要かという

等々もしっかりと案内として追記していただきたい

という思いを込めて、もう一度確認します。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ８番荒生委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 もちろん情報提供につきましては、あまり長文

なっては御覧になっていただけないこともあります

ので簡潔な表示をしたいと考えておりますが、やは

り必要不可欠な申請手続については、持ち物等につ

いては表示したいと考えておりますので、町としま

しては健康カレンダー並びに子育てのパンフレット

については既にもう整備されておりますので、そち

らで十分窓口についてはこれからも対応していきま

すが、ただホームページに関わる情報提供について

は事務改善をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） ぜひ確認いただきたいので

すけれども、上富良野母子手帳という検索でトップ

に出てくる記事というのは、２０１２年の６月か何

かの広報紙のただ画像だけが出ている、何ともお粗

末な結果で、当時の情報としてたまたま引っかかる

ワードがそれしかなかったのでしょうけれども、毎

週火曜日に行っているよというのは、そこでは読み

取れるのですが、何せ８年前の資料なので、今後は

そういったことのないようにしっかりと情報提供に

努めていただければと思います。 

 答弁は要りません。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 分からないので教えてほし

いのですけれども、９５ページの社会福祉協議会の

成年後見人制度利用促進事業補助ということで、平

成３１年度は２２万９,０００円の拠出がございま

す。これに伴うところで、もし社会福祉協議会の事

業であれば詳しいところは別なのですけれども、う

ちの町で現在、成年後見人制度を利用されている方

の人数というのは、町として把握されていますで

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ５番金子委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 成年後見制度につきましては、平成３１年度から

準備委員会を設置して、町と社会福祉協議会におき

まして社会福祉協議会に事業補助をしまして準備を

整えたところでございます。 

 実際に成年後見制度につきましては、名称を変え

まして権利擁護センターということで、今年の６月

から開設に至ったところでございますが、今、委員

御質問の成年後見制度につながった件数について

は、まだ実績はありません。 

 ただ、相談につきましては平成３１年度、高齢者

において１名、障がい者において１名が相談を受け

ておりまして、そのうちの１名について今後、成年

後見制度につなぐような準備で、今年度、今準備を

整えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ありがとうございます。 

 というのは、私もたまたま成年後見制を活用しな

ければならないような状況になって、ちょっと調べ

たら非常に成年後見人になること自体というのも

ハードルが高いというか、いろいろな書類と時間が

かかって、なかなか一般の人というか高齢者を家族

で持っていらっしゃる方というのは権利擁護につい

てなかなか理解が難しい事業なのだなというふうに

私も確認したところでございますが、今後におい

て、やはり高齢社会の中においては非常に大事なこ

ともあると思いますし、一方で、いわゆる民間のそ

ういった権利擁護をお手伝いする、サポートする組

織というのもあります。いろいろな自治体でそう

いった勉強会等も開いておりますが、これは、平成

３１年度の上富良野町について、そういった研修会

であったりとか、フォーラムだったりとかというの

は開いたことはなかったのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（林下里志君） ただいまの金子

委員の御質問について説明させていただきます。 

 昨年度、成年後見制度の促進利用につきまして、

実際には研修会に２回ほど職員が行ってございま
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す。また、町内のかみんのホールででも研修会を２

回ほど実施しておりまして、１回目は参加者が１０

３名、２回目の研修会には７９名の町民が参加して

いるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ありがとうございます。 

 そのような大々的な活動もされているということ

で、これは非常に今後重要になってくるところだと

思うのですけれども、平成３１年度については準備

ということでこういった予算であったのですが、こ

れは２２万９,０００円の事業補助というのを生か

した中で、今年度は権利擁護という形で名前が変

わって権利擁護センターということで進めていくの

ですが、それがしっかりと礎となって、この事業が

継続されて発展していくということで理解してよろ

しいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ５番金子委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 平成３１年度につきましては、委員御発言のとお

り準備ということで今成果報告のほうへ記載させて

いただいておりますが、今年度についてはいよいよ

６月に権利擁護センターを設置し、相談窓口も看板

も表示していただき、町と社会福祉協議会に委託を

しましたことから、委託をしたから社協に任せるの

ではなく、町と社協が両輪となってこの制度の推進

については努めていくところで進めているところで

ございます。 

 また、今年度につきましては、既に予算を認めて

いただいている中で、準備から今年度は初年度とい

うことで、社会福祉協議会の人件費の１人に対する

３割分について補助しながら、業務としてチームを

組んで対応させていただいています。 

 しかし、新型コロナ禍によりまして、令和２年度

になってからは各研修会の開催準備がなかなかでき

ない状況でございました。住民向けについてはまだ

これからなのですが、まず今年１１月にうちの職員

を対象に、成年後見制度、権利擁護も併せて一応職

員研修ということで総務課と協議しまして準備を整

えているところでございます。 

 町、職員、あと住民の皆さんが一致協力した事業

の推進に努めているところでございますことを御理

解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ９５ページのプレミアム付

商品券事業という形で、恐らく１３節の委託料、灯

油等の値上がり等に関わった事業だったのかなとい

うふうに思います。 

 非常にこういった事業というのは喜ばれておりま

す。成果報告書の中にも対象人数等も書かれており

ます。単刀直入にお伺いいたしますが、今後この対

象は、ここにも書いてありますように、低所得者向

け等ひとり親子育て世帯向けという形になっており

ます。当面、低所得者向けに恒常的にこういった支

援というのがあったらいいのにねという声が聞かれ

ますが、今後の在り方等について、平成３１年度の

実績も踏まえて、考え等についてお伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 成果報告２５ページのプレミアム付商品券並びに

今回決算特別委員会説明資料でも報告させていただ

いておりますが、まずプレミアム付商品事業につき

まして、平成３１年度は国策における商品券事業と

いうことで町も実施したところでございます。 

 委員御発言のとおり、非課税世帯に対する者、子

育て世帯に対する者の対して、申請並びに手続等を

商工会等御支援をいただきながら事業を実施したと

ころでございます。 

 今回、町が平成３０年度に実施しておりました冬

の生活支援事業については、昨年度は実施には至っ

たところではございません。平成３１年度につきま

してはプレミアム付商品券を秋から冬にかけて準備

をした国策がありましたので、町としては事業実施

に至ったところではございませんでした。 

 町としましては、臨時福祉生活支援事業につきま

しては、これまでの予算並びに決算の中でも報告し

ておりますが、生活弱者に対して灯油の値段の著し

い高騰、あと電気、ガス等生活に関わるもので、そ

のようなインフラの整備が高騰した場合については

町としては検討を重ねてきた経過がございますの

で、現時点においては安定しているということでの

判断で、進捗状況は随時確認した上で施策について

は議論していきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 国民年金の場合が特になの

ですが、石油の高騰に関わることなく生活が大変だ

という実態がうかがわれております。 

 そういった場合に、やはり一定程度、町長が日頃

からおっしゃっているように、低所得者や、いわゆ

る弱者と言われる人たちに対する支援策は当然あっ

ていいのかなというふうに思っております。確かに
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この時点では灯油の高騰という一定の条件があって

そういう状況になりましたが、しかし一方で生活の

実態を見ますといろいろと食費を切り詰めながら灯

油も切り詰めながら早く寝るという方が結構いらっ

しゃいます。そういうことを考えたときに、私は行

政としてこういったところをきっちりと支えておく

のも一つ行政の在り方かなというふうに思っており

ますので、この点確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ７番米沢委員の御質問に

お答えいたします。 

 経済的に困窮されている町民の皆さんがいらっ

しゃるというようなことで、そういう部分への町の

支援の施策については、様々な手法が考えられるの

だろうというふうに思いますので、今、米沢委員の

御発言にあったようなことは、それは地域福祉の根

幹に関わる部分の一つでもございますので、どうい

う形が町として支援できることなのか、あとは自力

で頑張っていただく部分と、どうしても公的な支援

が必要な部分というものはどういうところなのかと

いうことは、それは終わりのない絶えず持ち合わせ

る課題かなというふうに認識しているところであり

ます。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） お伺いいたします。 

 子育て支援の、例えば全般というかお伺いしたい

のですが、地域の子育て支援拠点事業という形で、

いわゆる育児サークル等に来られなかった子どもた

ち、親に対する支援制度があるかというふうに思い

ますが、大体見込みで、ちょっと古いのですが３８

７人ぐらいが見込めるかなというような資料もあり

ます。 

 平成３１年度の場合は、子育てサークル等に来ら

れなかった、そういった利用困難の子どもたち、家

庭というのは実際何件ぐらいあったのか確認したい

と思います。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 今、私の手元にちょっとないので、主幹に持参し

ているか確認しますけれども、上富良野町で出生し

ていただいて子育てをしていく方については、町と

しましては、家庭にいるのか育児サークルに加盟し

ているのか、または認定こども園を御利用いただい

ているのか、どこで皆さん情報網を持っていらっ

しゃるのかを毎年、実は調査をしております。 

 その中での、米沢委員の御発言の人数については

その数値の一部かとは思われますけれども、町とし

ましては、家庭で居宅で子育てをしながら育児サー

クルに加盟はしていないけれども、子どもセンター

の子育て拠点事業に来ている、またはかみんの子育

て支援のほうに相談並びにあそこのプレイルームで

時間を過ごしている、そういう方たちの実態把握も

しておりますので、どこにも関わらない、どこにも

関われずに困っているという方は、平成３１年度の

数字が分かりましたので、答弁を追加させていただ

きます。 

 まず平成３１年度の就学前児童の居場所というの

を調査しておりまして、全体数で認定こども園が３

３３人、子育て拠点事業に関わっている方が６８

名、あと児童発達支援に関わっている方が１名、育

児サークルに関わっている方は７名、あと開放事業

一時預かりを利用している方が４名、様々な町の子

育ての支援施設を利用しながら主に家庭で過ごして

いる方が３６名ということで、４４９件の子どもに

対して実態を把握しております。 

 それで、先ほどの答弁に戻りますけれども、主に

家庭と申しましても、家庭の中でどこにもつながっ

ていないという方はいなくて、育児サークルには入

れていないけれども様々なサービスの中で利用して

いただいているという実態を把握させていただいて

おります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） わかりました。 

 非常に子育て支援というのは多岐にわたっている

かというふうに思います。 

 それで、次にお伺いしたいのですが、例えば１０

１ページに障がいの発達支援事業に関わる問題なの

ですが、障がい児相談支援事業という中身が掲載さ

れております。実際ここでの事業内容というのはど

ういう内容になっているのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の１

０１ページの障がい児相談支援事業についての御説

明を行います。 

 障がい児相談支援事業につきましては、子育て支

援班内障がい児相談支援事業センターということで

職員２名を配置し、ゼロ歳から１８歳までの１１８

件を担当しております。主に就学前と就学後の障が

いを持ったお子様が各サービスを利用するに当たり

まして職員が相談、申請、サービスの手続、計画、

各事業所との調整、あと保護者との相談連携を行っ

ております。モニタリングにつきましても適切に実

施し、振興局の監査等もきちっと受けているところ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 



― 31 ―

○７番（米沢義英君） 子どもたちが、また家族が

社会の中で関わり、また成長していく上で非常に重

要な事業だというふうに思っております。 

 そこでお伺いしたいのですが、今、子育ての発達

支援事業や障がい児への支援事業等々があそこの施

設で一体的に集まって運用されております。利用者

の方に聞きましたら、あそこに一体的にあることに

よっていろいろな相談ができると。また、職員の方

も利用されている子どもたちの状況をつぶさに見て

取れる場合もあるというような話であります。 

 そこでお伺いしたいのですが、万が一、この施設

がそれぞれ事業が分散された場合、いろいろと弊害

が出てくるのかなというふうに思いますが、今は少

なくとも、あの施設は古いけれども一定程度条件を

そろえながら全体的な包括的な支援ができていると

いうふうに思います。 

 まず、分散された場合にどのような弊害が出るの

かということでお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 ただいま子育てにつきましては、子育て支援班は

かみんに、児童発達支援事業所等子どもの子育ての

拠点事業につきましては子どもセンターに、今もう

既に二つの部署にその機能を分けてございます。 

 委員発言の分散しての弊害というお言葉でした

が、私どもは各施設の機能を十分、それは機能とし

て役割を持ち、相談は委員発言のとおり、全てが一

つにまとまれば、そこで一つで把握できるかと思う

のですが、それぞれにきちんとうちの職員も配置し

ておりますので、そこで起きている内容、そこで発

見できた内容については、随時情報連携はできてい

るというふうに課長としては判断しておりますの

で、現時点で施設の分散においての課題はないとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 確かに情報連携はできてい

るというふうに思います。ただ、将来的にそういう

話が、大変申し訳ないのですが、町立病院の建設と

併せて発達子育て支援センターがどうしても機能を

分けなければならないというような状況が見てとれ

ます。 

 確かに担当課長がおっしゃるようにそういった情

報連携はありますが、しかしあそこで実際利用して

いる方にとっては、機能が一定程度集約されて、そ

の中で効率的に楽しんだり、子育てサークルができ

たりだとかというのが一番いいのだというような話

が実際聞かれるわけですね。確かに行政の考える部

分と利用者の考える部分の相違が実際あるわけです

よ。そのことを考えたときに、実際にそういった分

散があった場合に何らかの、立派な職員の方ですか

らそういった面はないと思いますが、しかし実際に

利用している方に聞きましたらそういう話なので、

少なくともああいった機能を大切にしながら充実し

た、さらに機能にすべきだというふうに思います

が、この点について町長はどのようにお考えです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢委員の御質問にお答え

させていただきます。 

 それぞれ、特に子育てに関しましてはお互いに

ネットワーク化がされたり、あるいは状況をつぶさ

に観察させていただけるような仕組みというのは大

変大切な基本的なことだろうというふうには理解は

しております。 

 しかし、担当課長のほうから御説明させていただ

きましたように、それぞれの仮に様々な状況変化に

よりまして多様な取組が求められるような状況を想

定いたしましても、それらの利用者の方々に不自由

をかけたり御不便をかけたりすることがないような

前提をもって組み立てていくのが私どもの役割でご

ざいますので、そういう不安感を抱かせるようなこ

とがないようには常に努力を払っていって、そうい

う課題が生じないようにしていくものと理解をして

いるところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） 昼食暫時休憩といたしま

す。再開は、午後１時といたします。 

────────────────── 

午後 ０時００分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 昼食休憩前に引き続き、

委員会を再開いたします。 

 質疑を続けます。３款です。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） １０７ページ、３款２項１

目子ども家庭総合支援拠点事業で、専門の子ども家

庭支援員を１名配置しておりますけれども、成果報

告書の３３ページによると、子ども家庭支援員の活

動実績といいますか養育支援訪問が２４件で、相談

支援が３７件とありますけれども、左のページの子

ども包括センター事業の養育支援訪問事業や子育て

支援事業、乳幼児相談などの件数が前年度から比べ

て減っているのは、こちら側に分けたからという理

解でよろしいのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。 
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○子育て支援班主幹（武山義枝君） １番元井委員

の御質問にお答えします。 

 昨年の家庭総合支援拠点の養育支援訪問の数につ

きまして、前年度の包括センターで行っている養育

支援訪問事業の件数が減って家庭総合のほうが新規

に２４件ということで、こちらは委員おっしゃると

おり、もともとは子育て包括センターで相談等養育

訪問、支援の相談を受けておりましたが、昨年度、

平成３１年度から家庭総合支援拠点を設置しました

ことから、こちらの家庭総合につきましては虐待案

件であったり要保護の必要な支援の相談について分

けたところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 平成３１年度から、そのよ

うに総合支援拠点事業として子ども家庭支援員とい

うことで業務を分けて区別したということですけれ

ども、そういった区別して業務を分担し、そのよう

に独立させた理由について、そうしなければならな

かったことがあるのか。また、分けた結果どういっ

たメリットとか成果があったのかお伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） １番元井委員の子

ども・子育て包括センター事業並びに家庭総合支援

拠点事業の御質問にお答えします。 

 ただいま武山主幹のほうから御説明したように、

平成３０年度までは全て子ども・子育て包括セン

ター事業の中で成果報告としておりましたが、平成

３１年度から、これは人件費も含む家庭総合支援拠

点事業を町で設置することから、この事業に対して

補助を受けて町としては事業を運営することになり

ましたことから、平成３１年度からは、子ども・子

育て包括センター事業、家庭総合支援拠点事業の二

つに区分し、事業成果として予算を措置並びに決算

並びに成果報告としたところでございます。 

 なお、家庭総合支援拠点事業につきましては、会

計年度任用職員で在中しておりました保健師をここ

に１名配置したところで、職員のスタッフ数につい

ては現行のスタッフを分けて兼務させておりますの

で、人員の増になった事業ではございません。 

 以上です。（「メリット」と発言する者あり） 

 すみません、１番元井委員のメリットのついてお

答えします。 

 まずメリットにつきましては、補助事業を受けま

したことから、財源につきましては、これまで補助

事業で受けていた事業の中で一般財源の支出がござ

いましたが、その部分が少し補助事業として受ける

ことから、財源としては実績を出すことで幼児の虐

待並びに養育支援について実績を出し、それについ

て児相並びに関係機関との連携を深めることができ

ております。それによって、決して事件が町の中で

起きることがないよう、予防啓発活動に努めている

ところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） １０３ページの身体障がい

者用の自動車の改造費用の補助という部分について

お伺いします。 

 これについては、今までこういうのはなかったと

思うのですが、これは上限が１０万円ということな

のか、その辺のところと、それから、これはどこで

こういう改造をしたときに対象になるのかというこ

とが分かれば教えていただきたい。 

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（林下里志君） ただいまの中瀬

委員からの御質問にお答えいたします。 

 身体障がい者用自動車改造費の補助でございます

けれども、これにつきましての補助金額は１０万円

という上限がございます。今回の１０万円につきま

しては、下肢の障がいのある方が自動車を運転でき

るようにということで車を改造し、上肢だけでも運

転できるようにということでの補助金の１０万円の

補助でございます。 

 今回、平成３１年度につきましては、１件の１０

万円でしたけれども、前年度につきましても同じく

１件対象がございましたことを御報告させていただ

きます。 

 以上です。（「対象」と発言する者あり） 

 対象につきましては、身体障がい者手帳の交付が

重度の不自由な方、自動車を必要とされる運転免許

証の交付を受けた方が対象でございます。ただ所得

制限の条件がございますので、所得に応じて、もし

かしたら対象にならない方もおられるかもしれませ

んけれども、そういった対象の方の補助金でござい

ます。 

 以上です。（「どこでやったら対象……」と発言

する者あり）改造の場所ですか。（「改造する場所

が……」と発言する者あり） 

 車の改造につきましては、どこでも見積りをいた

だいて、そちらのほうで対象となります。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ４番中瀬委員の質

問にちょっと補足説明させていただきます。 

 身体障がい者の自動車改造費補助、あと、ここの

成果報告ではございませんが、身体障がい者におけ
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る自動車の運転免許取得補助につきましても、二つ

事業がございまして、これは町独自の補助事業とい

うことで、町が制定して補助させていただいており

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますでしょうか。 

 ３髙松委員。 

○３番（髙松克年君） 同じページなのですけれど

も、児童福祉費の中で、不用額が私としては非常に

多いなという感じを受けてみたのですけれども、全

体の事業費も大きいから当然といえば当然なのか、

なぜこのような状況になったかというのをお聞きし

たいと思うのですけれども、よろしくお願いしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ３番髙松委員からあり

ました、児童福祉費の扶助費の金額が少し大きいの

ではないかというような御質問かなというふうに

思ってございます。 

 こちらにつきましては、いわゆる扶助費というこ

とでそれぞれ見積もりを立てながら予算を立てさせ

ていただいております。 

 児童福祉費のところにつきましては、保健福祉課

の部分と、あと町民生活課の医療給付の部分等々も

入ってございまして、前期といいますか、それまで

の推移を見ながら、それぞれ１２月、３月に補正を

させていただいたところでございまして、結果とし

て、それを使うことに至らなかったということで

余ってしまうということでございます。 

 ただ、金額は大きいのですけれども、全体事業費

としては１％程度のものになりますので、そういう

部分の誤差につきましては御理解をいただければな

というふうに思ってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ３番髙松委員の補

助費の関係でございますが、保健福祉分野で申し上

げますと、ここに教育保育における扶助費も含まれ

ておりますことから、ちょっと補足説明させていた

だきます。 

 昨年１０月から教育保育の無償化が開始されまし

て、当初補正予算におきましては、現行の入所して

いる児童数で補正予算をさせていただいたのです

が、無償化が始まりますと各園におきましては認定

の変更というのが生じました。今まででしたら１号

認定で預かりを主に希望していた方が無償化になっ

たことから２号へ移動したことから、ここで大きく

給付費が当初補正予算を計上したときからは給付費

が減っている状況になったというふうに町では捉え

ているところでございます。 

 それが幾らぐらいの影響額が出たかは、今ちょっ

と数字を持っておりませんけれども、それも一因か

ということで、国と道には補助金の交付金が入って

おりますので、これについてきちっと報告させてい

ただいているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで３款民

生費の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） お待たせしました。 

 次に、４款衛生費の１０８ページから１２１ペー

ジまでの質疑を行います。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） １１３ページ、４款１項３

目健康増進費の委託料、歯周疾患検診においてです

けれども、平成３１年度から３０歳と３５歳の検診

が追加されたと思いますけれども、若い年齢層の実

態把握、発症予防とありますが、成果報告書の３４

ページの一番下に受診率がありますが、４０歳、５

０歳、６０歳も含めた受診率１９.８％とあります

けれども、３０歳、３５歳の受診率はどの程度だっ

たのか。また、実態把握の点で、検診で疾患が見つ

かった件数など実態をお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） １番元井委員の

御質問にお答えします。 

 成果報告の３４ページに書いてありますのは、受

診率というのは、元井委員おっしゃったとおり３０

歳、３５歳、４０歳、５０歳、６０歳の受診率でご

ざいます。３０歳、３５歳の受診率ですけれども３

５.５％でした。 

 結果のほうなのですけれども、前年度まで４０歳

ではやはり予防が間に合わないということで、３０

歳、３５歳という早目の段階からの発症予防という

ことと、あと親子で口腔ケアの意識づけをするとい

うことで、３０歳、３５歳を追加してまいりまし

た。 

 結果なのですけれども、歯周疾患、歯肉の炎症と

いうところでは、今回受けられた方の中ではあまり

年齢に差はなく、３０歳、３５歳でも歯肉の炎症が

進んでいるという状態でした。ただ、喪失歯、歯が

なくなるという状態に関しましては年齢が進むごと
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に進行していますけれども、３０歳、３５歳では喪

失歯はきちんと保持されているという状況でした。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 同じく１１３ページのがん

検に関わるところでお伺いいたします。 

 町といたしましても、早期予防でがん検診を非常

に熱心に取り組んでいると見ております。 

 教えていただきたいのですが、今年度、胃がん、

大腸がん、肺がん、子宮がん、乳がんと、この五つ

のがん検をしておりますが、このことによって早期

発見できた件数というのがもし分かれば教えていた

だきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） ５番金子委員の

御質問にお答えします。 

 昨年度の検診を受けて精密検査を受けた中での発

見がんに関しましては、胃がん検診に関しては２

人、肺がん検診に関しても２人、乳がん検診に関し

ても２人いたというような状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 本当に早期発見は非常に大

切なことだと思います。 

 その後の健康指導において、治療というか、そう

いった再診して、きちっと健康の回復につながった

というところまでの追跡もされていらっしゃるので

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） 発見がんに関し

ましては、その後の事後に関しましても御家族の方

ですとか御本人も来られる場合がありますので、き

ちっと今どういう状態なのかというのを確認しなが

ら進めておりますことと、あと、３年間の追跡、５

年間の追跡というふうに、ずっと追跡が報告として

ございますので、がん検診で発見されたがんに関し

ましては、経過のほうをきちっと確認している状況

であります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １０９ページの保健衛生の

総務費一般管理費の中で、１９節の地域センター病

院産婦人科医師確保対策という形の事業負担が計上

されております。 

 この点で、平成３１年度においては医師の確保状

態というのはどのようになっていたのか確認してお

きたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の地

域センター病院産婦人科医師確保対策事業負担に関

わる御質問にお答えさせていただきます。 

 これは、富良野協会病院に対して産婦人科医師を

確保していただくための支援策で、５市町村におい

て負担をしているものです。 

 医師の確保状況につきましては、昨年から２人体

制で産婦人科体制は診療していただいているという

ことで報告をいただいております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ２人体制ということで、恐

らく受診においては、特に普通に分娩ができるよう

な体制づくりになっているという形でよろしいです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 富良野協会病院においては、地域センター病院と

して負担金を各市町村で負担しているところでござ

いますが、それにつきましては、産婦人科病棟にお

いて新生児の特定集中治療室等についても４床の

ベッド数を確保するなど整備は既に実施されており

ますので、ここは小児科と産婦人科医の連携におい

て出産の体制を整えているというふうに聞いており

ます。 

 しかし、関係機関の情報交換の中では、やはり病

院の医師並びに助産師、看護師等の確保の観点か

ら、ハイリスク者については富良野協会病院のほう

で内科医が常駐していないことから、旭川のほうの

病院に転送する事例もあったというふうには報告は

いただいておりますが、上富良野町の利用者の方か

どうか、そこまでの報告はいただいてはいない状況

でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 併せてお伺いいたします

が、平成３１年度の場合、上富良野町で出産された

方というのは、協会病院もしくは近隣の旭川等に

行っている比率は分かりますでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の上

富良野町における出生数については、先ほど荒生委

員の質問にも答えさせていただきましたが、上富良

野町においては７３人出生ということで確認をして

おります。そのうち協会病院において出生していた
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だいたのは２１名でございます。協会病院全体とし

ましては富良野沿線で１２０件取り扱っているとい

うことですので、実際に協会病院全体の中での上富

良野町の取扱件数は約１７.５％という比率になっ

ております。 

 なお、この産婦人科医師の負担金につきまして

は、算定ルールをもちましてしておりますので、市

町村割、あと取扱件数の３年間を基本単位とするよ

うな形の算定ルールをもって負担金については算定

をいただいているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） １１９ページ、４款１項４

目環境対策促進事業の省エネ型生活灯の補助につい

て、成果報告書４０ページにありますが、当初の予

算では２１９万円、第１種生活灯が３４灯、第２種

が１１灯で想定していたと思いますが、実際その半

分くらいとなっているのですけれども、その要因に

ついてお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（北山雅幸君） １番元井委員の

ＬＥＤ化の環境対策事業につきましては、当初予算

より少なくなった原因については、前年度に当初要

望として各町内会のほうに意向調査をかけた段階で

一応来年度しますということでしたが、結果的に、

その次の年に町内会長とかも替わるので、替わった

時点で町内会のほうでもう一回協議した中で、ＬＥ

Ｄ化の改修をするのかどうかという判断をいただい

て、当初予算より灯数が少なくなったということで

ございます。 

 やらなかったところにつきましては、令和２年度

の予算で措置をして、今現在募集をかけている状況

でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） １０９ページの保健衛生費

の中の保健衛生費一般管理費という中に、救急救命

に関する項目というのが３項あるのですけれども、

旭川救命センター負担１５万円、初期救急医療確保

対策事業負担４００万円、そして広域救急医療対策

負担３７５万７,０００円とあるのですけれども、

これらの内訳というのですか、上富良野でも救急車

を持って救急救命をやっているわけですけれども、

これらの中でこれだけの負担をどういうふうにして

いるのか、どういうためにしているのかということ

がちょっと分からないので教えていただきたいと思

います。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ３番髙松委員の御

質問にお答えいたします。 

 保健衛生総務費一般管理費における負担金でござ

いますが、まず１点目の初期救急医療確保対策事業

負担につきましては、これは富良野市と５市町村に

おきまして富良野医師会と協定を結び、初期の救急

確保のために委託をしているものでございます。在

宅当番制度として医師会医師が当番で平日夜間の診

療を協会病院で実施する場合の負担金となってござ

います。 

 上富良野町においては、まずうちの町立病院が救

急を担っておりますが、町立病院からまた転送、ま

た直接富良野のほうに搬送されるケースもございま

すので、そういうことでの負担というふうになって

おります。現在の負担金につきましては、平成３０

年度から３か年間ということで協定を結んでいると

ころでございます。 

 次に、広域における救急医療負担でございます

が、これは富良野協会病院に対して沿線５市町村で

協会病院に委託しているものでございます。これに

つきましても２次救急の患者数の割合を算定しまし

て、これも３か年間の負担割合を決定し対応してい

るところでございます。これは２次救急確保のため

ということで、上富良野町立病院の救急搬送の次な

る搬送ということで御理解をいただいております。 

 あと、小児救急につきましても、子どもの２次救

急確保ということで、これについても富良野市と５

市町村の中で協定を締結して、子どもの救急に関す

るものの負担割合を勘案し、算定をし、負担をして

いるものでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １１３ページの１３節委託

料で、高齢者の低栄養防止・重症化予防という形で

取り組まれております。 

 比較的高齢者の方はあまり食べなくても体を維持

できるというようないろいろな印象を抱いている方

もおりまして、しかし、きっちりと食べながら自分

の生活の自立を高めるということが基本かなという

ふうに思いますが、平成３１年度の予防実施に当

たって、効果等あるいはいろいろ生活環境等が見え

てきた部分があるのかなというふうに思いますが、

分かる範囲で答弁を求めます。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） ７番米沢委員の
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御質問にお答えします。 

 高齢者の低栄養防止ということで、これは高齢者

の貧血検査を主に行っている状態です。 

 結果としましては、やはり年齢がいくごとに貧血

の度合いというのは増してはくるのですけれども、

７５歳以上の高齢者に要医療ということになった方

が４.５％かなり低い方がいらっしゃるのですけれ

ども、その方たちの原因というのを探っていきます

と、やはり胃の疾患があったとか、あと呼吸器の病

気がありなかなか食べれないですとか、何らかの疾

患があって食がうまく取れないという方が多かった

りですとか、食事の取り方というところで、私たち

は野菜野菜とすごく宣伝してしまっているものです

から、先に野菜を取ると、高齢者の方というのはそ

の後に血の材料になるたんぱく質というのがなかな

か取れない。高齢になると、それでなくてもたんぱ

く質がなかなか苦手になってくるところに、野菜を

先に食べてしまうと胃が満腹になってしまってたん

ぱく質が取れないという状況があるものですから、

そういう食べ方の問題だとかいろいろあるのですけ

れども、やはり一番多いのは、病気による貧血の方

が多いという結果でした。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 同じ１１３ページの１３節

委託料のがん検診等についてお伺いいたします。 

 この資料を見ますと、胃がん検診は前年度から見

て若干下がっております。大腸がんはほぼ同じぐら

い、肺がんについても若干下がっておりますが横並

びという形になっているかなというふうに思いま

す。 

 ここでお伺いしたいのですが、例えば令和２年度

の北海道町村議員研修会の資料に基づいて質問した

いと思います。１人当たりの療養諸費の順位表で、

昨日聞きましたら、当然、高額医療も含まれての平

均値ということの話でありました。上富良野町は受

診率等も結構いろいろと体制を整えながら向上させ

ているという状況が見受けられます。 

 ここでお伺いしたいのは、例えばこの時点で上富

良野は８５位で、和寒町が１０９位、富良野市が１

１７位、南富良野町が１２７位、中富良野町が１２

８位という形に続いております。この差というの

は、受診率の高い低い、あるいは体制づくりによっ

て１人当たりの医療費、また病院にかかる回数等い

ろいろな要素があるかというふうに思いますが、ま

ず単純にお伺いいたしますが、がんの健康診断に関

わる受診率というのは、医療費が低い自治体は高い

というふうに見てよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 がんの受診率の高さと１人当たりの医療費の関係

性というのは、ちょっと今、私のほうで資料を持ち

合わせていないので申しわけありません。 

 １人当たりの医療費に一番関係してくるというの

は、国保の加入率と国保の加入した中で６５歳から

７４歳までに占める割合がすごく１人当たりの医療

費に関係してきます。 

 例えば上富良野ですと、現在のところ国保に加入

しているのは２２.８％で、そのうちの４９％が６

５歳以上を占めている。６５歳以上が占めていると

いうことは、やはり医療にかかる率も多いというふ

うになってきます。逆に、中富良野町あたりは国保

加入率が３３.６％と高いのですが、その中で占め

る６５歳以上というのは３５.９％で高齢者が少な

いという状況ですので、１人当たりの医療費は安い

のですよね。国保の加入者の状況というのが１人当

たりの医療費に影響しているかなというふうに思い

ます。 

 最終的に医療費が適正かどうかを見る指数という

のが、医療費に年齢調整をかけてみる医療費の地域

差指数というのがあるのですけれども、それを全国

を１とした場合に、１より大きいかどうかというの

で医療費の適正化が図られているかというのを見て

まいります。そこでいくと、上富良野は０.９５、

中富良野町が１.０５なので、医療費全体で見る

と、医療費の適正化というのは上富良野町のほうが

図られているというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ちょっと質問の仕方も悪

かったのですけれども、検診率の問題でちょっと聞

きそびれたのですけれども、すみません。 

 それでお伺いしたいのですが、受診率の高い市町

村というのは誘導策を取っているというのがありま

すか。例えばクーポンを発行したりだとかポイント

制度を導入したりだとか、そういうものも含めて受

診率向上に努めているだとか、そういったものとい

うのは近隣町村でも見受けられますか。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 受診率というのは、がん検診の受診率でよろしい

でしょうか。（「一般も含めてなのですけれども」

と発言する者あり）特定健診も含めてですか。

（「特定健診も含めて」と発言する者あり） 

 まず、特定健診に関しましては、受診率の高い低

いというところでは、やはり受診回数をどのように
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行っているかということが一つと、もう一つ健診を

受けた方が本当に受けてよかった、また次も受けよ

う、自分の体がどうなっているのか、また次も知り

たいと思わせるような仕掛けをどうつくるかという

ところが特定健診の受診率の高い低いに関係してい

るかなというふうに思います。 

 がん検診に関しましては、どこもやっているとこ

ろはそう変わりはないのですよね。やはりがん検診

自体が、例えば先ほど言いました中富良野町でした

ら国保の加入者が多いですので、国保の受ける方が

多かったり、受診率の年代が国保の方が多いので、

国保の方が多く受けられると受診率が上がったりも

しますし、上富良野ですと、職域、自衛隊とかが多

くありますので、職場健診で受けられる方が多いと

いう状況もありますので、どうしても受けられる方

が少ないという状況もあるかなというふうには分析

しているところではあるのですけれども、受診勧奨

ですとかクーポンですとか、そういったものに関し

ましては、ほかの市町村とは変わりないかなという

ふうには思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうしますと、ちょっと錯

綜しましたけれども、胃がん検診は、比較的上富良

野は、見ていたら安定的に受診されているという形

だというふうに思います。極端に低いというような

表現も使われておりますけれども、実際、極端な低

さではないというふうに思いますが、その点確認し

てよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） ほかの市町村の

がん検診の受診率というのがまだ公表されていない

ので、うちの町が本当に低いのかどうかというのは

分からないという状況です。 

 ただ、私たちが低いとかというのは、自分のとこ

ろの町の経年の比較の中で低いという状況です。先

日、国のほうもがん検診の受診率を出しているので

すけれども、国のほうは全て大体１桁台ですので、

国から比べれば上富良野はまだいいのかなというふ

うには思っているところです。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで４款衛

生費の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 次に、５款労働費の１２

０ページから７款商工費の１３９ページまでの質疑

を行います。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 成果報告書４１ページの労

働費に関してお伺いいたします。 

 労働関係整備として富良野地域における季節労働

者通年雇用化の取組ということで、上富良野町の季

節労働者数というのが平成３１年度は２０５人。こ

ういった通年雇用に向けた取組として、平成３１年

度中は、例えばパソコン教室であるとか、そういっ

た諸事業はどのような事業が行われたのか。 

 また、その事業等々受講の後に、通年雇用につな

がった数というのは把握されているのか確認させて

いただきます。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（上嶋義勝君） ８番荒生委員の

御質問にお答えをさせていただきます。 

 労働環境整備ということで、季節労働者等の雇用

の取組ということでございます。基本的には富良野

人材開発センターと富良野広域圏の通年雇用協議会

を通じまして、様々な技能の取得ですとかパソコン

研修だとかということで、それぞれ上富良野町民の

方も受けられているということになってございま

す。 

 富良野人材開発センターにつきましては、職業訓

練等含め上富良野町においては、ここでは９４６名

ということでなってございます。また、通年雇用の

取組としまして、季節労働者の数字ということで２

０５名ということになってございますが、その後に

つながったとか、どこに行かれたかということにつ

いては、そこまで承知しておりません。 

 以上とさせていただきます。（「通年雇用……」

発言する者あり）通年雇用の事業になりますが、通

年雇用協議会といたしましては、事業向けセミナー

ですとか６次産業化の促進事業、また技能取得とい

たしましてパソコン講習事業、建設機械等の技能講

習事業等が行われているということで、それぞれ行

われております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 諸事業に関してですけれど

も、大体１年間でどれぐらいのメニューが総体的

に、例えば月に２回ぐらい技能研修があるとか、総

じて年間何回ぐらい、事業で。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（上嶋義勝君） ８番荒生委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 事業所向けのセミナーについては年２回、また６
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次産業促進事業につきましては年３回、また技能習

得のパソコン講習事業等につきましては年４回、ま

た建設機械等の技能講習につきましては、通学する

もので９講習、また出張講習で７講習ということ

で、それぞれ行われております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございませんか。 

９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） 決算書１２１ページ、６款

１項１目富良野地方アグリパートナー協議会に関し

ましてお伺いいたします。 

 まずこの協議会の総事業費、また富良野地方で参

画している市町村をお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） ９番佐藤委員の御

質問にお答えいたします。 

 富良野地方アグリパートナー協議会につきまして

は、沿線５市町村が加入しておりまして、各市町村

の負担金合計２０３万円をもって運営しているとこ

ろでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） それでは、上富良野町アグ

リパートナー協議会と富良野町地方アグリパート

ナー協議会との関わり、また上富良野町アグリパー

トナー協議会の機能に関しまして質問させていただ

きます。 

 成果報告書４２ページのもろもろの協議会の事業

の、いわゆる婚活といいますか、そういったイベン

ト等の参加人数、この人数を見ても、私は過去のこ

とと比較できないので多いのか少ないのか分かりま

せんが、ホームページを見たら１０名が定員という

ことで１０名には満たなかったのだなというような

見方しかできませんけれども、こういった部分に対

しての上富良野町アグリパートナー協議会としての

検証機能であったり、また富良野のアグリパート

ナー協議会のホームページを見たときに、若干一生

懸命努力されていると思うのですけれども、ホーム

ページの作り込みであったりとか、またフェイス

ブックを活用しているのですけれども、風景とか野

菜の画像というか、そこにスポットを当てて、人物

にスポットを当てていないだとか、そういった部分

に対しての監視機能だったり、もしくは上富良野町

アグリパートナー協議会独自として、例えば上富良

野町内に後継者もしくは事業主の独身者、男女問わ

ず、農業の方の独身者の人数、またその中でどのく

らい結婚の意思があるのかとかという割合であった

りとか、そういった調査する機能が有されているの

かどうかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） まず、１問目が富

良野地方アグリパートナー協議会におけます事業の

実績の御質問だったかと思うのですけれども、ここ

に記載しておりますとおり、上富良野町アグリパー

トナー協議会においては、結婚、成婚後１０年未満

の農業者を対象に上富良野町アグリパートナー協議

会においては、家族間の交流会を冬期間において、

知らない上富良野の土地に嫁がれました奥様方の家

族交流会をメインに事業を実施しているところでご

ざいます。昨年度につきましては、残念ながら冬期

間に予定していたことから、コロナ禍の影響で開催

ができなかったという状況でございます。 

 富良野地方アグリパートナー協議会で実施してお

ります事業につきましても、こちらも７月に予定し

ていましたサマーフェスティバル等につきまして

は、募集をしたところでしたが、残念ながら最低催

行人数に達しなかったため中止となり、秋において

オータムフェスティバルで実施しましたところ、当

町からは農業青年２名が参加し、全体ではマッチン

グは１組、当町の青年につきましては残念ながら

マッチングとはなりませんでした。 

 あと、冬１月に札幌におきまして婚活交流会とい

うものを実施しました。そちらに上富良野から１名

の青年が参加し、こちらはマッチングとなったとこ

ろでしたが、残念ながらその後、交際のほうは現在

終了したというふうに聞いているところでございま

す。 

 あと、町内におきます独身の人数でございます

が、現在のところ２６名程度の農業青年、後継者の

方がいらっしゃいます。中には、私はこういう婚活

事業についてはしばらく参加したくないというよう

な御意向の青年の方もいらっしゃいますが、当協議

会としましては、できるだけ参加していただけるよ

うに結婚相談員も含めてお願いをして、この事業の

ほうに交流していただきたいなということはお願い

しているところでございます。 

 成果のほうですけれども、昨年度につきまして

は、ここに書いてありますとおり、２名の農業青年

の方が婚姻されまして、本年度におきましても今の

ところ年内に２名の方が成婚に至る予定であるとい

うような状況をお聞きしているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） 情報として現状どのぐらい

の結婚を必要とされる方がいるのか。その意思で

あったりとかという調査機能は果たされているとい

うことで確認しましたが、前段の部分で、私の質問

の仕方が悪くて申し訳ないのですが、富良野市アグ
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リパートナー協議会の取組に対してちょっと足りな

いのではないか、もうちょっとこうすべきでないの

かということを提言できたりする機能が上富良野ア

グリパートナー協議会にあるのかどうかということ

をお伺いしたつもりだったのですが。 

 ついでにもう１点、例えば１０月１日から民間な

のですが、農業特化型婚活アプリというものを立ち

上げた企業が当別町とコラボして１０月２４日に婚

活イベントを実施すると、相当コロナに配慮した形

でやるということで、ホームページでうたわれてい

ますけれども、こういった民間の力を活用して今後

こういった事業を進めていくべきとかであったりと

か、そういった今後の事業提案というものもできる

機能というのは上富良野町アグリパートナー協議会

にあるのかどうかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） ９番佐藤委員の御

質問にお答えを申し上げます。 

 佐藤委員には、先ほどは答弁漏れがあったという

ことで大変申し訳ございませんでした。 

 上富良野町アグリパートナー協議会のほうから、

当然そういう富良野地方アグリパートナー協議会の

ほうには、構成５市町におけます各農業委員会の会

長が理事として富良野地方のアグリパートナー協議

会のほうに出席しております。その理事会の中にお

いて、その前段におきましては我々事務局員会議の

中において、来年度以降の事業内容につきましては

当然提案して事業の方向性を変える等につきまして

もその中で協議しながらいろいろ新しい事業内容を

取り入れていくということは可能でありますので、

そういった事務局会議、理事会等において、今後そ

ういっいた新しい事業も検討してまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １３３ページの企業振興対

策に携わるところで、新規開業及び特産品開発事業

補助というのが今年度も出されております。平成３

１年度、３０年度については、２件、５件というこ

とで、それぞれなっておりますが、そこでお聞きし

たいのですけれども、この補助事業についてという

のは、いわゆる補助金の適化法のようなものが適応

されて、例えば新規開業したら何年間かは営業して

くださいとか、新事業展開をしたいとか特産品を開

発したら、その特産品については定番の商品にして

くださいとかという、そういった縛りというのはあ

るのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（上嶋義勝君） ５番金子委員の

御質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、新規開業、特産品支援の補助金の条件とい

たしまして、基本的には、長く町内で事業活動が見

込まれるものということで、そこを入り口としてお

願いというか、しているところでもございますし、

また、この補助金を活用して取得した財産の５０万

円以上につきましては、償却資産台帳ということで

提出を求めておりますので、当然、仮に早く例えば

いかなる理由でやめざるを得ない場合につきまして

は、その分の補助金の返還という部分も基本的には

お伝えをしているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 新たに夢と希望を持ってこ

の町で事業を開いていただける方への応援というこ

とで、大変いい事業だなと思っておりますが、この

間で残念ながら業種転換をしてしまったりとか、あ

る程度こういった新規事業を行ったけれども続かな

かったとかという件はあるのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（上嶋義勝君） ５番金子委員の

御質問にお答えをさせていただきます。 

 平成２８年度からこの補助事業の実施をさせてい

ただいているのですが、今のところ残念ながら廃業

されたとか断念した事業という報告は受けておりま

せん。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） それだけ意思を持って、こ

の補助金というのは非常に有効に使われているとい

うふうに考えておりますが、例えば新規事業で受け

ました、また新たに特産品を開発しました、そう

いったものは、何度も何度も受けることも可能だと

いうことで理解してよろしいのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（上嶋義勝君） ５番金子委員の

御質問にお答えをさせていただきます。 

 同じ事業者が、繰り返しといったら大変言葉は悪

いのですが、また次にやるときには使えるかという

ことですけれども、基本的には、特産品であれば違

うメニューによって新たなものを開発して、その部

分につきましてはもちろん補助対象とさせていただ

きますし、また、新規開業で出された方がまた新た

な業種にチャレンジする新事業展開につきまして

も、これもお認めをさせていただいているというこ

とで考えてございます。 

 以上です。 
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○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 成果表の４２ページです。

農地の権利移動の状況についてであります。 

 農地法の第３条の許可によって４２件、前年度４

９件ということで、３条という権利移動の権利を

使って農地を移動した結果の報告でありますけれど

も、この３条による移動の中で、農業委員が対象に

なっている３条の許可を受けて農地の権利を取得し

た件数は何件あるのかを教えていただきたい。農業

委員が３条を使って権利移動した人は何件あるの

か。 

○委員長（岡本康裕君） 農業委員会事務局次長、

答弁。 

○農業委員会事務局次長（安川伸治君） ４番中瀬

委員の御質問にお答えいたします。 

 農地法３条によります権利の移動で、農業委員会

の委員が関与した件数でございますが、今手元に

ちょっと資料がございませんので、後ほど説明させ

ていただきたいということでお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午後 ２時００分 休憩 

午後 ２時０２分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解きます。 

 ただいま４番中瀬委員の質問に対しましては、後

ほど回答をさせてほしいということなので、よろし

いでしょうか。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 件数については、調べて教

えていただきたいと思います。 

 多分ですが、４２件のうちの何件かは多分農業委

員の３条の許可を利用して権利移動をされている方

がいると思います。 

 私はなぜそんなことを聞くかというと、いわゆる

農地の集積化、農地の集積化をすることは農業委員

会の仕事なのですよ、基本的に。隣にある土地を隣

の人が買うのが一番理想的です。そういった形を農

業委員会が推進して、そしてある程度面積を固める

ことによって、いわゆる効率化が図れる。それが本

来の農地の集積の在り方なのです。 

 ところが、そういったことを全く無視して自分が

どうしても欲しいという、一番先に情報を仕入れる

人がその土地を購入した場合、隣近所の人が俺が欲

しかったよなと。それは権利ですから仕方ないので

すよ。仕方ないのだけれども、そういうことをやる

と、いわゆる秩序が保たれないということになるだ

ろうということなのですよ。だから、私も農業委員

会にあれしてやっていましたけれども、極力農業委

員は３条の許可を使わないようにしようということ

のある程度の話は知っていました。 

 だけれども、最近いろいろな情報を聞くと、農業

委員が率先して３条を使って土地を求めているとい

うことを聞いたときに、これは本当はおかしいので

はないかということが考えられるので、それで聞い

たわけです。 

 ですから、そこら辺のところは今後のいろいろな

農地対策の件で考えていただきたいというふうに

思っています。 

○委員長（岡本康裕君） 今のは、質問の理由とい

うことでよろしいですか。回答は、後ほどというこ

とでよろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） １３５ページ、７款２項１

目、企画商工観光課、地域おこし協力隊について。 

 地域おこし協力隊は、観光の推進員ということで

観光振興を図るために配置されたと思いますけれど

も、その活動内容、業務内容として訪日外国人意識

調査やインバウンド対策調査を行うとありました

が、その活動の成果について、調査内容と調査結果

をお聞きします。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（上嶋義勝君） １番元井委員の

地域おこし協力隊観光推進の御質問にお答えをさせ

ていただきます。 

 地域おこし協力隊観光推進員の任務につきまして

は、今、委員お話のとおり、インバウンドに関する

事項ということで、平成３１年の観光の実態調査も

含めてやっているところでございます。 

 実際、平成３１年につきましては、夏の調査等は

進めているのですけれども、冬につきましては当初

１月から始める予定だったのですが、御承知のとお

り新型コロナウイルスの関連で、宿泊施設等を回り

ながら調査する予定もあったのですが、できなかっ

たということで、一応今年度にずらして実施の予定

でありますが、今年度もこのような状況でございま

すので、途中の状態となっておりますが、その他イ

ンバウンド業務といたしまして、観光協会が行うイ

ンバウンド業務、当然インフォメーションのお手伝

いとか、また新たに別の業務といたしまして、ロケ

ツーリズムのほうも担当させていただいて活動をし

ているところでございます。 

 以上です。（発言する者あり） 

 すみません。実態調査につきましては、報告のほ

うがまだまとまっていない……。（発言する者あ

り）インバウンドの実態調査につきましては、観光
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協会のほうと連動してやっているところでございま

すが、調査報告書につきましては、先ほどの冬期の

部分がございますので、まだ報告を受けていないと

いうところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） そういった調査は、地域お

こし協力隊の方が平成３１年度から今も継続で行う

という理解でよろしいのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（上嶋義勝君） １番元井委員の

御質問にお答えをさせていただきます。 

 委員御指摘のとおり、インバウンド実態調査につ

きましては継続して行っていくことを原則としてい

るものでございますので、今年度につきましては、

新型コロナの過渡期にございましてなかなか外国人

が来れない状況が続いているものでございますか

ら、引き続き状況を見ながら取り組んでまいりたい

というふうに考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 地域おこし協力隊の業務

内容とその結果ということで、結果はまだ出ていな

いということなのですけれども、地域おこし協力隊

推進員の業務内容をもう少し詳しくお伝えくださ

い。 

 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（上嶋義勝君） １番元井委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 答弁漏れがありまして、大変申し訳ございませ

ん。地域おこし協力隊観光推進員の業務につきまし

ては、先ほども申し上げておりますとおり、まず一

つ目にインバウンド業務を中心に当初考えてござい

ます。その中で、当然今言ったインバウンドの実態

調査を行いましょうということと、インバウンドに

対する観光情報の対応ということで、案内所等への

対応も含めているとともに、また観光協会に所属を

置いておりますことから、観光協会の業務の一部も

お手伝いするということで当初観光推進員の業務と

してお願いをしているところでありますし、またロ

ケツーリズムの推進ということで、町のほうからも

その任務にも努めていただいているというところ

で、先ほど実態調査につきましては、コロナの状況

があってまだ調査報告の提出になっていないという

ほかは、それぞれの任務を果たされているというこ

とで報告を受けているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） もう一度確認だったのです

けれども、インバウンドの実態調査などは夏の期間

は調査できたけれども、冬場はコロナの関係とかで

できなくて、結果がまだ出ていないということで、

そのインバウンドの実態調査は今も継続してそれを

行うのか、はたまた平成３１年度で区切って、結果

を出す予定なのか、その辺をお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（上嶋義勝君） １番元井委員の

御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 今の実態調査につきましては、平成３１年度分に

つきましては、前期の部分について調査報告書を求

めて報告をさせていただきたいなというふうに考え

ておりますし、冬期の部分につきましては、このよ

うな状況でありながらもきちっとした観光資料とい

うか、今後の観光施策の参考とするために、これか

らも今年度として別にやっていきたいなとことは考

えてございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 確認いたしますけれども、

平成３１年度において、インバウンドも含めて調査

するということになっているのですよね。そうしま

すと、もう既に平成３１年度から、普通に考えれ

ば、調査は開始されていて、その結果というのは、

確かに冬期に入って若干コロナだとかありましたけ

れども、しかし、もう既に手をつけられて一定程度

の成果だとか出ている部分があると思うのですけれ

ども、そういうものも一切ないのですか。それと

も、前期とか後期とか、いろいろ訳の分からないこ

とを言っていたのだけれども、そこら辺はどうなの

ですか。本来であれば、そういうものも含めて、こ

こまでは手をつけましたということの報告はできる

はずなのですけれども、そういったものもできない

状態なのかどうなのか、確認しておきたいと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（上嶋義勝君） ７番米沢委員の

御質問にお答えをさせていただきます。 

 前期、夏の部分の実態調査につきましては、７月

から１１月分について調査を行うように、当初その

要領のところに含めておりましたので夏の部分につ

いてはまとめているものでございますが、冬の部分

につきましては、１月から２月ぐらいまでを調査期

間にしておりましたので、その部分で……。（発言

する者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） 大変申し訳あ

りません。 
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 地域おこし協力隊の方については、平成３１年度

から３か年間ということで頑張っていただくことに

なっております。最初の年度におきましては、まだ

コロナの影響もなかったことから、皆さんの指摘の

とおり夏期間の観光のインバウンドの調査というの

はしっかりとしているところです。まとめて１年分

を報告することになっていましたので、それで後半

部分を調査しようと思った矢先にコロナになったと

いうことから、観光協会と協力隊の中では中間のも

のというのは出来上がっていますけれども、成果品

としては、まだうちのほうではいただいていないと

いうのが実態でございます。 

 彼の仕事の中身についてなのですけれども、特に

語学の部分は大変優秀な方でいらっしゃいまして、

インバウンドの方の調査もそうですけれども、例え

ばホームページの多言語化などでも大変助かってい

るところでございます。いずれ出てくるかと思いま

すけれども、すみませんＰＲで、ジオパークのホー

ムページも全て上富良野部分はその方に英語はつ

くってもらっているというような形で、今年もそう

なのですけれども、コロナが始まってからなかなか

活動しづらい中でのいろいろな取組をしていただい

ていまして、特に人と接触しないようなホームペー

ジの英語バージョンをつくるとか、そういったこと

も積極的に取り組んでいただいているという活動で

ございます。 

 調査の報告については、滞っているということで

大変申しわけないと思いますけれども、できるだけ

早めに夏期間分の成果、もうまとまってはいますの

で、中間という形で成果として出すというようなこ

とで対応を図っていきたいと思いますので御理解い

ただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 関連で、先ほど主幹のほう

から７月から１１月でしたか、とにかく多分認識の

違いだと思うのですけれども、平成３１年度は年度

くくりで多分質問者はお聞きさせていただいている

ので、なぜ、要はコロナが例えば２月の下旬、もし

くは３月の頭ぐらいからインバウンドがぱつんとい

なくなったのに、１年間で考えると４月から３月の

間は来なかったという実績を含めて報告書が上がる

はずだという理解の下で質疑をしていますので、

はっきりともう一度、その夏期間もしくは上期、下

期というくくりが何月から何月ということを冒頭話

していただければ、多分速やかに解決になったと思

うのですが、もう一度、上嶋主幹お願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（上嶋義勝君） ８番荒生委員の

御質問にお答えをさせていただきます。 

 その実態調査につきまして、実態調査の期間とい

うことで、ハイシーズン含めた７月から１１月まで

を調査期間の中でやっていただくということでお願

いをしております。また、冬期につきましては、１

月から２月の期間の中で調査項目について聞いてい

ただくということで、調査期間ということで、全サ

ンプルを集めることはできませんので、その期間の

間で調査項目等の中も聞いていただくということで

設けております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） ６、７、８、９、１０、１

１の６か月を例えば何期とかということと、１２月

から５月とか、二つぐらいに分けた中での作業とい

うことであれば、今の答弁だと、１月、２月ぐらい

に調査ができれば、その先の不透明な部分はありま

すけれども、ある程度作業自体は１、２月であれば

影響はないのではないかなと思うのですけれども、

再度、上期下期等の考え方というのをもう一度説明

いただいていいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午後 ２時２１分 休憩 

午後 ２時２３分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解きます。 

 企画商工観光課長、答弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） ８番荒生委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 地域おこし協力隊の隊員なのですけれども、６月

から入りましたので、基本的には観光の調査となっ

ておりますので、今、主幹のほうから何月から何月

という話もありましたけれども、基本的には私ども

の町の夏の観光の特性である花観光から、いわゆる

今時期の紅葉までの期間の意向調査をするのがまず

第一だということで、きっちり何月何日から紅葉が

終わるのが１０月何日ということで捉えるというよ

りは夏観光ということで考えていただきたいなとい

う１点。そこの部分は、ある程度調査が終わって、

まとめも終わっていますけれども、役場のほうでは

１年分をお願いしていたので、まだその報告書はも

らっていないということで御理解ください。 

 今度、冬の部分ですけれども、いわゆるバックカ

ントリーを求めて大変な海外の方が十勝岳温泉に行

くとロビーでは日本語が通じないほどの状態になる

わけですよ、冬は。ですから、それを今度は冬期間

のバックカントリースキーボードの期間をまず調べ

てくださいというのが、それが３月なのか２月なの
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かという明確なものというよりはバックカントリー

の外国の方の調査をしてくださいという意味ですか

ら、それが大体１２月から入りますかね。堅雪とい

うことであると、年度はやっぱりまたぐはずです

ね。本当のことをいうと十勝岳の場合は大体５月ぐ

らいまでがスキーシーズンですので、そういったこ

とでちょっと年度の概念というよりは、シーズンの

概念を持っていただきたいなと思います。雪まつり

のあたりから、たった後、海外の方が来れなくなっ

てきたことから、かなり十勝岳温泉のほうでも日本

語のほうが多くなったような状況になっておりまし

たので、そういったことで後期というよりは冬期間

分の調査が半ばで滞ってしまっているのだというこ

とで御理解いただいたほうがいいのかと思って、先

ほど申し上げましたけれども、夏観光の部分、夏か

ら秋の観光部分については隊員のほうできちんとま

とめはできておりますので、私どものほうで１年分

の報告を求めていた関係からいただいていませんけ

れども、改めて求めて、半年分のものはちゃんと成

果品としていただいて、またこちらのほうできちん

と検討した後でお示しすることができるのではない

かというふうに考えておりますので、御理解をお願

いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。御理解

いただけましたか。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 平成３１年度決算というこ

とでの話からちょっとずれるかもしれないですけれ

ども、このまま、要は１年分のデータを集約すると

いうのは今のコロナ禍では、ほぼ夏観光も経て、要

は依頼先である対象者に１年分のデータを、夏期は

上がっているけれども冬期という部分がずっと未完

成になった場合、いつもらえるのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） ８番荒生委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 地域おこし協力隊としての任期というのは、あと

１年半しかございません。ですから、このシーズン

も恐らく冬場に欧米の方がスキーにいらっしゃるこ

とは難しいかと思いますし、来年度に至れば、さら

に３年の任期ですので、隊員というのは基本的には

ずっと残るのか、自ら起業していくのかというのが

課題で、やめてしまってどこかまた違うところに行

くというのもありますけれども、ということになり

ますので、３年目になるとかなり自らの起業や何か

にも力を注いでもらわなければならない方ですの

で、そういった部分においては、その方だけで調査

するのではない方法なども検討しながら、冬期間分

の調査は海外の方の出入りが自由になった後に、ど

のような形で再開するか今後きちんと検討して、そ

の方だけに頼るということでは難しいのかなという

のが現状になってしまったということで御理解いた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） データはいつ出るのかと

いうことで。データはいただけないということ。

（発言する者あり） 

 企画商工観光課長、答弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） 答弁漏れがあ

り申し訳ありません。 

 夏期分の調査についてはもうまとまっておりまし

て、１年分の調査結果は、その後の考察の部分につ

いては１年分がないのでできていないのかもしれな

いですけれども、そういった部分についてはできる

だけ早期に、出来上がっていますので、もう既に令

和２年度になっておりますので、早期に求めて、提

出をしていただくように進めたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） まだこの款あると思いま

すので、暫時休憩をさせていただきたいと思いま

す。再開は４５分。お願いします。 

────────────────── 

午後 ２時２９分 休憩 

午後 ２時４５分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 質疑を続けます。 

 先ほど中瀬委員の質疑に対しましての答弁を行っ

ていただきます。 

 農業委員会事務局次長、答弁。 

○農業委員会事務局次長（安川伸治君） ４番中瀬

委員の農地の権利移動に関する御質問にお答えいた

します。 

 農地法第３条の許可４２件中、売買が１４件ござ

います。このうち農業委員が関与したものについて

はございませんでした。 

 先ほどの理由にございました件については、今後

農業委員会の委員と運営について適正に行ってまい

りたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 平成３１年度の結果とし

て、いわゆる４２件の中に農業委員が関与した３条

の許可はないということですね。１件もないという

ことですね、平成３１年は。 

 これは平成３１年度の決算の関係だからあれなの

だけれども、以前にはあったということを私は記憶
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しているということだけ……。 

○委員長（岡本康裕君） 答弁要らないということ

ですね。 

 ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） １３５ページ、１項１目の

プレミアム付商品券発行事業業に関して御質問させ

ていただきます。 

 本年の第４回の臨時会におきまして、新型コロナ

臨時創生交付金を活用したプレミアム付商品券事業

の補正に際して、当時の企画商工観光課長にお伺い

いたしました。というのは、個人消費の押し上げ効

果というものはどの程度を見込んでいるかという質

問をさせていただきました。具体的に言えば、ふだ

ん普通に買う食料品や日用品を買って浮いた分を貯

蓄するのではなくて、浮いた分で家族で御飯食べる

とか、そういったことが個人消費の押し上げ効果で

あるというふうに解釈しながら御質問したら、検証

していないし、過去に遡っても検証していないとい

う御答弁をいただいた記憶がございます。 

 それを受けて、平成３１年度含め、そういった押

し上げ効果に関しては非常に検証するのが難しいな

とは確かに思うので、事業そのものの課題の洗い出

しだったりとか、この事業の効果がより上がってい

く上でのそういった検証であったりとかというのは

なされているのか。もしされているのであれば、具

体的な課題等お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ９番佐藤委員の御質問に

お答えいたします。 

 プレミアム商品券発行事業につきましては、これ

まで数年間にわたりまして、ちょうど年末年始に向

けて町内の消費喚起につながるといいますか、商工

業者の商工支援策の一環として商工会の要望に基づ

いてそれらの事業について取り組んできたところで

あります。 

 町におきましても、その事業がどういうような効

果や成果につながるのかというようなことも含めて

商工会のほうにも確認をしながら、商工会のほうで

は商工事業者等にアンケート等も行いながら、それ

ぞれ業態に応じて、こういう事業があることで助

かったというようなお声があったり、私たちの業態

には特に影響がないというお答えがあったり、いろ

いろそれなりがございます。 

 そういうのもあって、町のほうにつきましては商

工会とのこれまでの協議の中で、平成３１年度のプ

レミアム商品券事業としては、商工会についてもこ

のプレミアム商品券の発行事業についてはどこかで

区切りをつけたいということでお話がございますの

で、こういうようなあくまでも町の、これまでも

ずっと商工会のほうに御説明してきたのは、プレミ

アム商品券発行事業についてはあくまでもカンフル

事業であるので、これがしっかりとこれからの長い

商工振興事業につながるようなものに置きかえてい

くことで一定程度財源も必要になってきますので、

そういう財源が恒久的な商工振興事業につながるよ

うなものをぜひ商工会としても考えていただきたい

というようなことで、基本的には、平成３１年度を

もってプレミアム商品券の発行事業については終了

したいというような意思を確認し合っているところ

であります。 

 そのような中で、商工会としても、今年はこうい

うことで少しいろいろと準備が遅れていることはあ

るのだと思いますけれども、キャッシュレス化に向

けて、それらについても町についても応援をいただ

きたいということでありますので、こういうものを

しっかりと具体化していくことが必要かなというこ

とで理解をしているところであります。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございませんか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 同じく１３５ページの商工

振興費の中で、持続化補助金についてお伺いいたし

ます。 

 これも町の、いわゆる国の事業の幅出しというこ

とで大変商工業者に喜ばれている事業かなというふ

うに考えております。平成３１年度に関しては１２

件ということでございましたが、この年度中での取

りこぼしというのはなかったのかお伺いをいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（上嶋義勝君） ５番金子委員の

商工業者持続化補助金の御質問につきましてお答え

させていただきます。 

 平成３１年度は１２件の実績となっております。

その都度商工会と情報を共有しながら、このような

当初予算以上に要望があるということにつきまして

は、定期に情報交換しながら、昨年度においても補

正予算を投じて御議決をいただいておりますので、

希望される事業者につきましては全員漏れなくとい

うか、行き届いているというように考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで５款労

働費、６款農林業費、７款商工費の質疑を終了いた

します。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく
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ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 次に、８款土木費の１３

８ページから１４９ページまでの質疑を行います。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 道道の維持管理で、委託さ

れている部分かなというふうに思います。ローソン

と留辺蘂線、いわゆる国道間の観音のあそこの間な

のですが明憲寺間、あそこは観光時期に多くの人が

通ります。 

 ところが、歩道に草が、本当にささいな話かもし

れませんけれども、雑草のごとく生えてきて、とて

もこれを観光の町とは言えないような状況がありま

して、あれは委託されているかというふうに思いま

すが、あの時期にきっちりと整備、管理しなけれ

ば、寂れゆく町みたいな感じのそんな感じに思う人

もいるのではないかというふうに思っているもので

すから、適時に管理しなければならない部分かなと

いうふうに思いますが、この点確認しておきたいと

思います。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ７番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 道道美沢線のほう……。（「明憲寺の横、国道に

抜ける」と発言する者あり）留辺蘂線ですね。留辺

蘂線のところですけれども、あそこは道道になりま

すので、歩道の管理とかは全部北海道になっており

ます。町のほうでは管理委託はその辺受けていると

いうことはございません。（「だから、何をするの

かと……」と発言する者あり）それで、その管理に

つきまして、今、委員おっしゃったように草が生え

ているというような状況ですので、それにつきまし

ては北海道の建設管理部のほうにお話をさせていた

だきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 毎年なのですね、あそこ。

何回言っても、毎年繰り返し繰り返し言われたらや

るという感じで、町のほうからもぜひ、道道なので

すけれども、分かっております。だけれども、町の

中を通り、町そのものが管理していないのではない

かと思われる状況がありますので、ぜひ御足労をお

願いしたいというふうに思います。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ７番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 住民会のほうでも少しやってみたり、あと、あそ

こは建築士会で花壇の整備なんかもやっておりま

す。そのときに、気づいたときに草刈りですとか歩

道に生えている草とかも整備をしているところでは

ございますが、何せまだ行き届かないところも多少

あるのかなというふうに思っております。 

 今後におきましても、毎年社会資本のほうで北海

道のほうに要望書を出すときがございますので、そ

のときにまた、今おっしゃられたようなことを北海

道のほうに要望をしていきたいというふうに考えて

おりますので、御理解賜りたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） １４７ページ、住宅費の関

係ですが、一応空き家、空き地ということで予算は

あまりないのですが、執行方針や何かでは、きちっ

と空き家対策、空き地対策をやっていくよというよ

うなことが書かれていました。 

 それで、今現状として空き家は何戸ぐらいあっ

て、うち特定空き家は何戸あるのかをまずお聞かせ

いただきたい。 

○委員長（岡本康裕君） 建築施設班主幹、答弁。 

○建築施設班主幹（高松 徹君） ６番中澤委員の

御質問にお答えいたします。 

 空き家の件数についてということですけれども、

平成２７年度に住民会の協力を得まして町内の空き

家の戸数の調査をしております。それ以降、町の職

員も空き家相談等の戸数をプラスマイナスしながら

管理している戸数がありまして、そちらのほうで

今、町が押さえている空き家の戸数というのは９５

件ございます。 

 このうち、委員が言われました特定空き家という

のは、特定空き家というのは、空き家特措法に基づ

く町が管理計画をつくってその中で認定したものに

なりますけれども、うちの町ではその計画をつくっ

ておりませんので、特定空き家と言えるものはまだ

ございません。ただ、町が危険な空き家として把握

しているものは９５件のうち７件という状況です。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 戸数は９５件ということで

分かりました。 

 それで、対策というか、どのような方策を取って

いるか。多分住民のほうから環境が悪いとか火災が

心配だとか防犯に悪いとか、いろいろな声があるか

と思いますが、そういうときにどのような対策を講

じているかお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 建築施設班主幹、答弁。 

○建築施設班主幹（高松 徹君） ６番中澤委員の

御質問にお答えいたします。 

 確かに、隣の住宅が空き家になって草が生えてい
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るとか壊れそうだという相談は何件か受けておりま

す。原則としましては、当然所有者が管理すべきも

のですので、町のほうで税務のほうと連携しまして

所有者が分かれば、それで連絡がつく状態であれ

ば、直接訪問したり、もしくは手紙を送ったり、電

話かけたりして、今こういう状態ですよということ

で現況を教えながら、あくまでも所有者に管理責任

がありますので、このまま放っておくと、例えば屋

根のトタンが飛んで周りに危害を加えますよとか、

潰れてしまいますよとか、そういう危険性がありま

すので早めに対処をお願いしますということで指導

のほうを進めているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 今、空き家のほうは分かっ

たのですが、平成２７年にこの特措法ができたとき

に調査をされた。そのときに空き地の把握も一応

行っていたのかどうか確認したいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 建築施設班主幹、答弁。 

○建築施設班主幹（高松 徹君） ６番中澤委員の

御質問にお答えいたします。 

 特措法の中では、空き地自体は法の対象としてお

りませんので、平成２７年の調査のときもあくまで

も上屋、建物がある空き家だけを調査の対象として

おりました。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） １４９ページです。 

 町民生活課の生活環境班の１番の報酬のところの

町営住宅入居者選考委員、これは何人で何を協議さ

れているのかをまずお伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（北山雅幸君） ４番中瀬委員の

町営住宅入居者選考委員会の委員でございますが、

委員が４人で、副町長が入ってございますので５名

で、報酬につきましては４名の方に報酬を支払って

ございます。 

 ３月に選考委員会を開催しまして、現状の入居者

の公募状況だとか内容につきまして御報告させてい

ただいて、この内容につきまして御意見をいただく

場合については、選考委員の方から意見をいただい

た、公募に対しての困窮判定度につきましての意見

をもらったりしている状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 入居選考委員会の中で、私

が前回質問させていただいているのは、入居の状

況、いわゆる入るときの選考基準、それから入ると

決まったときの状況を、前回私が質問したときの回

答は、鍵を預けた時点から賃貸料が発生すると。だ

から５月にそこを借りたいといっても１１月まで

放ったらかしておけば１１月になってからしか賃貸

料は取れないという話がありました。 

 そこで、そういうふうなことに対してどういう対

策を練られたのかをお伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（北山雅幸君） ４番中瀬委員の

住宅の入居の決定までの部分でございますが、公募

をしてから、平成３１年度からにつきましては、そ

れ以前については公募を１か月ぐらい取っていまし

たが、公募の回数を増やすということで、２週間で

公募をかけてございます。その後、大体月初めの１

日から約２週間程度申込みしていただいて、決定に

ついては月末に決定を出してございます。 

 住宅の手続につきましては、通知を出してから１

０日以内に住宅の手続、請書関係だとか緊急連絡人

の提出などもろもろの書類を出していただいて、そ

こで入居決定という形で大体１週間前後で入居の許

可日、入居の許可という形で通知を出します。その

部分について入居可能日については大体１０日以内

に入居してくださいという形で平成３１年度からは

そのような手続で行っていて、大体決定から入居ま

で１か月以内で入居という形を取ってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 入居したいという方がそう

やって申込みをされて、いろいろな状況があってす

ぐ入れないという人は当然いて、いても仕方ないと

思います。ただ決定したときから、いわゆる入居料

さえもらえば入っていなくてもいいのですよ、極端

な話が。ただ、前回のときの話は、鍵を渡すまでは

入居料を取れないからと、長く何か月も放ったらか

しにする。それが改善されているかということの話

で、今質問させていただきました。 

 ですから、昨年度の私の質問から見えれば改善さ

れているというふうな感じで受け取ってよろしいの

ですよね。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（北山雅幸君） ４番中瀬委員の

御質問にお答えします。 

 去年の段階の部分では、民間の住宅に入ってい

て、出るまでに期間があったり、去年以前について

は保証人という形で保証人を見つけてもらうまでに

時間がかかったりとかという部分もあって、１名の

方についてはちょっと期間が長くなりましたけれど

も、平成３１年度からは基本的に入居可能日から１

０日以内に入居してもらうという形で皆さんにお願

いしているところでございます。 
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○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １４７ページの公園の緑地

維持管理交付金についてお伺いいたします。 

 予算のときと昨年の決算のときもちょっとお話し

させていただいたのですけれども、地域の緑地につ

いて住民会等で草刈り、またトイレの清掃等の管理

をしてきれいにしているということで、協働のまつ

づくりの趣旨からは非常にすばらしいことだなとい

うふうに考えております。 

 それぞれの住民会で刈払機を購入したり、またそ

の費用、ガソリン代だったりとか手間賃代だったり

とかということで積算されてこの金額になっている

ことは承知しておりまして、それはいいのですけれ

ども、住民会によって緑地の面積の広いところがあ

りますよね。そういったところで、この事業を始め

てから、それぞれ住民会の主に老人会といったら失

礼ですけれども、比較的時間に余裕のある高齢者の

方がやっていらっしゃるのが現状なのですけれど

も、だんだんと体力も落ちてきて刈払機でずっとや

るの大変だということで、もう少し汎用性の高い、

できれば芝刈り機の大きいものであったりとか、

もっと言うと乗用型であったらいいなということの

お話を伺っております。 

 伺いたいのは、この交付金の中で、今までのレ

ギュレーションでいうと、そういった刈払機の更新

以外で少し大きな草刈り機の更新というのは、この

平成３１年度ではあったのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ５番金子委員の御

質問にお答えいたします。 

 平成３１年度につきましては、刈払機の更新の交

付金等はございませんでした。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 刈払機の更新については、

大体何年程度をめどに考えて予算を立てているのか

というのは分かりますでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ５番金子委員の御

質問にお答えします。 

 耐用年数というのは特に定めているところではご

ざいませんので、あとは、面積にもよりますし、あ

とは管理の仕方というのもございますので、住民会

によっては結構差があるのかなというふうには感じ

ております。 

 今年アンケートを取りましたところ、二つの住民

会のほうから更新をお願いしますということで、本

年度、２台の更新の交付金を出しているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで８款土

木費の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 次に、９款教育費の１４

８ページから１７９ページの質疑を行います。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １５３ページの教育住宅管

理費で１５節工事請負費という形で、教員住宅の改

修がされました。計画的に実施されているというふ

うに思いますが、併せてちょっとお聞きしたいので

すが、現在、教員住宅というのは何戸管理されてい

て、実際入っている先生というのは何戸いらっしゃ

るのか。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 現在、教育委員会で管理している教員住宅は２４

戸あります。そのうち１８戸が入居しています。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 見ましたら、今後また相当

手直ししなければならない部分があるのかなという

ふうに思っておりますが、この点どうでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 教員住宅の管理につきましては、既に内部で計画

を策定しておりまして、基本的には校長、教頭につ

いては学校のそばに居住していただいて学校の管理

に当たっていただく、あと、東中につきましては近

隣の住宅状況から一定程度の一般の教員住宅を確保

しなければならないというふうに考えておりますけ

れども、一般の先生方の住宅に関しましては、将来

的には民間住宅を活用していただくということで、

現在利用されている方については引き続き入居して

いただきますけれども、新たに整備するとかという

ような計画は持っておりません。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 利用されている１８戸の中

にも、恐らく通勤されていて何かあったときに利用

するという方もいるのかなというふうに思います。

常時住んでいらっしゃるという状況なのでしょう

か。 
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○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 現在入居している方の中には、学校の教員のほか

にもＡＬＴですとか、あと町の会計年度任用職員と

して勤務していただいている教員の退職者の方もい

らっしゃいます。今入居している大体の方は基本的

には常時居住はしておりますけれども、旭川方面と

かに自宅をお持ちの先生方もいらっしゃいます。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうしますと、将来は必要

最小限の戸数に抑えて管理すると。以外については

もう既に民間のアパートを借り上げながら補助も出

るという話を聞いておりますので、そういう方向で

今後こういった教員住宅の管理はなされるという形

でよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 現在、先ほど米沢委員がおっしゃられたとおりの

計画で管理をしております。その計画に当たって

は、先生方のアンケート調査もしまして、先生方の

意向を反映した上でそのような対応としておりま

す。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １６１ページの就学援助に

関わってお伺いいたします。幅出しをしていただい

て、いろいろと対応していただいております。 

 そこでお伺いしたいのですが、修学旅行費につい

てなのですが、これは、他の自治体では本人のいわ

ゆる持ち出しがないような仕組みをつくって、今聞

いたら、最初支払って後で町がその分をきちっと補

うというような仕組みになっているということなの

ですが、他の町については全てこの就学援助費の中

で見込んで事前に負担のないような形で修学旅行費

も実施しているというふうに聞いているのですが、

この点、上富良野は現状どのようになっています

か。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 現在、就学援助の修学旅行費については、修学旅

行を実施した後に校長先生のほうから実施報告書を

いただいて、その書類に基づいて負担していただい

た保護者のほうに直接口座振り込みでお支払いして

おります。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうしますと、他の自治体

と同じように改善するという検討の余地もあるので

はないかなというふうに思いますが、確認いたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 修学旅行を実施した後ではなくて、保護者に旅行

代金を支払っていただく時点で援助費を支給すると

いう方法については、今後検討の余地があると思い

ますので、それについては、これからまたいろいろ

研究していきたいと思います。 

 ただ、就学援助の認定の時期が新年度に入ってか

らになりますので、旅行代金の支払時期の都合に

よって、そこは日程的に先に払うということが無理

な場合が出てくるケースがあるかなというところ

と、あと中学校につきましては、１年生のときから

修学旅行の代金を積立てしておりますので、そこに

ついては結果的に立て替えて払っているというよう

な状況が発生する場合もあることを御理解いただき

たいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） １５３ページ、１項２目、

成果報告書５５ページの児童生徒表彰皆勤賞につい

て御質問させていただきます。 

 昨年頃から皆勤賞を廃止する自治体が徐々に出て

きているということで、要は、要因としては皆勤賞

のために無理をして周囲に何らかの病気といいます

か、そういったものを感染させてしまうリスクがあ

るところからというふうに聞き及んでおります。私

個人的にはどちらに強い思いを持っているというわ

けではないのですが、まして平成３１年度後半には

コロナの影響が出て表彰式すらできないというよう

な状況下の中で、現時点で教育委員会、また教育現

場において、皆勤賞について何らかの議論がなされ

ているかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ９番佐藤委員の

御質問にお答えします。 

 皆勤賞の廃止については、報道でも聞き及んでお

ります。ただ、一生懸命休まずに来たというところ

を褒めてあげるというようなことも、それはそれで

価値のあることだとも思います。 

 具体的に、今現在皆勤賞で表彰していることにつ

いて、今後どうするかということを内部できちんと

検討したということはありませんけれども、今後は

やはり議論していかなければならない課題かなとい

うふうには受け止めております。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 
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 ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １６７ページの放課後健全

育成事業で、放課後スクールの支援員についてお伺

いいたします。 

 これは、こういった性格上、ボランティアという

形のスクールを対応されているかというふうに思い

ます。やはりこういった部分というのは、ボラン

ティア的要素もあるのかもしれませんけれども、し

かし、児童と接するということでありますから、そ

れなりのきちっとした支援員という位置づけがあっ

てしかるべきだというふうに思います。 

 これは国と道のほうとの関係もあるのかなという

ふうに思いますが、ここら辺、ぜひ改善するために

働きかける余地があるのではないかなというふうに

思うのですが、現状はどのようにお考えなのかお伺

いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主査、答弁。 

○社会教育班主査（北川良子君） ７番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 放課後スクールの指導員につきましては、１６５

ページの放課後子ども教室事業のほうに区分がされ

ます。こちらは文科省の管轄になるのですが、文科

省のスクール指導員に対しての決まりというのが基

本的にボランティアということになっております。

全くボランティアといっても、うちの町でいいます

と頻度が多いので有償的なボランティアなのです

が、ここは都道府県の最低賃金以内という決まりが

ございます。基本的には地域の皆さんで見守ってく

ださいというような扱いになっておりますので、ボ

ランティア的な要素が高くなっております。 

 こちらの扱いにつきましては、やはり国のほうの

指導に基づいて今現在行っておりますので、今後も

国の指導に沿った運営をしていきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そういう指導に基づいて

やっているという点で私高く評価しておりますし、

ただ、やはり従事されている方のことを考えれば、

こういった基準で何か自分がしていることが本当に

救われないというか、そんな感じに受け止める方も

いるのではないかと。 

 確かに子どもが好きでこういった事業に従事して

いるという話でありますからいいのですが、ただ、

やはり今後こういった事業というのはさらにまた重

要な位置づけになってくることを考えれば、この制

度の見直しを行ってきちんとした賃金体系で働いて

いただけるというような方向性を見出していく必要

が今あるのではないかなというふうに考えておりま

す。 

 ただ、今回ちょっとコロナでもそうだったのです

が、こういうボランティア的要素のある方だから特

別な町からの支援が受けられなかったというような

状況もあります。そういうことを町ではいろいろや

りくりしながら他の部署で働いていただけるような

工夫もたくさんされておりますので、それは大変重

要なことですが、やはり将来のことを考えた場合

に、そういった方向性も必要だと思いますが、この

点についてお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（林 敬永君） ７番米沢委員のほ

うから御質問ございました放課後子ども教室の運営

の関係ということで、委員の御指摘ございますとお

り、こういうボランティア要素が強い中での放課後

クラブとの兼ね合い等々もございます。それぞれの

毎日の学校での取組や何かもございますので、常態

的には理解する部分がございますので、これからも

財源が国と道からいただいている部分でございます

ので、そうしたことを町としても要望していきたい

というふうに考えますので、御理解をいただければ

と思います。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １５５ページと、またぎま

して１６１ページの同じところだと思うのですけれ

ども、働き方改革の取組として行われます校務支援

システムについてちょっとお伺いをしたいのです

が、これと、いわゆる出退勤管理システムというの

を小学校と中学校で導入いたしまして、このことに

よって教職員の方の負担というのはどの程度軽減さ

れることになったというか、これは具体的にどう

いった事業なのかをまず教えていただきながら、そ

れによって働き方がどれぐらい改革されたかという

ことをちょっと教えていただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ５番金子委員の

御質問にお答えします。 

 校務支援システムというのは、まず児童の名簿で

すとか出席簿、成績の評価ですとか、幾つかメ

ニューがありまして、その中からそれぞれ学校のほ

うで必要なシステムを導入しております。 

 名簿の作成ですとか出席簿の管理とかという部分

については、毎月うちのほうに月末統計ということ

で子どもたちの人数ですとか出席日数の報告をいた

だいていますので、そういう集計については事務が

軽減されたというのは目に見えて出ている部分で

す。 
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 あと、成績の評価につきましてもシステム化され

ておりますので、日常の小さなテストの結果ですと

かを積み重ねていったものが学期末の評価につなが

るということで、先生方の事務量の軽減にはつな

がっているというふうに考えております。 

 あと、出退勤時間の管理のシステムについても、

今年度から入れておりまして、ただ、それを入れた

からこれだけ明らかに勤務時間が減りましたという

ところの結果までは今のところどの程度成果があっ

てどんな結果が出たというところまではまだ把握で

きておりませんけれども、一つ一つの事務量として

は軽減されてきているというふうに学校のほうから

も聞いておりますし、うちもそのように考えており

ます。（発言する者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） 補足で説明させ

ていただきます。 

 今年度、コロナの関係で例年の業務と大きく内容

が変わっておりますので、単純に比較ができないと

いうところもありますので、御理解いただければと

思います。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） わかりました。 

 例えば平成３０年度においては、留守番電話の導

入で、いわゆる保護者からの問い合わせについても

緊急時以外については留守番電話対応、また緊急を

要する場合についてはすぐ対応できるということ

で、導入の当初は戸惑いもあったのですけれども、

１年たってしっかり落ち着いたというふうに聞いて

おります。 

 一つ懸念されたのが、当然教職員の皆さんという

のは児童生徒の勉強も教えますよ、放課後はクラブ

活動、部活も教えますよ、休日は大会にも行きます

よと、本当に自分の時間を削って児童生徒のために

身を粉にして働いていただいているということで、

こういったシステムを導入することで働き方改革が

されて、少しでも軽減されるということは非常に望

ましいことでございます。 

 一つちょっと懸念されたのが、うがった見方で申

し訳ないのですけれども、システム化されることに

よって、いわゆる体温を感じるというか、血の通っ

た教育がちょっとなおざりになってしまう部分とい

うことというのは、全く心配しなくていいというこ

とでよろしいですね。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ５番金子委員の

御質問にお答えします。 

 そういう事務を軽減することで、子どもたちと接

する時間を増やして、より子どもたちに寄り添った

指導ができているというふうに考えております。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 成果報告書の６６ページ、

下から２行目でございます。 

 パークゴルフ場、前年度よりも微増ということで

利用が若干ですけれども増えております。平成３１

年のシーズンを終えて、プレーヤーからの例えば苦

情とか、そういったものというのはどのように受け

ていらっしゃるか確認させていただきます。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（吉澤大輔君） ８番荒生委員の

質問にお答えいたします。 

 パークゴルフ場につきましては、毎月指定管理者

でありますＣＳＴのほうからいろいろな利用者から

の課題等を聞いて対応を図っているところです。 

 一番利用者のほうから課題として多いのが芝管理

というところですが、芝管理につきましてもスプリ

ンクラーの整備を図ったりしてきちんと管理してい

るというところもありますし、また旭川のほうから

もいいパークゴルフ場ということで旭川市役所のほ

うで視察に来たりとか徹底しておりますので、今後

においてもそういった維持管理については協会とも

協議しながら進めてまいりたいというふうに思って

おります。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 決算の数字を受けて、様々

な要望の中で芝に対して毎年あるというのは、僕も

毎年このような質問をさせていただいてあれなので

すが、大胆な改善策を講じるような大きなパークゴ

ルフ協会等々からそういった要望というのは、この

シーズンを終えた後、例えば具体的な要望があった

かどうかということの事実確認をさせてください。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（林 敬永君） ８番荒生委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 芝に対する要望等々につきましては、パークゴル

フ協会のほうからいただいているのは事実で、グ

リーン周りのところが荒れて、一打一打そういうス

コアに影響するということで、そういう改善策やな

んかの要望は今現在もいただいているところでござ

います。 

 以上であります。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） その要望に対しての例えば

具体策、この芝を全面張り替えると、１年から２年

全くプレーができないとか、そういったことも十分

考え得ることなのですけれども、そういった具体的
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な内容まで、その利用者の団体等と進んでいるのか

どうか確認させてください。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（林 敬永君） ８番荒生委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 パークゴルフ協会のほうから、ぜひ現地で立ち

合って自分たちが言っている部分を教育委員会も認

識していただきたいということと、あと、改善に要

するそういう策がないかということで、専門の業者

を先日お呼びしまして、３者でお会いしまして現地

でお話し合いをさせていただきました。 

 今うちの町のパークゴルフ場につきましては、他

のパークゴルフ場いろいろあるかと思うのですけれ

ども、砲台型のグリーンなので、芝の管理というの

が非常に難しいということを言われまして、そうい

う中でいろいろな支障の部分について、もし改修す

るのであれば大規模改修、全くの張り替え部分であ

れば競技を１年間とか１シーズンとか休んで芝を養

生させないと改善というのはならないよということ

で言われてございます。 

 一方で、フラットなパークゴルフ場ではございま

せんので、今言った砲台型のグリーンの中でグリー

ン周りのところでディボットの跡がどうしても大き

い状況ですので、それは砲台グリーンの芝を単純に

入れ替えただけで、その後改善されるかというと、

それはなかなか難しいのではないかということで、

パークゴルフ協会の事務局に立ち会いさせていただ

きまして、その実態をお話しさせていただいてござ

います。 

 よって、パークゴルフ協会の中にはもっときれい

にして、そういう凸凹やなんかなくしてほしいとい

う御意見もあるかと思うのだけれども、もしやると

すればお金とかなりの時間を要すということで、そ

の中でも話し合いをしていただきたいということで

お話をしている現状でございます。 

 以上であります。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで９款教

育費の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 次に、１０款公債費の１

７８ページから１２款予備費の１８１ページまで一

括して質疑を行います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで１０款

公債費、１１款給与費、１２款予備費の質疑を終了

いたします。 

 以上をもって、一般会計の質疑を終了いたしま

す。 

 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ３時３９分 散会  
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令和２年上富良野町決算特別委員会会議録（第３号） 

 

令和２年１０月８日（木曜日） 午前９時００分開議  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 ８号 平成３１年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 ９号 平成３１年度上富良野町企業会計決算の認定について 

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会日程 

開議宣告 

１ 議案審査 

  議案第 ８号 平成３１年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定についての質疑 

   (1) 国民健康保険特別会計 

   (2) 後期高齢者医療特別会計 

   (3) 介護保険特別会計 

   (4) ラベンダーハイツ事業特別会計 

   (5) 簡易水道事業特別会計 

   (6) 公共下水道事業特別会計 

  議案第 ９号 平成３１年度上富良野町企業会計決算の認定についての質疑 

   (1) 水道事業会計 

   (2) 病院事業会計 

２ 分科会ごとに審査意見書案の作成 

   (1) 審査意見案の協議（第１分科会は第２会議室、第２分科会は議員控室） 

   (2) 審査意見書案を委員長に提出（議長室） 

３ 全体審査意見書の作成 

   (1) 委員長、副委員長、分科長により成案作成（議長室） 

   (2) 成案報告、審議、決定 

４ 理事者に審査意見書を提出（町長室） 

５ 審査意見に対する理事者の所信表明 

６ 討論と表決 

７ 決算特別委員会審査報告について 

   委員長挨拶 

閉会宣告 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１１名） 

   委 員 長  岡 本 康 裕 君   副 委 員 長       中 瀬   実 君 

   委   員  元 井 晴 奈 君   委   員  髙 松 克 年 君 

   委   員  金 子 益 三 君   委   員  中 澤 良 隆 君 

   委   員  米 沢 義 英 君   委   員  荒 生 博 一 君 

   委   員  佐 藤 大 輔 君   委   員  小 林 啓 太 君 

   委   員  小田島 久 尚 君 

   （議長 村上和子君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町     長  向 山 富 夫 君     副 町 長         石 田 昭 彦 君 

 教 育 長         服 部 久 和 君     代表監査委員         中 田 繁 利 君 
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 会 計 管 理 者         及 川 光 一 君     監 査 委 員         今 村 辰 義 君 

 総 務 課 長         宮 下 正 美 君     企画商工観光課長         佐 藤 雅 喜 君 

 町民生活課長         星 野 耕 司 君     保健福祉課長         鈴 木 真 弓 君 

 農業振興課長兼農業委員会事務局長   大 谷 隆 樹 君     建設水道課長         狩 野 寿 志 君 

 教育振興課長         林   敬 永 君     ラベンダーハイツ所長         谷 口 裕 二 君 

 町立病院事務長  北 川 徳 幸 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         深 山   悟 君     次 長         飯 村 明 史 君          

 主 事         真 鍋 莉 奈 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １１名） 

─────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） おはようございます。御

出席、御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１１名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会３日目

を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の委員会日程については、さきにお配りしま

した日程のとおりであります。 

 昨日に引き続き、平成３１年度上富良野町各会計

歳入歳出決算認定の特別会計より質疑を行います。 

 最初に、国民健康保険特別会計全般の１８５ペー

ジから２１１ページまでの質疑を行います。 

 ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 質問させていただきます。

２０７ページの特定健康診査事業のところの委託料

の１３節についてお伺いいたします。 

 従来から上富良野町は健康のまちづくりというこ

とを宣言しながら健康づくりを進めてきました。そ

れに基づいて、それぞれ住民も健康に対する知識等

もいろいろと勉強し、学ぶことができるという状況

の環境が非常に整っているのかなというふうに思い

ます。 

 そこでお伺いしたいのですが、１３節の委託料の

特定健康審査という形で、平成３１年度の受診率は

何％ぐらいだったのか、まず確認しておきたいと思

います。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） 平成３１年度の

受診率に関しましては、まだ法定報告が確定してい

ない状況でありまして出ていないという状況なので

すけれども、私たちの目標としている７０％は超え

る見込みでございます。平成３０年度につきまして

は７１.８％でした。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ここの中で、比較的課題と

してこの間も上げられておりましたけれども、若い

層の受診率というのは、相変わらず向上していない

という状況が見受けられるのかどうなのか、その要

因等、また分析していれば、お話を聞かせていただ

きたいというふうに思います。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） ７番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 やはり４０代、５０代の男性、若い方の受診率と

いうのは、まだまだほかの年代に比べると低い状況

にはありますけれども、少しずつは上がってきてい

るような状況でございます。 

 理由としましては、若い方に関しましては、１番

は時間が取れないという方が多くおります。その次

に多いのが、やはり入通院、通院していたからとい

うことで受診ができないという方が多く見受けられ

ました。時間が取れないという方に関しましては、

今年度、少し健診時間ですとかを工夫しながら、で

きるだけ受診に向けての環境整備をしていっている

ところでもあります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） いろいろと工夫されながら

実施しているというのが分かってきました。 

 そこで、私たちもそうなのですが、健康診断をし

て、保健師と対話しながらいろいろと知識が得られ

る部分もあって非常に大切なのですが、最近こうい

う出前講座、もしくは何らかの地域の住民会、ある

いは地域のサークル等に出向いていって、予防に対

する働きかけというのですかね、そういう出前講座

等含めた地域の呼びかけに対しての健康予防に関す

る相談や話をされたというケースは、この平成３１

年度の場合というのはあるのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） 地域に出向いて

の健康学習ということになるかと思うのですが、昨

年度に関しましては、アラタ工業のほうから健康学

習をしたいということで、安全大会があるときにア

ラタ工業で健康学習をさせていただいたのと、あ

と、ＪＡ女性部ですとか、軽トラ市の方たちが自分

の健診データを基に健康学習をしたいということで

行っているということと、あと、南町の住民会のほ

うで、これは後期のほうのサルコペニアのことを中

心にお話ししていただきたいということだったので

すけれども、南町住民会のほうにも出向いていると

いうような状況です。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 例えば特に地域別の分析の

データも持っていらっしゃると思いますが、データ

に基づいて、どこどこの地域は受診率が低いだとか

という、そういう場合の特別なケースだとかいろい

ろあると思うのですが、そういったときは相手が望

まないとなかなか今は難しい話ですけれども、学習

会をしたとかという形のそういった場合、どこの地

域は平均よりも低いというような状況の場合の働き

かけというのも地域ごとにされているというのはあ

るのでしょうか。 
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○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） 担当保健師が地

域にいらっしゃいますので、担当保健師ごとに、地

域ごとに、全部全受診率を出しているという状況で

す。 

 それで、結構、郡部のほうはある程度８０％台と

か１００％とかの受診率を達成しているのですけれ

ども、町場のほうが一番低いところで５０％台とい

うところになってきます。その方々というのは、や

はり健康学習をしたとしてもいらっしゃらなかった

りすることが多いので、地域の担当保健師が個別に

訪問とかお電話をしながら受診勧奨をしているとい

うような状況です。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 恐らく地域によって社会的

ないろいろな弱者といったら失礼なのかもしれませ

んけれども、課題を抱えている方もいらっしゃる高

齢者が多い地域もあるという形で、あるいは仕事さ

れている方という形になっていると思いますが、そ

ういったところから見えてくるものというのは、や

はり今継続されているように、持続的な働きかけの

中で、お互い合意の中で、そういった学習や健康診

断に来てもらって、そこでまた受診に対する個別の

面談があったりだとかしますから、そういう流れの

中で、受診率を向上とまではいきませんけれども、

維持しながら健康の取組を続けていくというのがい

いのではないかなというふうな感想を持っているの

ですけれども、あくまでも感想なのですけれども、

ここら辺についてはどのようにお考えでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） 受診率を上げる

というところは難しいところも、絶対受けたくない

という層もいらっしゃるので難しいところはあるの

ですけれども、やはり７０％を維持していくという

ところでは、去年あったからいいとかということで

はなくて、継続的に個別に関わるなり、地域全体を

見渡しながら、課題を解決できるようにというふう

に考えているところではあります。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのです

が、保険者の努力によって支援者交付金というのが

来ているかというふうに思いますが、上富良野町の

場合は、こういった健康の管理が努力によって、平

成３１年度というのは、前年度から見て交付金とい

うのはどのような変化をたどっているのか。パーセ

ンテージはどのぐらいで、どのぐらいの目安という

のはあるのだろうというふうに思うのですが、この

点、決算上で確認させていただきたい。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（星野耕司君） ７番米沢委員の御

質問に答えいたします。 

 ページ数では１９５ページになりますが、保険給

付費等交付金ということで、その中で保険給付費交

付金の普通交付金と特別交付金がありまして、特別

交付金の中に算定されています。 

 努力者支援ということで、国のほうで市町村分と

いうことで５００億円用意しておりまして、あと、

都道府県分が５００億円、合わせて１,０００億円

を財源として市町村に交付されるものでありまし

て、市町村分といたしましては、平成３１年度につ

いては５３８万５,０００円、平成３０年度決算に

つきましては５４７万３,０００円ということで、

若干減っているような形でございます。 

 そのほかに都道府県の繰入金ということで、調整

分がありまして、そちらのほうにつきましては、医

療費の水準が全道平均より低いということで交付さ

れる形になっておりまして、そちらについては３年

間の全道平均より低い場合、医療費水準が低いとい

うことで平成３１年度の交付される金額につきまし

ては１,１４３万円、平成３０年度につきましては

９６７万９,０００円となっておりまして、合計で

町に努力したということで交付される金額につきま

しては平成３１年度につきましては１,６８１万５,

０００円、平成３０年度については１,５１５万２,

０００円ということで、１割程度前年度より伸びて

いるような形となっております。 

 以上であります。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 恐らく、これは医療費を下

げただとか後発医薬品ですか、そういったものも含

めて健康のための自立やそういった医療費を下げた

ということの基準に基づいて交付されるのかなとい

うふうに思いますが、これは、例えば交付されない

というのも、どの基準が交付されなくなるのです

か、率で言えば。そういうのはあるのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 総合窓口班主幹、答弁。 

○総合窓口班主幹（岩﨑昌治君） ７番米沢委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 努力者支援の部分については、１２指標、細かく

言えば８８項目の部分がありまして、今、米沢委員

お尋ねのところの後発医薬品ジェネリックでいいま

すと、一つの指標ですけれども、８８の項目の一つ

でありますけれども、後発医薬品の使用割合の政府

目標の８０％を達成しているかどうかという項目が

ありまして、これを達成していないと点数がないと

いうことになりますし、ただこれは平成３１年度の

部分で、毎年毎年中身というのが変わっていってい
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るので、これを評価するのは今年取り組んだら今年

の分ではなくて、前々年度の実績に基づいて評価さ

れておりますので、結果、上富良野町が取り組んだ

部分の結果として努力が認められるということでの

保険者努力支援制度になってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで国民健

康保険特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、後期高齢者医療特別会計全般の２１５ペー

ジから２３１ページまでの質疑を行います。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ２２９ページの総務管理費

のサルコペニア、平成３１年度から実施されて、高

齢者に対する筋力量の減ったりだとか増えたりだと

かという予防ですね、少しでも健康に生活してもら

うということで始まりましたが、当初その予算にお

いては、いわゆるデータを集積しながら成果等につ

いて対応をしていくということの内容の予算であり

ましたが、成果、あるいはこういった事業を実施し

た後の成果や課題等々があったのかなというふうに

思いますが、まだ出ていなければ、分かる範囲でよ

ろしいです。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） サルコペニア事

業に関しましては昨年度から実施、後期高齢者の北

海道の後期の広域連合の受託事業ということで実施

しているのですが、昨年度のサルコペニアの事業に

来ていただいた方が７０歳と７５歳を合わせまして

１３６人、大体４５.９％の方に来ていただいてお

ります。そのうちサルコペニアの基準に該当したと

いう方は５人、予備群であった人が４０人、そのほ

か足の筋肉がすごく足りないですとか、体重が増え

過ぎていて脂肪のほうが多いという方とかも含めま

して、大体１０５人が保健指導の対象者としており

ます。 

 この１０５人ですけれども、栄養士を中心に保健

指導をしていくのですけれども、まず最初に結果説

明からどういう状態かというのをお話しした後に、

その方の状態にもよるのですけれども、大体三、四

か月後に中間評価をしまして、最終的には２月から

３月に最終評価ということで、最終評価に来た方は

７８人、コロナの影響もありまして全員最終評価ま

でたどり着かなかったというところはあるのですけ

れども、７８人が最終評価までいっております。 

 その成果としましては、血液データとかには現れ

ない、なかなかデータには現れない筋肉量というの

を測定によって自分の筋肉がどのくらいだというこ

とが分かって意識できたということで、特に縦軸に

筋肉量、横軸に年齢と、自分の筋肉量がどこだった

かというのを自分たちでシールを貼ってもらったの

ですよね。同じ年齢であっても高かったり低かった

り、この差は何だということで、自分たちが課題意

識を持てたというところは一つの成果かなというふ

うに思います。 

 もう１点、糖尿病のある方ですとか、あと肥満の

ある方はやはり筋肉量が少ないということで、ここ

はやっぱり集中して保健指導をしていかなければな

らないところかなというふうに思いました。 

 あともう１点なのですけれども、やはり食べ方、

昨日も話をさせていただきましたけれども、高齢者

の方は野菜中心ということもありまして、たんぱく

質が足りない。たんぱく質と野菜を上手に取るとい

うことと、あと間食の問題。 

 あと、そのほか食以外の形では動き方、結構歩い

ているから自分は筋肉があるのだと思って自信満々

で量る方がいるのですけれども、歩いているだけで

はなかなか筋肉はつかないのですよね。歩くという

こと以外に筋トレ的なものを入れないとやはり筋肉

になっていかないということで、体の動かし方の種

類ですとか、やり方というものをすごく皆さんに学

んでいただいたという成果があるかなというふうに

思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 関連で、同じところのサル

コペニアの今の話で、筋トレのやり方等も指導なさ

るということなのですけれども、そういったものも

栄養士の方が指導するのか保健師の方が指導するの

か、どういった実態だったのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） １番元井委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 運動の仕方に関しましては、プールのほうに運動

指導士がいらっしゃったりもしますので、その方の

助言も受けながら、あと今、家庭で簡単に誰でもで

きる、専門的ではなくて家庭でできる簡単な筋トレ

の方法ということで、栄養士が中心に指導している

というところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで後期高

齢者医療特別会計の質疑を終了いたします。 
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 次に、介護保険特別会計全般の２３５ページから

２６３ページまでの質疑を行います。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ２４５ページの先ほどとも

似たような質問になるのかなというふうに思います

が、保険者機能強化推進交付金という形で今回１６

０万円計上されております。この内容等どのような

健康、いわゆる自立だとか、そういった軽度にする

ための予防を行っただとかあると思うのですが、そ

の点お願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班、答弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ７番米沢委員

の保険者機能強化推進交付金の採点というか、評価

方法について御説明をさせていただきます。 

 まず大きな分類といたしまして三つの分類があり

まして、一つはＰＤＣＡサイクルの活用による保険

者機能の強化に向けた体制の構築ということと、二

つ目については自立支援重症化防止等に資する施策

の推進、三つ目としましては介護保険運営の安定化

に資する施策の推進という項目があります。 

 この項目を大分類、小分類とありまして、これも

国民健康保険と同様な形ではあると思うのですけれ

ども、実施したものについて点数がつけられまし

て、その点数に応じて国の総予算２００億円がそれ

ぞれ分配されるような交付金の方式となっていると

ころでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 大変努力されているという

ふうに思います。 

 課題としてちょっと考えるところがあるのです

が、それぞれの自治体でそれぞれがお互いの自治体

を形成しながら健康の増進、自立のために一生懸命

課題を見つけながら進めるということで、その評価

として点数が付与されるという中身なのかなという

ふうに思います。 

 例えば外的要因として、高度のいわゆる疾患を

持った方だとか、保険者で努力してもどうしても克

服できないという状況が出てくる可能性も、当然こ

の世の中ですからあるというふうに思います。 

 そういった場合に、こういった差別しながら、そ

ういった自治体の行った評価するということも大切

だとは思いますけれども、同時に一方で、見なけれ

ばならない課題として、頑張っている自治体、頑

張っていない自治体というのは恐らくどこもないの

だろうと思うのですが、やはり一律のそういった部

分に対する交付金の支援というのがあってもしかる

べきだというふうに思うのですが、そういった部分

についてはどのようにお考えなのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班、答弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ７番米沢委員

の保険者機能強化推進交付金の全国の指標という

か、その辺の基準についての課題ということでよ

かったかと思うのですけれども、全国一律の基準で

ございますので、なかなか各自治体に合わない指標

も中にはあります。実際に町の中にはない、認知症

疾患医療センターとの体制を構築しているかとか、

そういった大規模自治体でないとなかなか交付金の

点数が取れないという項目もございますので、ある

いは中身については実施はできるのですけれども、

上富良野町としてはこの取組については合っていな

いという項目も中にはございますので、その辺は今

現在７期の介護保険計画の策定の中で進められる事

業については進めているところでございますので、

その辺は御理解いただければというふうに思ってお

ります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の保

険者機能強化推進交付金の関係で、今疾病がある

方、またそれで介護を受けなければならない方、そ

れに対しては、差別のないような交付金の対象に

なっているかというのが御質問の根底にあったかと

思うのですが、今、国が進めている基準については

主幹が申し上げたとおりですが、決して認定者が増

えたりサービスが増えたからといって、この交付金

に影響が出ることはないです。まず各自治体が今の

現状から次の計画に向けて着実にできていないもの

をできるように進められるのかどうか、進めるため

には今日言って明日にはなかなか実施には至りませ

んので、それをどのような形で計画をもって進めて

いくのかというところのサイクルを求められており

ますので、それについては先ほど主幹が申し上げた

ように、町としてはできているものに付いては継続

をしていく、できていないものについては今後どう

進めていくのか。また、国の基準になかなか小規模

自治体で合ってないような項目について、これは道

を通じて町としても要望等は上げていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 分からない部分があるので

すが、２５３ページの介護サービス等の給付金負担

という形で居宅サービス負担金、地域施設サービス

という形の負担金があります。比較的最近は、居宅

に対する費用が増えるという傾向にあります。この

平成３１年度は若干でありますが施設サービスのほ

うが増えるという状況になっておりますが、今、町



― 59 ―

としては居宅という形の中で進めるという形で、実

際、介護現場のところで、例えばこういったケース

があったみたいなのですが、介護施設、いわゆるラ

ベンダーハイツだとか老健だとか、そういったとこ

ろに入所しなければならないけれども、地域の密着

型や居宅で見なければならないという状況の話もあ

るというふうに聞いておりました。 

 そこで、なかなか判定というのは非常に難しく

て、見極めという点で非常に大事になってきている

のかなというふうに思うのですが、施設に行かなけ

ればならない人を地域密着だとか居宅で優先しなけ

ればならないというようなところの判断基準という

のが、僕には分からないところなのですけれども、

あるというふうに思うのですが、そこら辺は包括だ

とかいろいろと、Ａという人に対してはどういう

ケースだから施設だねとか居宅だねということがあ

ると思うのですが、そこら辺ちょっと平成３１年度

はどういうふうになっていたのか。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班、答弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ７番米沢委員

の居宅サービス等の施設の選定だとか、そういった

部分についての御説明をさせていただきます。 

 平成３１年度に関わらず、これまで包括支援セン

ターの総合相談の中で、そういった対象の方が来た

ときに、まずはその方がどこのサービスが一番望ま

しいのか、どこの施設が望ましいのかというところ

から相談内容として確認させていただいた中で、各

施設介護度によっても個人差がありますので、介護

が大きければ大きい施設というイコールではありま

せんので、あくまでその人がどういうふうに今後生

活していきたいのかというのを一番重点的に施設や

介護サービスにつなげている状況でございます。 

 あと、町内の施設だとか町外の施設等もあります

ので、中には町外の施設を望まれる方もいらっしゃ

いますし、どうしても町内がいいという方もいらっ

しゃいます。現時点でいうと、町内の介護施設はほ

とんど満床の状態になっておりますが、ただ、待機

が物すごくいるというような状況でございません。

ある程度待機していただく中では、どうしても居宅

というところで何とかいてもらわなければならない

という現状はありますけれども、そんな長い時間で

はありませんし、居宅のサービスも充実したサービ

スを行っているというふうに思っておりますので、

一応基本的には、その方の状態に合わせた施設、あ

るいは介護サービスということで相談内容のとおり

につなげさせていただいているという状況でござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） よく分かりました。 

 そこでお伺いしたいのですが、今の介護計画も新

たにつくられているかというふうに思いますが、こ

れから高齢化という状況の中で、他の施設にも入所

されているという状況があるかというふうに思いま

すが、今後、上富良野町でこういった高齢化に伴う

施設整備という点ではどういう施設整備が一番望ま

れているのか、平成３１年度の決算に至ってどうい

う考えをお持ちなのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の現

在進めている第７期介護保険事業計画並びに次期計

画の見直しの策定を今年進めておりますけれども、

まず施設整備につきましては、ただいま三好主幹の

ほうから御答弁させていただいたように、ラベン

ダーハイツ並びに町立病院における介護医療院も現

在満床ということで私たちも確認をさせていただい

ています。グループホームにおかれましても、既に

整備されたユニットについても満床ということで聞

いておりますので、施設並びに地域密着型並びに認

知症に関わる施設の今後の整備については大変危惧

しているところでございます。 

 しかし、ただいま町立病院の新病院の改築を今後

進めていくことも明らかになりましたことから、ま

ず２８床の介護医療院が今後新築の中では病床数の

検討もさせていただいていることから、私たちが従

前の課題でありました介護と医療との連携、これに

つきましては皆さん基礎疾患を持って重度化してお

りますので、私ども高齢者の介護を担っていくため

には医療との連携が重要な課題だと認知しておりま

すので、ここが町としての最重要的な施設整備の構

築だというふうに、今現在、策定委員会の中でも検

討していただいているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ２５７ページの介護予防・

生活支援サービス事業の中で、訪問介護サービスの

従来型という形で表記されております。訪問介護と

いう状況の中で、内容等の取組というのはどういう

状況になっておりますか。 

○委員長（岡本康裕君） 主任介護支援専門員、答

弁。 

○地域包括支援センター主任介護支援専門員（佐藤

智恵美君） ７番米沢委員からいただきました御質

問にお答えさせていただきます。 

 従来型の訪問介護は、平成２９年４月から総合事

業に移行しました。その以前の形を国基準のままの

従来型ということで、ヘルプサービスのほうの生活

支援を主にいたしましたサービスでございます。 
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○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 従来型とボランティア型と

いうか、２種類あるかと思いますが、それで恐らく

ボランティア型というのですかね、ちょっとうまく

表現できないのですが、従来型以外のものでサービ

ス、一定の講習も受けて勉強して、その上で従事す

るというようなものがあったかというふうに思いま

すが、上富良野町においては、そういった部分とい

うのはなかなか難しい状況があるのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 主任介護支援専門員、答

弁。 

○地域包括支援センター主任介護支援専門員（佐藤

智恵美君） ７番米沢委員からいただきました御質

問にお答えさせていただきます。 

 訪問型サービスの中の緩和型というくくりの中の

訪問型生活支援になるのですが、うちの町では指定

を取った訪問介護事業所によるこの事業の展開を

行っている状況です。 

 緩和型につきましては、定期的な訪問も含まれて

いるのですけれども、退院後のスポット支援ですと

か、本当に４５分以内でできる家事支援、そのよう

な方のニーズがある方に御案内させていただいてお

ります。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の介

護予防における訪問型サービスについての、先ほど

委員御発言のボランティアという表現が出ました

が、これはボランティアで実施しているものではご

ざいません。また、社会福祉協議会が独自でやって

いる様々な訪問サービスともこれは異なりますの

で、これは町がきっちり介護予防として行っている

サービスに対して実施している状況で、成果報告の

ほうにも書かさせていただいております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで介護保

険特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、ラベンダーハイツ事業特別会計全般の２６

７ページから２９３ページまでの質疑を行います。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 成果報告書の７４、７５

ページです。 

 平成３１年度決算を振り返りますと、一般会計か

らの繰出金が５,８５０万円ということで入れてお

ります。理由といたしましては、人件費差額分の経

営安定対策分、それから１年間移行期分ということ

で新卒の職員が一定程度成長するまでということで

のサポート、そして建設改良費分ということで、当

初示された額面に関しては約４,４００万円という

ことで聞いておりましたが様々要因があり、繰出金

がこの額になったと思われます。 

 今後、平成３１年度の決算を受けて中長期的な観

点から、あとどれぐらいで、例えば経営安定対策分

のみでサポートが済むのかというシミュレーション

は、平成３１年度の決算を受けた後、経営安定化策

というような具体的なものの取組がなされたのかど

うか確認します。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ８番荒生委員の御質問に

お答えいたします。 

 ラベンダーハイツの件につきましては、御承知の

ように大変厳しい状況の中で、平成２８年度の決算

において、ちょうど平成２７年度の介護報酬等の改

定等もあって、平成２８年度の決算で大きな赤字決

算を迎えたということで、当時、繰上充用の資本を

もって経営の改善に努めたいということで御説明を

してきたところでありますが、それが、その計画を

断念して、平成３１年度から一般会計で支援をする

形でやっていくよということでお認めをいただきま

した。 

 今、委員からありましたように、経営安定対策分

の平成３１年度については４,４００万円の予算を

お認めいただいて、そのほか、それはルールで、町

が一般会計を見る分として、施設の建設改良に伴い

ます償還であったり、大きな改良費、それから児童

手当に係る部分であったり、利用者の軽減負担の滞

納分については、町が面倒を見る部分でありますの

で、そういうものを含めて五千数百万円のそういう

繰り出しになっているということであります。 

 基本的に、経営安定に向けて人件費相当額、民間

との差がなかなか施設側での独自の営業努力だけで

は担えない部分については、そこはしっかりと町の

ついの住みかとして町が担うべき責任を果たしてい

こうということで、その部分は引き続きそういうも

のをしっかりと一般会計が支えて、将来にわたって

安定的な経営につながるということを町としては進

めていきたいということでありますので、基本的な

考え方については、今のような考え方をずっと踏襲

していきたいなというふうに考えているところであ

ります。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） では、平成３１年度決算以

降、中長期的な経営改善計画というものは作成は着

手されていないということでよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ８番荒生委員の御質問に

お答えいたしますが、具体的な経営改善計画という
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ふうな計画書をもって作成している状況ではござい

ません。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これでラベン

ダーハイツ事業特別会計の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 次に、簡易水道事業特別

会計全般の２９７ページから３１１ページまでの質

疑を行います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで簡易水

道事業特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、公共下水道事業特別会計全般の３１１ペー

ジページから３３７ページまでの質疑を行います。 

 ございませんか。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） お尋ねをいたします。３３

３ページです。 

 こちらは委託料の関係で施設管理費の委託料、こ

れは、いわゆる下水の汚泥の運搬の関係ですが、毎

年、汚泥が何百トンということで出るわけですけれ

ども、委託をしている汚泥を運搬する単価というの

はトン当たり幾ら、年間何ぼということで計算され

ているのか教えていただきたい。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ４番中瀬委員の御

質問にお答えします。 

 単価につきましては、１トン当たり２,４８４円

となっているところでございます。全体のトン数で

すが年間８７６トンの運搬を行っているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 出た量に対して１トン当た

り２,４８４円を委託されている業者に支払いをす

るということですけれども、当初よりは汚泥の計器

そのものが、いわゆる少し圧縮されて減ってきてい

るということはないですか。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（甲斐幹彦君） 中瀬委員の御質

問にお答えいたします。 

 昔より含水量が減っているとか、そういうことは

ございませんので、毎年変わらないように出してお

ります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） これは毎日の日常生活から

必ず出てくるものですから、人口の関係で特別減る

とか増えるとかというのはあまりないとは思います

けれども、以前よりは汚泥の計器になる部分が、若

干水分、脱水がよくなってきているので、減ってき

ているという話を聞いたことがあるのですが、それ

はないのですね、そうしたら。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（甲斐幹彦君） 出荷する量につ

いても量は減っておりませんし、水分量について

も、多少気候によって上下することはあると思いま

すが、水分量については一定をもって出荷している

形を取っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで公共下

水道事業特別会計の質疑を終了いたします。 

 以上をもって、各会計歳入歳出決算の認定につい

ての質疑を終了いたします。 

 続いて、平成３１年度上富良野町企業会計決算の

認定についての質疑に入ります。 

 最初に、水道事業会計全般の質疑を行います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで水道事

業会計の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 次に、病院事業会計全般

の質疑を行います。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） ２１ページ、１款１項６目

研究研修費についてですけれども、この研究研修費

は医師だけなのでしょうか。１日目に伝票を確認し

たところ、特に旅費に関しては医師しか実績がな

かったように見られましたけれども、そのほか薬剤

師や看護師などが学会等に参加したときの費用はこ

こに含まれるものなのか、その点お伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（北川徳幸君） １番元井委員のただ

いまの御質問にお答えしたいと思います。 

 研究研修費の関係ですけれども、ここの部分の旅

費については、常勤医師３名の学会及び研修会の旅

費となっております。 
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 そのほかの看護師並びに医療スタッフの旅費につ

いては、経費の部分の旅費、交通費の中で支払って

いる状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 同じく研究研修費について

ですけれども、予算では２２０万円ついておりま

す。実績は、半分以下の７８万９,５５９円となっ

ておりますけれども、半分以下となった要因につい

てお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（北川徳幸君） 元井委員の御質問に

お答えいたします。 

 予算に対しての執行率の御質問かと思いますが、

予算については、基本的には、まず学会については

常勤医師３名が３回行けるような予算措置をしてご

ざいます。ただ、診療体制とかスケジュール等々の

関係で延べ９回という形には結果的にならなかった

ことでございます。予算としては延べ９回取ってい

るような状況で、それは確保していきたいという考

えでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 調べますと、平成３１年度

は７８万円の執行でしたけれども、その前の平成３

０年度は６４万円、平成２９年度も６５万円と、こ

こ数年見ても、予算２２０万円に対して全然執行で

きていないところがあるので、その点は見直しが必

要かと思うのですけれども、どうでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（北川徳幸君） ただいまの元井委員

の御質問なのですけれども、実績に合わせて予算を

減らすというのも一つなんですけれども、私どもと

いたしましては、１人に対して３回という予算を確

保した中で、その年々によってスケジュール的にも

行けるときと行けないときがありますので、まず予

算は２２０万円という枠を確保して、今後も進めて

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） この研究研修費について

は、医師をはじめ、医療スタッフのスキルアップと

いうのは町民の安心・安全な生活、医療提供に直結

していくことだと思っておりますので、積極的に計

画的に研修や研究を行っていってほしいという思い

を込めて研究研修費の予算をつけていると思うので

すけれども、ここ最近の実績を見ますと３名３回で

９回がなかなか行けていないという現実があるの

で、もしあれだったら、例えばですけれども、学会

参加だけではなく、専門書とか図書とかｅラーニン

グだとか、そういった違うところでの研究研修な

ど、計画性をもっと実現できるような計画に変更し

ていく考えとかはあるのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（北川徳幸君） ただいまの元井委員

の御質問ですけれども、先ほども言いましたよう

に、常勤医師については診療とかもろもろのスケ

ジュールがあってなかなか計画どおり行かないこと

もありますので、元井委員が言われたような方法を

研究しながら、今後、研究、研さんに努めていって

いただきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 単純な質問なのですが、病

院事業会計報告書の中で、８ページなのですが、外

来患者の減の要素として、全てではありませんが、

待ち時間と通院回数の削減ということで患者負担の

軽減なども含めた中での外来収益も下がっているよ

うな表記にはなっておりますが、この部分の減収と

いうのは、そんなに多く影響を与えるものではない

というふうに見てよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（北川徳幸君） ７番米沢委員の外来

患者の減少についての御質問ですが、たしか平成２

５年から薬の処方も最大３か月までということで、

来る回数が結果的に少なくなったという点では、外

来収入は減っていると理解しております。併せて同

時期に院長の予約診療も始まりましたので、それに

ついても一定程度１か月の１回とかというふうに決

めて予約を取っている状況なので、それについても

従来よりは患者数は減ってございます。 

 平成３１年度に限りますと、御存じのとおり、コ

ロナウイルスが今もまた蔓延しつつありますので、

その影響もありまして受診控え並びにそれに伴いま

して感染予防しているもので、インフルエンザ患者

が極端に平成３１年度は少なかったというのも外来

患者の減の要因となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 決算状況から見ますと、こ

れからの入院にしても外来にしても、恐らくそんな

に伸び率はないというふうに見てとれるのかなとい

うふうに思っているのですが、将来、そうしますと

病院経営という点でもなかなか収入が入らないとい

う状況になれば、かかる経費というのは人件費も含

めた施設管理維持費というのが当然かかってくるわ
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けで、引き続きやっぱり病院の改善はこの間もして

きました。だけれども、今後もまた険しい経営が続

くという点では変わりないのでしょうかね。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（北川徳幸君） ただいま７番米沢委

員の今後の経営の推移というような御質問だと思い

ますが、外来患者については、引き続き現在のよう

な状況が続くと思います。 

 ただ、これは実現性があるかどうかちょっとまだ

不明確なのですけれども、例えば診療科が増えると

か、泌尿器科の先生が来ていただくとかというふう

な診療科が増えたら外来患者も増える要素は出てく

ると思います。 

 あと、入院患者につきましては、現行は４５％前

後で推移していますけれども、そこら辺を鑑みまし

て、先日基本構想でも示させていただきましたが、

逆に一般病床を減らして、今後ニーズの高い介護保

健施設である介護医療院を増床するというような考

えから、その部分については増収になると予想して

いるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 非常に分かりました。 

 ただ、眼科にしても一時は富良野協会病院の後押

しもあって、医師も富良野協会病院で確保できてい

たということがあったのですが、そういった部分の

診療科目を設けることによって、一定の抜本的な改

善にはなりませんけれども、収益の向上が見える部

分が出てくるのかなというふうに思いますが、た

だ、やはり富良野協会病院の現状を見ると、なかな

か上富良野町で引き続き求めたとしても、現状では

平成３１年度も含めてなのですが、厳しい状況だと

いうことの認識でよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（北川徳幸君） ただいまの米沢委員

の御質問ですが、委員御発言のとおり、現状では

ちょっと医師の派遣確保というのは厳しい状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 関連で、先ほど外来が減っ

ているというところで、コロナの影響とおっしゃい

ましたけれども、平成３１年度で見ますと、コロナ

の影響があったと思われるのは、最後の３月の１か

月か、２月かという感じなのですけれども、どのよ

うにお考えなのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（北川徳幸君） ただいまの元井委員

の御質問ですけれども、コロナがはやり始めたのが

年明けということで、実際に影響というのは２月、

３月が影響しているのかと。先ほども説明したので

すけれども、それに伴いまして、インフルエンザ患

者が例年より大幅に減ったというのが外来患者の減

の一つの要因となっていると思われます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） ２月、３月のインフルエン

ザの患者が減ったという理解でよろしいでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（北川徳幸君） 元井委員の御質問で

すが、２月、３月というよりも、年明けから皆さん

感染予防に努めていただきましたので、年明け以降

のインフルエンザ患者が激減したというようなこと

で理解をお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで病院事

業会計の質疑を終了いたします。 

 以上で、企業会計決算の認定についての質疑を終

了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 説明員は、退席願います。 

 なお、説明員は、町長の所信表明から議事堂にお

入りください。 

（説明員退席） 

────────────────── 

午前１０時０４分 休憩 

午前１０時０６分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

 これより分科会ごとに審査意見書案の作成行いま

す。 

 分科会ごとに審査意見書案が作成されましたら、

委員長まで提出願います。 

 会場等について、事務局より説明いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（深山 悟君） 分科会の会場は、第１

分科会はだい２会議室、第２分科会は議員控室とし

ます。分科会で審査意見書案の作成が終了しました

ら、議長室で正・副委員長と分科長により成案を作

成します。 

 成案がまとまりましたら、議事堂で成案の報告、

審議を行います。 

 以上です。 
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○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩いたします。 

 再開は１１時３０分からとし、各分科会を開催願

います。 

────────────────── 

午前１０時１０分 休憩 

午前１１時５８分 再開 

────────────────── 

○事務局長（深山 悟君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 審査意見書案の整理を行いましたので、事務局長

に朗読いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（深山 悟君） 私のほうから、令和２

年度決算特別委員会審査意見書（案）を朗読いたし

ます。 

 お手元に配付の意見書を御覧ください。 

 令和２年度（平成３１年度）会計上富良野町決算

特別委員会審査意見書（案）でございます。 

 一般会計（歳出）。 

 １、定住・移住について。 

 各事業を検証して、より効果的な施策展開に努め

られたい。 

 ２、予約型乗合タクシー事業について。 

 利用者ニーズを把握し、利便性の向上に努められ

たい。 

 続いて、ラベンダーハイツ事業特別会計でござい

ます。 

 １、経営安定化に努め、一般会計からの繰入金の

軽減に努められたい。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） これより、審査意見書

（案）の審議を行います。 

 ただいま朗読した審査意見書（案）について、御

意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） お諮りいたします。 

 審議が終わりましたので、審査意見書（案）は、

このとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 よって、審査意見書は、ただいまの審議のとおり

と決定いたしました。 

 以上で、審査意見書の審議を終わります。 

 これより、理事者に意見書を提出しますので、こ

の間を暫時休憩といたします。 

 再開は、１２時１０分を予定といたします。 

─────────────── 

午後 ０時００分 休憩 

午後 ０時１０分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 理事者より所信表明の申し出がございますので、

発言を許します。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） 委員長のお許しをいただき

まして、所信を述べさせていただきたいと存じま

す。 

 先ほど、委員長、副委員長から本決算特別委員会

におきます審査意見書を頂戴したところでございま

す。 

 いずれの御意見につきましても、大変重要な課題

だというふうに認識をしているところでございま

す。また、私どもも平素から重い課題だと、重要な

課題だということで、皆さん方と認識を共有してい

るところでございます。 

 いずれにいたしましても、賜りました御意見につ

きましては、今後の行政運営の中でしっかりと生か

していけるように努力をしてまいりたいというふう

に考えているところでございます。 

 いずれにいたしましても、財政の健全化、併せて

限られた予算をしっかりと効率的に運営して、そし

て、さらに住民に対するサービス向上を全て両立さ

せていかなければならないというような私どもは使

命を負っているところでございますが、引き続き皆

さん方の御指導や御協力を賜りながら、町民の福祉

向上のために力を尽くしてまいりたいと考えており

ます。 

 この３日間、大変慎重に御審査いただきましたこ

とに感謝申し上げますとともに、ぜひ認定賜ります

ようお願い申し上げ、所信とさせていただきたいと

思います。 

 ３日間大変御苦労さまでした。ありがとうござい

ました。 

○委員長（岡本康裕君） お諮りいたします。 

 ただいまの理事者の所信表明により、今後の町政

執行において、十分その意見を尊重し、最善の努力

をしたいとの確認が得られましたので、討論を省略

し、議案第８号平成３１年度上富良野町各会計歳入

歳出決算の認定について及び議案第９号平成３１年

度上富良野町企業会計決算の認定についてを表決し

たいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 よって、討論を省略し、議案第８号平成３１年度

上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について及び

議案第９号平成３１年度上富良野町企業会計決算の
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認定についてを起立により表決いたします。 

 最初に、議案第８号平成３１年度上富良野町各会

計歳入歳出決算の認定については、意見を付し、原

案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は意見を付し、原案のとおり認定す

ることに決定いたしました。 

 次に、議案第９号平成３１年度上富良野町企業会

計決算の認定については、原案のとおり認定するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり認定することに決

定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の審査報告書の内容については、委員長

及び副委員長に御一任願いたいと存じます。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の決算審査報告書の内容につい

ては、委員長及び副委員長に一任されました。 

 以上をもって、本委員会に付託されました案件の

審議は、全て終了しました。 

 決算特別委員会を閉会するに当たり、一言御挨拶

申し上げます。 

 ３日間にわたる委員会、本当にお疲れさまでござ

いました。３日間という期間で多くの決算の審査に

当たられた各委員の御労苦に感謝申し上げますとと

もに、町長をはじめ、執行機関の皆様にあってはよ

り一層町民の立場に立った行政の執行に当たってい

ただきたいと考えております。 

 また、我々議員も改めて町民の代表として、より

よい上富良野町を築いていけるよう町民に寄り添

い、意見に耳を傾けるよう努力してまいりたいと、

そのように考えております。 

 また、本日は時間を押してしまって皆様に御迷惑

かけたことをおわび申し上げるとともに、不慣れな

ところもあり、各委員や町長をはじめ、職員の皆様

に御迷惑かけたことをおわび申し上げて、閉会の御

挨拶とさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

 これをもって、決算特別委員会を閉会いたしま

す。 

 誠に御苦労さまでした。 

午後 ０時１６分 閉会 
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